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はじめに 

 
 本書は、2009 年 12 月 9 日から 18 日に実施された第 2 回「中央アジア比較法

制研究セミナー」の成果として発刊するものである。 

 

 世界経済がグローバル化する中、自国の法制度にとどまらず、他国の法制度

についても理解することは非常に重要である。特に、取引先の国の法制度につ

いて情報が不足しているということは、法的予測可能性が確保されていないと

いうことでもあり、外国企業の投資活動の障壁にもなり得る。ある法律の内容

や運用の実態を理解するためには複数国の企業法制に関する専門家が一同に会

し、各国の制度について相互に比較し、その共通点や相違点を分析して研究す

ることが、各国における法制度の理解を深めるために有益であると考えられる。 

 

このような背景から、中央アジア 4 カ国（カザフスタン、キルギス、タジキ

スタン、ウズベキスタン）を対象として「中央アジア比較法制研究セミナー」

を年 1回、3年間に渡り実施している。セミナーの実施にあたっては法務省法務

総合研究所の協力をいただいた。 

本セミナーでは、毎回、企業法制（株主・債権者保護をめぐる法的紛争処理）

をテーマとし、中央アジア 4カ国と日本の会社法制、倒産法制等の制度の概要、

現状及び実務について、セミナーの参加者の報告に基づき協議を行うこととし

ている。中央アジアからは、経済紛争を扱う経済裁判所の裁判官、企業法制や

倒産を監督する国家機関の法律家が参加し、日本からは、弁護士、大学教授等

が参加する（今回の参加者については、別紙参照）。 

第 2回となる今回は、「担保制度」を採り上げることとした。企業活動を行う

ためには、銀行融資というのは必ずと言っていいほど必要なものであり、また、

資金調達によって，企業活動が活性化するという点からも重要な問題であると

考えられたからである。 
本書では、中央アジア各国の担保制度を概観した上で、建物を目的とする担

保の設定と、工場の機械を目的とする担保の設定という２つの事例を設定して、

その実務を比較した表と関連条文をとりまとめている。 
本セミナーでは、同じ言葉を使っていてもその内容が異なっていたり、条文

の文言は異なっていても実態は同じであったり、様々な発見があった。 
本書で採り上げた事例に現れる法律問題は、企業活動の中で生じる数多くの

法律問題の中でほんの一部に過ぎない。しかし、中央アジアの法制度に関する

情報が少ない現状では、本冊子が中央アジア各国の実務家にとって参考資料と



 

 

して広く活用されることを願っている。さらに、中央アジア各国への進出を考

えている外国企業にとっては本冊子が有益な資料となり得ると考えられる。 
 
２０１０年 １０月 
独立行政法人国際協力機構（JICA） 
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比較表１  «各国における担保制度の概要» 
 カザフスタン キルギス タジキスタン ウズベキスタン 日本 

債務履行の担保

の手段 

違約罰、担保権、留置権 

保証、手付 

違約罰、担保権、留置権 

保証、手付 

違約罰、担保権、留置権 

保証、手付 

違約罰、担保権、留置権 

保証、手付 

担保権、保証、違約罰、手

付 

担保権の種類 

     ※１

     ※２

抵当権、質権、権利担保権

(民法 303 条) 

（これらの一種として、流

動動産担保権（民法 327

条１項）、固定担保権（民

法 303 条２項）と呼ばれる

ものもある。） 

民法325条2項は担保権を

次の(1)、(2)及び(3)に分

類する。 

(1)占有移転型担保:質権

(担保法第 3章) 

(2)占有非移転型担保:流

動動産担保権、抵当権、企

業抵当権(担保法第 4章) 

(3)権利担保:権利担保権

(担保法第 5章) 

抵当権 (ipoteka) 、質権

(zaklad) 、 権 利 担 保 権

(zalog prav)、金銭担保権

(zalog denejnikh sredstv）、

質入れ（ zalog veshey v 

lombarde）(民法 362 条 1

項) 

（これらの一種として、流

動動産担保権と呼ばれる

ものもある。） 

質権、抵当権、権利担保権

(民法 265 条 1 項) 

（これらの一種として、流

動動産担保権、固定担保権

と呼ばれるものもある。）

留置権、先取特権、質権、

抵当権、譲渡担保、仮登記

担保、所有権留保、代理受

領 

担保権 債権者（担保権者）は、債

務者が被担保債務を履行

しない場合は、担保物の権

利者（担保権設定者）に対

し債権を有する他の者に

優先して、当該財産の価値

から弁済を受ける権利を

有する（民法 299 条 1 項）。

債権者（担保権者）は、債

務者が被担保債務を履行

しない場合は、担保物の権

利者（担保権設定者）に対

し債権を有する他の者に

優先して、当該財産の価値

から弁済を受ける権利を

有する。 

債権者（担保権者）は、債

務者が被担保債務を履行

しない場合は、担保物の権

利者（担保権設定者）に対

し債権を有する他の者に

優先して、当該財産の価値

から弁済を受ける権利を

有する（民法 359 条 1 項）。

債権者（担保権者）は、債

務者が被担保債務を履行

しない場合は、担保物の権

利者（担保権設定者）に対

し債権を有する他の者に

優先して、当該財産の価値

から弁済を受ける権利を

有する。ただし、法が定め

る例外を除く。（民法 264

条 2 項）。 

 

 質権 担保物が担保権者の占有

下に移される担保権であ

る(民法 303 条 2 項)。 

担保物が担保権者の占有

下に移される担保権であ

る(担保法 24条 1 項)。 

担保物が担保権者の占有

下に移される担保権であ

る（民法 303 条 2 項、動産

担保法 28 条）。 

担保物が担保権者の占有

下に移される担保権であ

る(民法 265 条 2 項)。 

質権者は、その債権の担保

として、債務者又は第三者

から受け取った物を占有

し、かつ、その物について

他の債権者に先立って自

己の債権の弁済を受ける

権利を有する（民法 342

条）。 
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 抵当権 担保物を担保権設定者又

は第三者が占有又は利用

する担保の種類(民法 303

条 1 項、不動産抵当法 1

条) 

不動産に対する所有権そ

の他物権を担保に供する

ことにより、金銭債務また

は金銭形式で明示される

債務の履行保全手段であ

る(担保法 35条 1 項)。 

担保物を担保権設定者又

は第三者が占有又は利用

する担保の種類(民法 362

条 2 項)  

不動産を目的とする担保

権をいう(民法265条3項)

抵当権者は、債務者又は第

三者が占有を移転しない

で債務の担保に供した不

動産について、他の債権者

に先立って自己の債権の

弁済を受ける権利を有す

る（民法 369 条）。 

権利担保 

    ※３

権利担保権における担保

物は、譲渡可能な財産権、

つまり、企業、構造物、建

造物、施設に対する賃借

権、商事組合財産の持分に

対する権利、貸金債権、著

作者、発明者の権利、その

他の財産権である。担保物

となった権利の債務者は、

担保権の設定について知

らされなければならない。

担保物となる権利が文書

により証明されるもので

ある場合、担保権設定契約

は、権利付与文書の引渡の

形で手続することができ

る（民法 303 条 3 項）。 

担保物が金銭債権の場

合：担保権設定者又は担保

権者が担保権設定を第三

債務者へ通知しない場合

に限って、第三債務者は担

保権設定者又は代理人へ

債務を弁済する。第三債務

者へ担保設定の通知が行

われる場合は、担保権者は

担保権設定者が第三債務

者に対して有する債権の

弁済を直接受けることが

できる（担保法52条1項）。

金銭以外の契約による債

権を担保物とする場合：契

約による債務は第三債務

者が担保権設定者と締結

した契約に従ってこれを

履行する。担保権者は、担

保権設定者が第三債務者

からの弁済を受けた後に、

満足を受けることができ

る。担保権者が契約による

債務に対する取立てにつ

いての通知書の謄本を第

三債務者へ送付する場合

は、担保権者は契約による

権利担保権における担保

物は、譲渡可能な財産権、

つまり、企業、構造物、

建造物、施設に対する賃

借権、商事組合財産の持

分に対する権利、貸金債

権、著作者、発明者の権

利、その他の財産権であ

る。担保物となった権利

の債務者は、担保権の設

定について知らされなけ

ればならない。 

担保物となる権利が文書

により証明されるもので

ある場合、担保権設定契約

は、権利付与文書の引渡の

形で手続することができ

る(民法 362 条 4 項) 

担保財産となる権利は、担

保権設定者に属する、賃借

権を含む占有する権利及

び使用する権利並びに他

の債権である(担保法 43

条 1 項)。 

担保権設定者は、自己の債

務者に対し、権利を担保と

したことについて通知し

なければならない。契約に

よる別段の定めがある場

合を除き、担保権設定者の

債務者は、担保権者に対し

てこの債務の弁済を行わ

なければならない(担保法

43 条 5 項)。 

担保権設定者が被担保債

権を弁済する前に、担保権

設定者の債務者が弁済を

した場合、担保権設定者が

弁済として受領した物は

全て担保財産となる。担保

設定契約による別段の定

めがない限り、担保権設定

者は、弁済を受けた事実を

直ちに担保権者に対し知

らせなければならない(担

債務の担保のために債務

者が有する債権を譲渡す

るという形式を取るもの

で、第三者に対する対抗要

件は、確定日付による通知

又は登記（法人の場合の

み）である。なお、第三債

務者に対する対抗要件は、

通知又は第三債務者の承

諾である（民法 467 条）。 
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債権の満足を第三債務者

から直接受ける（担保法52

条2項）。 

保法 44 条 1項)。 

担保設定契約による別段

の定めがない限り、担保権

設定者は、担保権者から要

求を受けた場合には、自分

の債務者から債務の弁済

として受領した金銭から、

被担保債権に相当する分

を、担保権者に引き渡さな

ければならない(担保法

44 条 2 項)。 

 留置権 
 

債務者又は債務者の指定

する者に引き渡すべき物

を占有している債権者は、

債務者が期限までにその

物の代金の支払義務、費用

償還義務その他の損害賠

償義務を履行しない場合

は、当該債務が履行される

までの間、その物を留置す

ることができる（民法

338-1 条）。 

債務者又は債務者の指定

する者に引き渡すべき物

を占有している債権者は、

債務者が期限までにその

物の代金の支払義務、費用

償還義務その他の損害賠

償義務を履行しない場合

は、当該債務が履行される

までの間、その物を留置す

ることができる（民法 342

条）。 

債務者又は債務者の指定

する者に引き渡すべき物

を占有している債権者は、

債務者が期限までにその

物に関する支払義務、費用

償還義務その他の損害賠

償義務を履行しない場合

は、当該債務が履行される

までの間、その物を留置す

ることができる（民法 388

条）。 

債務者又は債務者の指定

する者に引き渡すべき物

を占有している債権者は、

債務者が期限までにその

物の代金の支払義務、費用

償還義務その他の損害賠

償義務を履行しない場合

は、当該債務が履行される

までの間、その物を留置す

ることができる（民法 290

条 1 項）。 

他人の物の占有者は、その

物に関して生じた債権を

有するときは、その債権の

弁済を受けるまで、その物

を留置することができる

(民法 295 条)。 

なお、商人間の留置権にお

いては、被担保債権と担保

目的物との間に牽連性は

必要でない（商法 521 条）。 

 保証 

（保証人が銀

行・金融機関に

限られないも

の） 

     ※４

連帯保証(garantiya)にお

いて、保証人は、他人の債

務履行につき、その債権者

に対し、債務者と連帯して

その全部又は一部の責任

を負う(民法 329 条)。 

連帯保証人は、債権者に対

し、違約金、利息、取立費

用、債務不履行（不適切履

行）による損害賠償を含

め、債務者と同額の責任を

負う。ただし、連帯保証契

保 証 （ poruchiteljstvo 

(garantiya)）契約に基づ

いて、保証人は、他人の債

務履行につき、その債権者

に対し、債務の履行につい

て、全面的に、又はこの者

と連帯して部分的に責任

を負う（民法 343 条 1 項）。

 

保証により担保される債

務の不履行、不適切履行に

おいては、保証人と債務者

保証（poruchiteljstvo）

契約に基づいて、保証人

は、他人の全部又は一部の

債務履行につき、その債権

者に対し責任を負わなけ

ればならない（民法 390

条）。 

 

保証では、保証人は債権者

に対し、債務者と同額の責

任を負い、これには、利息、

取立費用、その他の債務不

保証（poruchiteljstvo）

契約に基づいて、保証人

は、他人の全部又は一部の

債務履行につき、その債権

者に対し責任を負わなけ

ればならない（民法 292

条 1 項） 

責任範囲は、主たる債務の

額のみならず、利息、損害

賠償（例：侵害された権利

の回復に関する費用など）

もカバーする（民法 293

保証人は、主たる債務者が

その債務を履行しないと

きに、その履行をする責任

を負う（民法 446 条）。 

連帯保証の場合には、保証

人に、催告の抗弁と検索の

抗弁が認められない（民法

454 条）。 

債務が主たる債務者の商

行為によって生じたもの

であるとき、又は保証が商

行為であるときは、連帯保
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約に別段の取り決めがあ

る場合はこの限りではない。

保証（poruchiteljstvo）

において、保証人は、他人

の債権者に対し、その債務

の全部又はその一部につ

き補充責任を負う（民法

330 条）。 

保証人は、債権者に対し、

保証で定められた額の範

囲内で責任を負う。ただ

し、別段の条件がある場合

はこの限りではない。 

補充責任を負う保証人に

弁済を求めるより前に、債

権者は、債務者に弁済を求

めるべく相応の手段（相

殺、所定の手続きによる債

務者財産からの徴収など）

をとらなければならない。

（民法 332 条） 

は債権者に対して連帯し

て責任を負う。ただし、保

証契約に補充責任という

ことが決められている場

合は、この限りではない。

（民法 344 条１項） 

履行、不適切履行による損

害の賠償も含まれる（民法

392 条 2 項）。 

 

条）。 証と扱われる（商法 511

条 2 項）。 

 銀行保証 

（保証人が、銀

行・金融機関に

限られるもの）

     ※４

特則なし 銀行保証（bankovskaya 

garantiya）により、銀行

その他の金融・保険機関

は、他の者の要請により、

この者の債権者が提示す

る支払い請求書に対して、

保証契約の条件に従った

金額を支払うことを書面

により約束する（民法 349

条１項）。 

銀行保証（garantiya）に

より、銀行その他の金融・

保険機関（保証人）は、他

人（本人）の債権者（受益

者）からの書面による支払

請求に応じて、保証人のし

た約束の条件にしたがっ

た金額を受益者に支払う

旨を、本人の要請に基づき

書面により約束する（民法

397 条）。 

銀行保証（garantiya）の

場合、受益者に対する責任

銀行保証（garantiya）に

より、銀行その他の金融・

保険機関（保証人）は、他

人（本人）の債権者（受益

者）からの書面による支払

請求に応じて、保証人のし

た約束の条件にしたがっ

た金額を受益者に支払う

旨を、本人の要請に基づき

書面により約束する（民法

299 条）。 

責任範囲は、設定された保

証額を限度とする（民法

特則なし 
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の範囲は、提供する保証額

に限られる（民法 406 条１

項）。 

308 条 1 項）。 

銀行保証において、保証人

が受益者に対して負う保

証債務は、これらの者の間

において、これが保証する

主たる債務とは独立のも

のとする。保証書に主たる

債務についての言及があ

る場合も、これと同様であ

る。（民法 301 条） 

 違約金 

(違約罰) 

法令又は契約に定める金

銭であって、債務不履行又

は履行遅延などの不適切

履行があったときに、債務

者が債権者に支払わなけ

ればならないものをいう。

違約罰の支払いを請求す

るときは、債権者は、損害

を受けたことを証明する

義務を負わない（民法 293

条）。 

法令又は契約に定める金

額若しくは契約に定める

その他の財産的価値物で

あって、債務の不履行又は

不適切履行があったとき

に、債権者に支払うか引き

渡さなければならないも

のをいう。違約罰の支払い

を請求するときは、債権者

は、損害を受けたことを証

明する義務を負わない（民

法 320 条）。 

法律又は契約に定める一

定の金額であって、債務の

不履行又は履行の遅滞を

含めた不適切履行の際に、

債務者が債権者に支払わ

なければならないものを

いう。違約罰の支払いを請

求するときは、債権者は、

損害を受けたことを証明

する義務を負わない（民法

355 条１項）。 

法令又は契約に定める金

銭であって、債務不履行又

は債務の本旨に従わない

履行があったときに、債務

者が債権者に支払わなけ

ればならないものをいう。

違約罰の支払いを請求す

るときは、債権者は、損害

を受けたことを証明する

義務を負わない（民法 260

条） 

当事者は、債務の不履行に

ついて損害賠償の額を予

定することができる。この

場合において、裁判所は、

その額を増減することが

できない。（民法 420 条）。 

手付 契約交渉当事者の一方が

他方当事者に交付する金

銭で、契約により他方に支

払うべき金額の内金とさ

れ、契約締結の証拠及び契

約履行の担保となるもの

である。（民法 337 条） 

 

契約交渉当事者の一方が

他方当事者に交付する金

銭で、契約により他方に支

払うべき金額の内金とさ

れ、契約締結の証拠及び契

約履行の担保となるもの

である（民法 354 条）。 

契約交渉当事者の一方が

他方当事者に交付する金

銭で、契約により他方に支

払うべき金額の内金とさ

れ、契約締結の証拠及び契

約履行の担保となるもの

である（民法 409 条）。 

契約交渉当事者の一方が

他方当事者に交付する金

銭で、契約により他方に支

払うべき金銭の内金とさ

れ、契約締結の証拠及び契

約履行の担保となるもの

である（民法 311 条）。 

買主が売主に手付を交付

したときは、当事者の一方

が契約の履行に着手する

までは、買主はその手付を

放棄し、売主はその倍額を

償還して、契約の解除をす

ることができる（民法 557

条）。ただし、反対の証拠

があれば、契約締結の証拠

に留まる場合や（証約手

付）、違約金の予定となる

場合もある（違約手付）。 
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流動動産担保 流動動産担保権とは、商品

（在庫商品、原材料、資材、

半製品、完成品等）を目的

とする担保権であって、こ

れを担保権設定者に占有

させ、担保物の構成および

現状を変更する権利を担

保権設定者に与えるもの

をいう。ただし、商品の総

価値は、担保権設定契約で

定めた額を下回ってはな

らない(民法 327 条 1 項)。

担保権設定者が譲渡した

商品は、その所有権、経営

管理権、運用管理権が取得

者に移った時点より担保

物ではなくなり、担保権設

定条約に指定される商品

で、担保権設定者が新たに

取得した物は、担保権設定

者に所有権、経営管理権が

発生した時点より担保物

となる（民法 327 条 2 項）。

流動動産担保権とは、商品

（在庫商品、原材料、資材、

半製品、完成品等）を目的

とする担保権であって、こ

れを担保権設定者に占有

させ、担保物の構成および

現状を変更する権利を担

保権設定者に与えるもの

をいう。ただし、商品の総

価値は、担保権設定契約で

定めた額を下回ってはな

らない(民法 340 条 1 項) 

流通商品とは、商品在庫及

び原料、半製品、完成品で、

一時的に使用したり、補充

したりできる物である。商

品を特定する一般的な記

述ができる商品は担保に

供することができる。流通

商品担保契約は担保物で

ある流通商品の一般的な

記述を含むものとする。

(担保法 34条 1 項) 

流動動産担保権とは、商品

（在庫商品、原材料、資材、

半製品、完成品等）を目的

とする担保権であって、こ

れを担保権設定者に占有

させ、担保物の構成および

現状を変更する権利を担

保権設定者に与えるもの

をいう。ただし、商品の総

価値は、担保権設定契約で

定めた額を下回ってはな

らない(民法 386 条 1 項) 

流動動産担保権とは、商品

(在庫商品、原材料、資材、

半製品、完成品等)を目的

とする担保権であって、こ

れを担保権設定者に占有

させ、担保物の構成及び現

状を変更する権利を担保

権設定者に与えるものを

いう。但し、商品の総価値

は、担保権設定契約の定め

た額を下回ってはならな

い(民法 288 条 1 項)。 

流動動産である担保財産

は、担保権者に移転されな

い（民法 269 条 2 項、担保

法 42 条 2 項）。 

債務の担保のために動産

（集合動産）の所有権を債

権者に譲渡するという形

式を取るもので、債務を弁

済したときは動産の所有

権が債務者に戻るが、期限

までに弁済しないときは

動産の所有権が確定的に

債権者に帰属する。この場

合の譲渡は、占有改定又は

登記（法人の場合のみ）で

もできる。 

固定担保 担保権者が担保物に施

錠・封印し、又は担保物で

あることを証する標示を

施して担保権設定者が担

保物を留置することがで

きる（民法 303 条）。 

担保権者と担保権設定者

の合意により、担保物に施

錠・封印を施して担保権設

定者が担保物を留置する

ことができる（担保法 24

条 2 項）。 

担保権者が担保物に施

錠・封印し、又は担保物で

あることを証する標示を

施して担保権設定者が担

保物を留置することがで

きる（民法 367 条 2 項）。

担保権者が担保物に施

錠・封印し、又は担保物で

あることを証する標示を

施して担保権設定者が担

保物を留置することがで

きる(民法 269 条 3、4項）。

 

担保権の目的物 物及び財産権（債権）を含

むあらゆる財産。ただし、

取引禁止物（民法 116 条 2

項）、養育費請求権、生命・

健康損害の賠償請求権な

物及び財産権（債権）を含

むあらゆる財産。ただし、

取引禁止物、個人的な性質

を持つ債権（給与債権等）、

債権者個人から不可分で

物及び財産権（債権）を含

むあらゆる財産。ただし、

取引禁止物（民法 141 条 2

項）、養育費請求権、生命・

健康損害の賠償請求権、そ

物及び財産権(債権)を含

むあらゆる財産。ただし、

取引禁止物、養育費請求

権、生命・健康損害の賠償

請求権等の法律で譲渡が

物及び財産権(債権)を含

むあらゆる財産。 

ただし、担保権の種類によ

って、目的物とならないも

のもある。ただし、年金受
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ど債権者の属人的債権、そ

の他法令により他者への

譲渡が許されない権利は

担保物にできない(民法

301 条 1 項)。 

強制執行が許されない市

民の財産など、特定の財産

への担保権の設定につい

ては、法令によりこれを禁

止又は制限することがで

きる(民法 301 条 3 項)。 

ある属人的債権（養育費請

求権等）、民営化が禁止さ

れている財産、法律により

義務的民営化が予定され

ている財産、法律が強制執

行を禁じている財産は担

保物にできない。 

強制執行が許されない市

民の財産など、特定の財産

への担保権の設定につい

ては、法令によりこれを禁

止又は制限することがで

きる（民法 325 条 1 項）。

の他法令により譲渡が禁

止されている権利など属

人的債権は、担保物にでき

ない（民法 360 条 1 項）。

強制執行が許されない市

民の財産など、特定の財産

への担保権の設定につい

ては、法令によりこれを禁

止又は制限することがで

きる(民法 360 条 3 項)。 

 

禁じられている属人的債

権は担保物にできない(民

法 267 条 1 項)。 

強制執行が許されない市

民の財産など、特定の財産

への担保権の設定につい

ては、法令によりこれを禁

止又は制限することがで

きる(民法 267 条 2 項)。 

歴史的価値、文化的価値、

その他の価値又は国家安

全保障上の観点から担保

権を設定できない対象物

の一覧は内閣が定める(担

保法 5 条 4 項、抵当法 9

条 2項)。 

給権等を除く。 

担保権の及ぶ範

囲 

従物・分離不可能な果実：

及ぶ。但し契約又は法令で

別段の定めがあるときは

この限りでない(民法 309

条 1 項)。 

担保物を使用して得た果

実、生産物および収益：及

ばない。但し契約又は法令

で別段の定めがあるとき

はこの限りでない(民法

309 条 1 項)。 

保険金：担保物の滅失又は

毀損によって受けるべき

保険金にも及ぶ(民法 299

条１項)。 

 

企業その他の財団全体に

を目的とする抵当権の場

従物：及ぶ。但し、特約可

(民法 327 条 1 項)。 

担保物を使用して得た果

実、生産物および収益：

及ぶ。但し特約可(民法

327 条 1 項)。 

保険金：担保物の滅失又は

毀損によって受けるべき

保険金にも及ぶ(民法 324

条 1 項)。 

 

企業その他の財団全体を

目的とする担保権の場

合:担保権設定期間中に取

得したものを含め財団を

構成する全ての財産に及

ぶ。但し契約又は法令で別

段の定めがあるときはこ

従物：及ぶ。但し特約可(民

法 369 条 1 項) 

担保物を使用して得た果

実、生産物および収益：

及ぶ。但し契約で別段の定

めがあるときはこの限り

でない(民法 369 条 1 項) 

保険金：担保物の滅失又は

毀損によって受けるべき

保険金にも及ぶ(民法 359

条 1 項)。 

 

企業その他の財団全体に

を目的とする抵当権の場

合:抵当権設定期間中に取

得したものを含め財団を

構成する全ての財産に及

ぶ。但し契約又は法令で別

従物：及ぶ。但し特約可(民

法 272 条 1 項)／及ぶ。但

し契約又は法令で別段の

定めがあるときはこの限

りでない(担保法 5 条 3

項)。 

分離不可能な果実：及ぶ。

但し契約又は法令で別段

の定めがあるときはこの

限りでない。 

担保物を使用して得た果

実、生産物および収益：

及ばない。但し特約可(民

法 272 条 2 項、担保法 5

条 3項)。 

保険金：担保物の滅失又は

毀損によって受けるべき

保険金にも及ぶ（ただし、

従物：及ぶ。但し特約可(民

法 370 条) 

果実：その担保する債権に

ついて不履行があったと

きは、その後に生じた抵当

不動産の果実に及ぶ（民法

371 条）。 

保険金：担保物の滅失又は

損傷によって受けるべき

保険金にも及ぶ(民法 372

条、304 条 1項)。 
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合:抵当権設定期間中に取

得したものを含め財団を

構成する全ての財産に及

ぶ。但し契約又は法令で別

段の定めがあるときはこ

の限りでない(民法 309 条

2 項) 

 

担保物が国の需要のため

に徴収、収用、国有化され

る際に、担保権設定者に代

替物が与えられる場合、代

替物に担保権が発生する

（民法 324 条） 

の限りでない(民法 327 条

2 項) 

 

担保物が国の需要のため

に徴収、収用、国有化され

る際に、担保権設定者に代

替物が与えられる場合、代

替物に担保権が発生する

（担保法 17 条 1 項） 

段の定めがあるときはこ

の限りでない(民法 369 条

2 項) 

 

担保物が国の需要のため

に徴収、収用、国有化され

る際に、担保権設定者に代

替物が与えられる場合、代

替物に担保権が発生する

（民法 383 条） 

担保権者の責めに帰すべ

き理由による場合を除く）

(民法 264 条 3 項、抵当法

24 条 2 項)。 

企業その他の財団全体に

を目的とする抵当権の場

合:抵当権設定期間中に取

得したものを含め財団を

構成する全ての財産に及

ぶ。但し契約又は法令で別

段の定めがあるときはこ

の限りでない(民法 272 条

3 項) 

担保物が国の需要のため

に徴収、収用、国有化され

る際に、担保権設定者に代

替物が与えられる場合、代

替物に担保権が発生する

（民法 285 条 1 項） 

担保権の目的物

の価値の評価 

     ※５

民法 307 条によると、担保

権設定契約には、必ず、担

保物とその評価額、被担保

債務の内容、額及び履行期

が記載されなければなら

ない。 

通常、評価は、民間の独立

評価機関を銀行が選んで

行う。 

担保権を実行する際にも、

裁判手続きの場合は執行

官の請求により独立した

評価機関が評価を行い、裁

判外手続きの場合は競売

組織者の発意により行う。

キルギスの法令では、担保

目的物となる財産、権利の

評価を行うことは、義務的

ではない。 

担保権設定者と担保権者

の合意により、又は独立の

評価業者に依頼する。 

 

担保権設定契約には、担保

権の目的および評価額な

らびに主たる債務の基本

的内容、額および履行期を

明記しなければならない

（民法 368条）。 
法令に別段の定めがない

限り、当事者間の合意によ

り決める。 

評価は、全権機関 ― 評価

業務分野における免許の

発行、監督、指導を行う国

家機関が行う。（国家投資

財産管理委員会の評価活

動企業（国家単一企業体））

担保権設定契約には、担保

権の目的および評価額な

らびに主たる債務の基本

的内容、額および履行期を

明記しなければならない

（民法 271条）。 
担保権設定者と担保権者

の合意により、又は評価業

務関連法令が要求する評

価の実施による。 

最高経済裁判所総会決定

No.13/150 （2006 年 12 月

22 日付）「与信契約債務の

履行担保に関する民法規

定の適用に関するいくつ

担保権設定契約時に評価

額について合意する義務

はない。 
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 かの問題について」の 23

項により、裁判手続で担保

権を実行する場合、裁判所

決定には担保物の名称と

所在地、及び契約に記載さ

れる価格に従った競売開

始価格を記載しなければ

ならない。 

担保財産の価額について

争いが起こった場合、価額

は、当事者の申請に基づき

任命される専門家の鑑定

に基づいて決定される。 

被担保債権の種

類 

実務上、金銭消費貸借（与

信）、特に銀行が融資の返

済保証として最もよく利

用される。金銭消費貸借以

外にも、あらゆる有償契約 

― 賃貸借契約、有償役務

提供契約、請負契約等 ― 

に基づく金銭債権が担保

権により担保できる。 

担保は融資契約又は消費

貸借契約、その他の金銭債

務又は金銭で表示される

債務（売買や賃貸借、請負、

損害その他の分割払いの

債務弁済契約に基づく債

務を含む）を保証するため

に設定される（担保法 9

条 1項）。 

融資契約又は消費貸借契

約、その他の金銭債務又は

金銭で表示される債務（売

買や賃貸借、請負、損害そ

の他の分割払いの債務弁

済契約に基づく債務を含

む）を保証するために設定

される（抵当法 4条）。担

保は金銭債務又は金額の

形で表される債務を保証

するために設定すること

ができる。売買、賃貸借、

請負、債務分割履行に関す

る他の契約に基づく債務

が含まれる（動産担保法 6

条 1項）。 

担保権は、消費貸借、銀行

融資、賃貸借、売買、貨物

輸送、その他、あらゆる法

的主体間（自然人、法人、

国）におけるあらゆる法的

に有効な債務の履行を保

証することができる。（担

保法 1条） 

債務は金額（国内通貨、外

貨）により表されなければ

ならない。 

 

あらゆる金銭債権 

担保の目的物の

占有、利用及び

保存 

質権：担保権者の占有に移

される。但し、特約で、担

保物に施錠・封印して質権

設定者が留置することを

定めることができる（固定

質権:質権者の占有に移さ

れる。但し、特約で、担保

物に施錠・封印して質権設

定者が留置することを定

めることができる（固定担

質権：担保権者の占有に移

される。(民法362条3項)。

固定担保権：担保物に施

錠・封印して質権設定者が

留置することを契約で定

質権：担保権者の占有に移

される(民法 265 条 2 項)。

抵当権・流動動産担保(民

法269条 2項、288条 1項、

抵当法 4条、):担保権設定

質権：担保権者の占有に移

される（民法 342 条）。 

抵当権（民法 369 条）・動

産譲渡担保:抵当権の目

的物については、担保権設
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担保権）(民法303条2項)。

抵当権(民法 303 条 1 項、

不動産抵当法 1 条 4 項)・

流動動産担保(民法 327 条

1 項):担保権設定者がそ

のまま占有する。 

 

保権）。特定物は、担保物

であることを証する標示

を施して、担保権設定者が

これを留置することがで

きる（担保法 24 条２項）

抵当権･流動動産担保権･

企業担保権:担保権設定者

がそのまま占有する(担保

法 30 条)。抵当権者への占

有移転可(担保法 35 条 1

項)。 

めることができる（民法

367 条 1 項） 

抵当権(民法 362 条 1 項)・

流動動産担保(民法 386 条

1 項):担保権設定者がそ

のまま占有する。 

 

者がそのまま占有する。特

約により抵当目的物を抵

当権者は占有できる(抵当

法 10 条 2 項)。 

固定担保権：担保物であ

ることを証する標示を施

して担保権設定者が占有

する(民法 269 条 4 項)。 

定者がそのまま占有する

が、動産譲渡担保の目的物

については、法的には占有

改定として担保権者のた

めに引き渡したものとさ

れる。 

 

担保権の成立要

件 

担保権設定契約は、必ず書

面により締結しなければ

ならず（民法 307 条 2 項）、

当該書面には、抵当権設定

者と抵当権者、抵当権設定

者が債務者でない場合は

債務者が署名し、国家登記

しなければならない（抵当

法 6条 1項、2項）。 

抵当権は、契約が国家登記

された時点から発生する

（抵当法 10 条２項）。 

国家登記が義務付けられ

ている動産を目的物とす

る担保権は、当該財産の登

記機関で動産担保権を登

記した時点から発生する。

登記を義務付けられた担

保は登記の時、登記不要の

占有担保は担保目的物引

渡しの時、登記不要の非占

有担保は契約締結時（民法

328 条 5 項）。 

 

不動産担保:書面による担

保権設定契約、同設定契約

の公証及び国家登記(民法

328 条 2、3項)。 

動産担保: 書面による担

保権設定契約。主たる債務

契約が公証されている場

合は、動産担保権設定契約

も公証を要する(民法 328

条 2、3項)。 

→これに違反する契約は

無効(民法 328 条 4 項)。 

 

法律又は担保権設定契約

に基づいて発生する（民法

359 条 3 項）。 

担保物を担保権者に引き

渡す場合は、担保権設定契

約に別段の定めがない限

り、財産が引き渡された時

点から発生する(民法 370

条 1 項)。 

民法 362 条により、抵当権

設定契約、動産担保権設定

契約、権利担保権設定契約

で、公証を要する契約によ

り発生する債務を担保す

るものについては、公証を

しなければならない。 

動産担保権：書面による担

保権設定契約、同設定契約

の公証(民法 368 条 2、4項)

抵当権：書面による抵当権

設定契約、同設定契約の公

証および国家登記(民法

368 条 2、3、4項)。 

担保権設定契約締結時に

発生する。 

公証を要する場合は公証

人が公証した時、契約の登

記が義務づけられている

場合は契約の登記時、法律

又は契約により担保物の

占有を担保権者に移転し

なければならない場合は

担保物の引渡し時に発生

する。(民法 270 条) 

抵当権：書面による抵当権

設定契約、同設定契約の公

証及び国家登記(抵当法

12 条)。 

当事者間では担保権設定

契約締結時に発生する（民

法 176 条）。ただし、不動

産等では、第三者に主張す

るには担保権の登記が必

要である（民法 177 条）。 
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担保権の公証･

登記 

     ※６

抵当権設定契約の公証は、

当事者間の希望で行って

もよい（不動産抵当法 6

条 3項）。 

抵当権設定契約は、国家登

記しなければならない。国

家登記対象である法律行

為は、国家登記後、実施さ

れたものとみなされる（民

法 155 条、308 条、不動産

抵当法 6条 2項） 

登記は、司法省機関が行

う。 

動産担保登記法８条によ

り、動産担保を登記するこ

とで、当該担保財産に関す

る担保権者内における当

該担保権者の弁済順位（日

付）が、民法その他法令に

従って決定する。 

不動産を対象物とする担

保権設定契約は、公証と国

家登記をしなければなら

ない（民法 328 条 3 項）。

動産を目的物とする担保

権の場合、被担保債権の額

が 250 計算指数（25000 ソ

ム、550 ドル相当）以上で

あるときは、必ず公証と登

記をしなければならない。

 

不動産登記は、不動産所在

地の登記機関（国家登記

局）が行う。 

 

 

抵当権の設定は、不動産に

関する権利国家登記を行

う機関（司法省：2009 年

12 月 17 日現在）において

登記しなければならない

（民法 368 条 2-4 項、抵当

法 14 条）。 

抵当権設定契約（後順位抵

当権を含む）はこれを公証

し、登記しなければならな

い（抵当権法12条）。 

不動産に対する所有権、そ

の他の物権、これらの権利

の発生、移転、制限、停止

は国家登記をしなければ

ならない（民法 84 条）。 

担保権設定契約は、各々の

財産を目的とする取引の

登記につき定められた手

続に従い、登記されなけれ

ばならない。 

1997 年 6 月 2 日付内閣令

No.278 の 2 項により、不

動産及び不動産取引国家

登記（カダストル）の管理

は所在地の土地資源国家

登記局が行う。 

抵当権設定契約の公証は

義務ではない。 

 

不動産等では、担保権の設

定は、担保目的物を管轄す

る登記所に担保権の登記

をしなければ、第三者に対

抗することができない（民

法 177 条）。 

動産も登記が対抗要件と

なる場合がある。 

不動産登記は、当該不動産

の所在地を管轄する登記

所（法務省の地方支分部

局）が行う。 

担保設定の通知

    ※３ 

担保とされた権利の債務

者は、権利に担保権が設定

されたことについて通知

されなければならない。

（民法 303 条） 

 

金銭債権を目的として担

保権を設定する場合、担保

権設定者は、自己の債務者

へ通知する義務を負わな

い。但し、法令で別段の定

めがある場合はこの限り

でない。(担保法 52 条 1

項) 

担保権の目的物が、担保権

設定者が返済を受ける金

銭債務である場合、担保権

設定者は、法令に別段の定

めがない限り、当該債務の

債務者に、当該債務に担保

権が設定されたことを通

知する必要はない（動産担

保法 38 条）。 

 

権利を担保物とする場合、

担保権設定者は、自己の債

務者に、権利に対する担保

権の成立を通知しなけれ

ばならない（担保法 43 条

5 項）。 

（債権譲渡担保の場合）債

務者に通知をし、又は債務

者が承諾しなければ、債務

者その他の第三者に対抗

することができない（民法

467 条）。 

指名債権を質権の目的と

したときは、第三債務者に

質権の設定を通知し、又は

第三債務者がこれを承諾

しなければ、第三債務者そ

の他の第三者に対抗する

ことができない（民法 364

条）。 



 

12 

担保権の実行の

要件 

     ※７

債務者の責めに帰すべき

事情による債務不履行又

は不適切履行の場合(民法

317 条 1 項)。 

担保権者からの期限前被

担保債務履行請求の不履

行（＝担保法 56 条が定め

る原因に基づく担保権者

からの期限前弁済請求の

拒絶）等の債務者の債務不

履行又は不適切履行の場

合(民法 334 条 1 項、担保

法 55 条)。 

債務者の責めに帰すべき

事情による債務不履行又

は不適切履行の場合(民法

377 条 1 項)。 

債務者の責めに帰すべき

事情による債務不履行又

は不適切履行の場合(民法

279 条 1 項)。 

債務者の責めに帰すべき

事情による債務不履行の

場合。 

担保権の実行の

手続 

     ※８

裁判手続又は契約により

裁判外手続による(民法

318 条)。 

 

担保財産の換価は、公的な

競売による売却で行う(民

法 319 条 1 項)。 

競売には、担保権設定者及

び担保権者も含め、あらゆ

る法人及び個人が参加で

きる(民法 319 条 4 項)。 

 

契約に担保権実行を裁判

外手続で行う旨が規定さ

れている場合、担保権者は

裁判外手続で換価を行わ

なければならない（民法

318 条） 

担保法 58 条により、裁判

外手続又は裁判手続によ

り担保権を実行するには、

担保権者は、実行手続開始

通知書を作成し、これを債

務者に渡さなければなら

ない。 

民法 335 条１項により、裁

判所への申し立てせず担

保財産から担保権者債権

の満足を得ることは、担保

権者と担保権設定者間の

公証された合意による場

合、これが許容される。し

かし、キルギス共和国の法

令によれば、当初、裁判外

手続で実行することを取

り決めていても、実際に当

事者間で合意できない場

合には、裁判手続で解決す

ることが可能であること

を、指摘しておかねばなら

ない。 

裁判手続でも裁判外手続

でも可能である(民法 378

条 1 項)。 

法律に別段の定めがない

限り、裁判外手続による担

保権の実行は、担保権設定

契約か、裁判外手続による

担保権実行に関する条項

を含む合意書に基づき行

われる(民法 378 条 3 項)。

 

民法 378 条４項により、担

保権設定契約又は別途の

合意書で裁判外手続での

実行を取り決めていた場

合でも、債務者は、担保権

実行事由について争う訴

訟を裁判所に提起できる。

 

裁判手続き又は契約にそ

の旨の定めがある場合は

裁判外手続きにより、ある

いは、抵当権設定者との間

で抵当権実行事由の発生

後に締結して公証を受け

た合意書に基づき行われ

る（抵当法 37 条 1 項）。 

このような裁判外手続に

よる担保権実行の合意は、

いずれの当事者について

も、裁判所に提訴する権利

を奪わない。なぜなら憲法

（44 条）、経済訴訟法１条

において、司法による保護

が保障されているからで

ある。 

民事執行は、申立により、

裁判所又は執行官が行い

（民事執行法 2条）、不動

産を目的とする担保権の

実行は、担保不動産競売又

は担保不動産収益執行の

方法で行う（民事執行法

180 条）。 
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比較表２  «建物を目的とする担保の設定» 
  株式会社 Aは、銀行 Lより 3年間を期限として、年 12％の利息で、30、000米ドル相当の金員を借り入れた（消費貸借契約）。銀行 Lは、元
本及び利息の返還請求権を担保するため、株式会社 A所有の建物（本社ビル）に担保権を設定した(担保権設定契約)。 
 カザフスタン キルギス タジキスタン ウズベキスタン 日本 

設定できる担

保権の種類 

抵当権（民法 299 条１項、

不動産抵当法）。 

また、質権（民法 303 条）、

固定担保権の適用も可能

だが実際は使われない。 

抵当権（担保法 35 条 2 項） 抵当権（民法 359 条 2 項、

362 条 2 項） 

抵当権（民法 265 条 3 項、

抵当法 3条、57 条） 

抵当権（民法 369 条 1 項） 

なお、法制度上は質権（民

法 356 条～361 条）、譲渡

担保権や代物弁済予約の

仮登記等（仮登記担保契約

に関する法律）を利用する

ことも可能であるが、債権

者が銀行の場合は現実に

は利用しない。 

消費貸借契約

の当事者 

銀行Ｌ（債権者）と株式会

社Ａ（債務者） 

（民法 715 条） 

銀行Ｌ（債権者）と株式会

社Ａ（債務者） 

（民法 724 条、734 条） 

銀行Ｌ（債権者）と株式会

社Ａ（債務者） 

（民法 839 条） 

銀行Ｌ（債権者）と株式会

社Ａ（債務者） 

（民法 732 条、744 条） 

銀行Ｌ（債権者）と株式会

社Ａ（債務者） 

担保権設定契

約の当事者 

銀行Ｌ（担保権者）と株式

会社Ａ（担保権設定者） 

銀行Ｌ（担保権者）と株式

会社Ａ（担保権設定者） 

（担保法 3条） 

銀行Ｌ（担保権者）と株式

会社Ａ（担保権設定者） 

（民法 359 条） 

銀行Ｌ（担保権者）と株式

会社Ａ（担保権設定者） 

（抵当法 3条） 

銀行Ｌ（担保権者）と株式

会社Ａ（担保権設定者） 

本件建物の所有者が株式会社 Aの代表者 B個人であった場合 

消費貸借契約

の当事者 

銀行Ｌ（債権者）と株式会

社Ａ（債務者） 

（民法 715 条） 

銀行Ｌ（債権者）と株式会

社Ａ（債務者） 

（民法 724 条、734 条） 

銀行Ｌ（債権者）と株式会

社Ａ（債務者） 

（民法 839 条） 

銀行Ｌ（担保権者）と代表

者Ｂ個人（担保権設定者）

と株式会社Ａ（債務者）の

三者で契約 

銀行Ｌ（債権者）と株式会

社Ａ（債務者） 

担保権設定契

約の当事者 

    ※９

銀行Ｌ（担保権者）と代表

者Ｂ個人（担保権設定者）

と株式会社Ａ（債務者）の

三者で契約 （不動産抵当

法６条） 

 

 

銀行Ｌ（担保権者）と代表

者Ｂ個人（担保権設定者）

（担保法 3条） 

 

キルギス共和国の法令は、

三者で担保権設定契約を

締結することを義務付け

銀行Ｌ（担保権者）と代表

者Ｂ個人（担保権設定者）

（民法 359 条） 

 

 

銀行 L（担保権者）と代表

者 B個人（物上保証人）と

株式会社 A（債務者）。 

 

この場合に、三者契約を締

結する義務は、民法 271

条、抵当法９条、公証役場

銀行Ｌ（担保権者）と代表

者Ｂ個人（担保権設定者） 
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てはいないが、実務では、

通常、債権者、借主、担保

権設定者の三者で契約を

締結している。 

法 44 条が定めている。 

担保権設定契

約の効力発生

時 

不動産担保設定契約は、そ

の国家登記の時点から発

効する（民法 118 条、308

条）。抵当権設定契約は国

家登記をしなければなら

ない（不動産抵当法６条）。

国家登記が義務付けられ

ている担保権設定契約は、

国家登記の時点から発効

する（民法 328 条、担保法

10 条）。 

 

国家登記対象である契約

は、法律に別段の定めがな

い限り、登記の時点より締

結されたものとみなされ

る（民法 465 条 3 項）。 

国家登記の時（民法 84 条、

111 条、366 条、抵当法 12

条 2 項、担保法 11 条） 

 

当事者間では契約締結時

（民法 176 条）。ただし、

第三者に主張するには担

保権の登記が必要（民法

177 条）。 

目的物の占有

者 

株式会社Ａ（民法 303 条）。 株式会社Ａ（担保法 35 条

2 項） 

株式会社Ａ（民法 362 条、

367 条１項、抵当法 2条）

株式会社Ａ（民法 269 条 1

項、抵当法 4条 2項） 

株式会社Ａ（民法 369 条 1

項） 

土地の私有 認められている。 認められている。 認められていない。 認められていない。 認められている。 

敷地に対する

権利 

    ※10

敷地に対する権利は、建造

物に対する権利と不可分

であるるため、建物や施設

に対する抵当権の設定は、

敷地に対する権利に対し

ても、同一の契約で同時に

抵当権を設定する場合の

み許容される（民法 309

条） 

 

不動産権利及び取引登記

法 25 条により、文書の国

家登記の申請において、不

受理となる事由の１つと

して、文書の形式、内容が

カザフスタン共和国の法

令に合致しない場合とい

うものがある。したがっ

て、契約に担保物の敷地に

対する権利に関する記述

がない場合、これは上記の

担保権は、担保物である建

物が占める土地及び建物

の使用に必要な土地部分

に及ぶ。この場合、それ以

外の土地には担保権は及

ばない（民法 327 条 3項 2

号）。 

 

担保権設定契約に敷地に

対する権利に関する記載

がない場合、登記機関は不

動産担保権設定契約の登

記申請を受理しない。 

建物や施設に対する抵当

権の設定は、その敷地若し

くは担保物の機能を確保

するのに必要な土地の部

分、又はこのような敷地若

しくは土地部分対して担

保権設定者が持つ賃借権

にも、同一の契約で同時に

抵当権を設定する場合の

み許容される（抵当法 45

条 2 項）。 

 

 

建物や施設に対する抵当

権の設定は、その敷地若し

くは担保物の機能を確保

するのに必要な土地の部

分、又はこのような敷地若

しくは土地部分対して担

保権設定者が持つ賃借権

にも、同一の契約で同時に

抵当権を設定する場合の

み許容される（民法 272

条 4 項、抵当法 57 条） 

 

抵当権設定契約に、抵当物

の敷地に関する規定が含

まれない場合、このような

契約は、公証を受けられ

ず、公証されなければ国家

登記はできない。しかし、

公証された場合を仮定す

るなら、当該状況（土地に

関する記載が契約にない

建物のみを担保の目的物

とすることは可能（民法

370 条）。 

なお、土地・建物が同一の

所有者に属しているので

あれば、抵当権の実行によ

り、土地と建物の所有者が

異なることとなっても、そ

の建物について、地上権が

設定されたものと見なさ

れる（法定地上権：民法

388 条）。 
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民法規定の違反になるの

で、登記の際には申請不受

理の事由になる。 

こと）は、民法 116 条によ

り法律行為の無効認定の

事由となる。 

目的物の第三

者への売却 

    ※11

法令又は契約に別段の定

めがなく、担保権の内容か

ら別段の取扱いが必要で

ない限り、担保権設定者

は、担保権者の同意がある

場合のみ、担保物を他者の

所有、経営管理、運用管理

に譲渡し、賃貸し、無償で

使用させ、又は他の方法で

処分できる（民法 315 条）。

契約に別段の定めがない

限り、担保権設定者は、担

保権者の同意がある場合

のみ、担保物を譲渡できる

（民法 332 条 2 項、担保法

15 条）。 

契約に別段の定めがなく、

担保権の内容から別段の

取扱いが必要でない限り、

担保権設定者は、担保権者

の同意がある場合のみ、担

保物を譲渡し、賃貸し、他

者に無償で使用させ、又は

他の方法で処分できる（抵

当法 23 条１項）。 

法令又は契約に別段の定

めがなく、担保権の内容か

ら別段の取扱いが必要で

ない限り、担保権設定者

は、担保権者の同意がある

場合のみ、担保物を譲渡

し、賃貸し、他者に無償で

使用させ、又は他の方法で

処分できる。担保権者は、

担保権設定者及び財産を

購入しようとする第三者

に対し、譲渡契約を締結す

るための条件を指定する

権利を持つ。 

法律上の制限はない。ただ

し、実務においては、担保

権設定契約において告知

義務を明記するのが通常

である。 

後順位担保権

の設定 

    ※12

後順位担保権の設定は、先

順位の担保権設定契約が

これを禁じていない場合、

許容される。この際、担保

権設定者は、各後順位担保

権者に、当該財産について

いる全ての担保権を通知

する義務を負い、この義務

を怠ったために担保権者

が被った損害について責

任を負う（民法 311 条） 

しかし、実務では、先順位

担保権者も後順位担保権

者も担保リスクを負うこ

とを望まないため、後順位

担保権の設定はあまり行

われていない。 

後順位担保権の設定は、先

順位の担保権設定契約が

これを禁じていない場合、

許容される（民法 329 条）。

後順位担保権の設定は、先

順位担保権の担保権設定

契約がこれを禁じていな

い限り、許容される。（民

法 371 条 2 項） 

後順位担保権の設定は、民

法 273 条、担保法 15 条、

抵当法 29 条が規定する要

件が遵守される限り、許容

される。 

抵当権設定契約は、後順位

抵当権者がこのような禁

止について知っていたか

否かにかかわらず、先順位

抵当権者の訴えにもとづ

き、裁判所により無効認定

される。 

後順位抵当権の設定が禁

止されていない場合でも、

先順位抵当権設定契約が

規定する後順位抵当権設

定の要件に違反してこれ

法律上の制限はない。 
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が締結された場合は、後順

位抵当権者の債権は、先順

位抵当権設定契約の要件

に従った範囲で満足を受

ける。 

抵当法 29 条 3 項、４項の

規定は、先順位抵当権設定

契約と後順位抵当権設定

契約の当事者が同じであ

る場合は適用しない。 

第三者に対す

る公示 

    ※13

不動産に対する権利、不動

産に関する法律行為の国

家登記は公開されている

（民法 118 条）。登記機関

は、誰に対しても、行われ

た登記及び登記された権

利に関する情報を提供し

なければならない。 

第三者は、債権者に対し、

住民サービスセンターが

発行する財産担保負担証

明書を請求できる。 

 

権利登記簿情報提供規則

（2007年 8月 24日付司法

大臣令 No.239 により承

認）により、この情報は１

営業日以内に提供される。

この期間は、申請が出され

た翌営業日から起算する。

不動産権利・取引国家登記

に関する情報は無償で提

供される。 

誰でも、不動産権利国家登

記法が定める手続により、

不動産権利統一国家登記

簿から情報を入手するこ

とができる（担保法 22 条

2 項）。 

 

担保権の存否に関する情

報提供の手数料は、３日で

提供する場合は 60 ソム、

１日の場合は 100 ソム。 

登記。国家登記機関は、任

意の者（利害関係者）に必

要な情報を提供しなけれ

ばならないが、この際、具

体的な不動産物件に対す

る権利及び権利の制限（負

担）で、その時点で実際に

存在するものについての

み情報提供する。このよう

な情報は、登記簿謄本の形

で提供される（不動産及び

対不動産権利国家登記法

29 条１項、民法 143 条）。

 

法令に従い国家手数料を

支払えば、統一国家登記簿

謄本を入手できる。 

誰でも、登記機関におい

て、抵当権の登記に関する

情報や、登記簿謄本を得る

権利を持つ（抵当法 13

条）。 

 

この情報は無償で提供さ

れる。 

登記。誰でも、登記官に対

し、登記事項証明書等の交

付を請求できる（不動産登

記法 119 条）。 

手数料は、登記事項証明書

の場合は 1,000 円、登記事

項要約書の場合は 500 円

（登記手数料令 2条）。 

法律上の規定はないが、通

常は即日交付される。 
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比較表３  «工場の機械を目的とする担保の設定» 
  株式会社 Aは、銀行 Lより 3年間を期限として、年 12％の利息で、30、000米ドル相当の金員を借り入れた（消費貸借契約）。銀行 Lは、元
本及び利息の返還請求権を担保するため、株式会社 A所有の工場内にある機械に担保権を設定した(担保権設定契約)。 
 カザフスタン キルギス タジキスタン ウズベキスタン 日本 

設定できる担

保権の種類 

抵当権。 

目的物が担保権者に引き

渡せるものであれば質権、

目的物を担保権設定者の

占有下に残す場合は、担保

権者がこれに施錠、封印を

ほどこした上で、固定担保

権を設定することも可能。

（民法 303 条）。 

「担保物を担保権設定者

の元に残す担保権」（民法

325条２項、担保法 30条
１項） 

動産担保権（動産担保法 4

条） 

民法上は質権の適用もあ

るが、動産担保法 28 条に

より、この場合には適さな

い。 

動産担保権（民法 267 条、

担保法 5条、36 条） 

 

 

動産譲渡担保権（民法 178

条、動産及び債権の譲渡の

対抗要件に関する民法の

特例等に関する法律 3

条）。 

なお、動産質権（民法 352

条～355 条）もあるが、占

有の移転が必要なため、こ

の場合は適さない。 

消費貸借契約

の当事者 

銀行Ｌ（債権者）と株式

会社Ａ（債務者）。 

銀行Ｌ（債権者）と株式会

社Ａ（債務者） 

（民法 724 条、734 条） 

銀行Ｌ（債権者）と株式会

社Ａ（債務者） 

（民法 839 条） 

銀行Ｌ（債権者）と株式会

社Ａ（債務者） 

銀行Ｌ（債権者）と株式会

社Ａ（債務者） 

担保権設定契

約の当事者 

銀行Ｌ（担保権者）と株式

会社Ａ（担保権設定者）。

銀行Ｌ（担保権者）と株式

会社Ａ（担保権設定者） 

（担保法 3条） 

銀行Ｌ（担保権者）と株式

会社Ａ（担保権設定者） 

（民法 359 条） 

銀行Ｌ（担保権者）と株式

会社Ａ（担保権設定者） 

銀行Ｌ（担保権者）と株式

会社Ａ（担保権設定者） 

本件機械の所有者が株式会社 Aの代表者 B個人であった場合 

消費貸借契約

の当事者 

銀行Ｌ（債権者）と株式会

社Ａ（債務者）。 

銀行Ｌ（債権者）と株式会

社Ａ（債務者） 

（民法 724 条、734 条） 

銀行Ｌ（債権者）と株式会

社Ａ（債務者） 

（民法 839 条） 

銀行Ｌ（債権者）と株式会

社Ａ（債務者） 

銀行Ｌ（債権者）と株式会

社Ａ（債務者） 

担保権設定契

約の当事者 

銀行Ｌ（担保権者）と代表

者Ｂ個人（担保権設定者）

と株式会社Ａ（債務者）の

三者でも銀行Ｌ（担保権

者）と代表者Ｂ個人（担保

権設定者）の二者でもよい

（民法 305 条） 

 

※財産所有者の合意にも

銀行Ｌ（担保権者）と代表

者Ｂ個人（担保権設定者）

（担保法 3条） 

 

キルギス共和国の法令は、

三者で担保権設定契約を

締結することを義務付け

てはいないが、実務では、

通常、債権者、借主、担保

銀行Ｌ（担保権者）と代表

者Ｂ個人（担保権設定者）

（民法 359 条） 

 

 

銀行Ｌ（担保権者）と株式

会社Ａと代表者 B個人(物

上保証人)（担保権設定者）

（担保法 8条） 

または 

銀行Ｌ（担保権者）とＢ個

人 

 

ただし、特則がある動産

銀行Ｌ（担保権者）と代表

者Ｂ個人（担保権設定者） 
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とづきこの財産について

経営管理権を持つ株式会

社Ａが、担保権設定者にな

ることもできる（民法 305

条）。 

権設定者の三者で契約を

締結している。 

（自動車など）について

は、契約は、銀行（担保権

者）、株式会社（債務者）、

自動車の持ち主である自

然人 B の三者間で締結さ

れなければならないとい

う点は、考慮する必要があ

る。 

担保権設定契

約の効力発生

時 

当事者間では、契約締結時

（民法 310 条）。 

 

任意で国家登記をするこ

ともできる。 

 

動産担保登記法８条によ

り、動産担保を登記するこ

とで、当該担保財産に関す

る担保権者内における当

該担保権者の弁済順位（日

付）が、民法その他法令に

従って決定する。 

 国家登記が義務付けら

れている動産を目的物と

する担保権は、当該財産の

登記機関で動産担保権を

登記した時点から発生す

る。ただし、担保権設定契

約（又は担保権に関する条

項を含むその他の契約）が

これより遅い発生時期を

定めている場合は、この限

りではない。 

 

動産担保権登記法４条に

民法 328 条、担保法 10 条

により、国家登記が義務付

けられている担保権設定

契約は、国家登記の時点か

ら発効する。 

国家登記が義務付けられ

ていない担保権設定契約

は、締結の時点から発効す

る。 

被担保債務額が 250 計算

指数（約 550 ドル）を超え

る場合、動産を目的物とす

る担保権設定契約は必ず

登記しなければならず、し

たがって、登記の時点から

発効する（機械、設備な

ど）。 

民法 457 条により、契約

は、その締結時点より発効

し、当事者に対し拘束力を

持つようになる。民法 465

条 3 項により、国家登記対

象である契約は、法律に別

段の定めがない限り、登記

の時点より締結されたも

のとみなされる。 

 

当事者間では、契約締結時

（民法 357 条）。 

当事者間でこの法律行為

を公正証書で締結するこ

とで合意している場合は、

公証の時（担保法 11 条）。

 

当事者間では契約締結時

（民法 176 条）。ただし、

第三者に主張するには引

渡し（占有改定）又は譲渡

の登記が必要（動産及び債

権の譲渡の対抗要件に関

する民法の特例等に関す

る法律 3条、民法 178 条）。 
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より、担保権の設定につい

て必ず国家登記をしなけ

ればならない財産、所有

権、その他の権利の種類に

ついては、法令がこれを定

める。 

目的物の占有

者 

抵当権の場合は株式会社

Ａ 

質権の場合は銀行Ｌ 

固定担保権の場合は銀行

Ｌが施錠、封印した目的物

を株式会社Ａが占有する

（民法 303 条） 

株式会社Ａ 株式会社Ａ。動産及び民事

取引禁止物ではない物品

は、当事者間の合意によ

り、担保物を担保権設定者

の元に残す形での担保権

の対象物とすることがで

きる。（動産担保法 34 条１

項）。 

銀行 L。質権とは、担保権

設定者が担保財産を担保

権者の占有に引き渡す担

保権の種類である（民法

362 条）。 

株式会社Ａ（民法 269 条 1

項） 

株式会社Ａ（動産及び債権

の譲渡の対抗要件に関す

る民法の特例等に関する

法律 3条） 

目的物の第三

者への売却 

    ※14

法令又は契約に別段の定

めがなく、担保権の内容か

ら別段の取扱いが必要で

ない限り、担保権設定者

は、担保権者の同意がある

場合のみ、担保物を他者の

所有、経営管理、運用管理

に譲渡し、賃貸し、無償で

使用させ、あるいは他の方

法で処分できる（民法 315

条）。 

担保権者の書面による同

意及び担保権設定契約若

しくは担保権設定契約と

同時に締結した「担保権者

債権の裁判外手続による

満足に関する合意書」又は

担保権設定者と担保権者

が後に締結した合意書に

明文で認められていれば

可能（担保法 15 条１項）。

法令又は契約に別段の定

めがなく、担保権の内容か

ら別段の取扱いが必要で

ない限り、担保権設定者

は、担保権者の書面による

合意がある場合のみ、売

買、贈与、交換、商事組合、

商事会社、協同組合への出

資、その他の形で担保物を

処分できる。（動産担保法

16 条１項）。 

 

法令又は契約に別段の定

めがなく、担保権の内容か

ら別段の取扱いが必要で

ない限り、担保権設定者

は、担保権者の同意がある

場合のみ、担保物を譲渡

し、賃貸し、他者に無償で

使用させ、又は他の方法で

処分できる。担保権者は、

担保権設定者及び財産を

購入しようとする第三者

に対し、譲渡契約を締結す

るための条件を指定する

権利を持つ。 

現所有者は銀行Ｌとなる

ので、株式会社Ａが第三者

に売却することはできな

い。 

第三者に対す 動産担保権の登記は任意 誰でも、法令が定める手数 登記。 機械を目的物とする担保 引渡し（占有改定）又は登
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る公示 であるが、登記されている

場合、動産担保権の登記に

関する情報は、法令に別段

の定めがない限り、全ての

法人、個人に公開されてい

る。誰に対しても、登記機

関は動産担保登記簿謄本

の形で情報を提供しなけ

ればならない（動産担保権

登記法 18 条）。 

動産担保に関して登記簿

に情報がない場合は、当事

者へ照会する。 

料を払って、動産担保につ

いての統一国家登記簿か

ら情報を入手できる（担保

法 22 条１項）。 

統一国家登記簿に記載さ

れる情報は公開されてい

る。誰でも／利害関係人

は、国家手数料を払った上

で、登記簿謄本を入手でき

る。（動産担保法 27 条／民

法 368 条）。 

権設定契約は国家登記の

対象ではないので、機械に

担保権が設定されている

か否かについては、担保権

設定者本人に聞くしかな

い。 

 

記。誰でも、登記官に対し、

登記事項概要証明書等の

交付を請求できる（動産及

び債権の譲渡の対抗要件

に関する民法の特例等に

関する法律 11 条）。 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本側のコメント 
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○比較表に対する日本側コメント 
 

※１ 中央アジアには，先取特権について，日本のように法律上の定義規定はない。

しかし，法が定める船主に対する第三者のある種の債権が船舶によって担保さ

れる海事担保権（カザフ商業航海法第 203 条から第 207 条まで），買主に商品を

引き渡してから商品代金全額が支払われるまでの信用販売された商品に対する

売主の担保権（ウズベク民法第 421 条第 7 項）等，日本の先取特権に分類され

るような法律による特別な優先弁済権は存在する。 

※２ 日本では「譲渡担保」として担保権設定者から担保権者に所有権を移転させ

る形式を取る場合があるが，中央アジアでは，「所有権」が誰にあるかではなく，

誰が「占有」するのかのみに注目して担保を分類しているようである。 

※３ 金銭債権を担保に供した場合，キルギス及びタジキスタンについては，第三

債務者への通知が義務ではないことが，法律に明記されている。債務者をどの

ように二重払いの危険から保護するのかも含めて，興味深いところであった。 

※４ “poruchiteljstvo”“garantiya”という言葉について，同じ言葉でも国に

よって意味が違うので，注意が必要である。“garantiya”について，カザフス

タンは主体に関係なく連帯保証を指し，キルギスは“poruchiteljstvo”と同義

で用い，タジキスタン及びウズベキスタンは銀行その他の金融・保険機関によ

る保証を指す。なお，キルギスは，銀行その他の金融・保険機関による保証を

特に“bankovskaya garantiya”という。 

※５ タジキスタン及びウズベキスタンは，担保目的物の評価額が担保権設定契約

の法定記載事項となっている。なお，担保権の実行の段階で，当事者の請求に

よって再度評価をすることもある。かかる制度は，実行時における最低価格を

当事者間の契約により決定する点で特徴的であり，当事者が定めた評価額につ

いて，実勢価格との乖離がある場合や，当事者間で争いが生じた場合の解決方

法も含めて，興味深いところであった。 

※６ 公証役場で公証した後，登記を行う機関で登記も行わなければならない国に

おいても，公証を経なくても直接登記機関に登記の申請ができるようにする動

きもあるようである。 

※７ 各国に担保の実行を猶予する制度があるので，実際に実行できるかどうかを

見極める必要がある。 

※８ 裁判外手続で行う旨の合意について，各国でその拘束力に違いがあるようで

ある。 
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※９ カザフスタンのみは法律に三者契約と明記されており，ウズベキスタンも法

律上三者契約が義務づけられているとのことである。キルギスは解釈として三

者契約としているようである。 

※10 建物に担保を設定する場合，その敷地部分については，キルギスのみが担保

権が敷地にも及ぶとして，他の国は同一の契約で同時に担保権の設定をしなけ

ればならないとしているが，結果としては同じことのようである。 

※11 担保の目的物を第三者に売却するためには，担保権設定契約に別段の定めが

なく，担保権者の同意があることが必要であり，それらが満たされていない場

合には担保権者との関係で契約が無効となるので，取得者としては注意が必要

である。 

※12 後順位の担保権を設定するためには，先順位の担保権設定契約がこれを禁じ

ていないことが必要であり，それが満たされていない場合には，先順位担保権

者との関係で契約が無効となるので，後順位担保権の設定を受ける側としては

注意が必要である。中央アジアには，日本の根抵当権のように将来にわたって

継続的に発生する債権について予め一括して担保権を設定する制度がないため，

追加で融資をする際には，改めて担保権設定契約を締結し，その登記をしなけ

ればならない。その間に後順位の登記がされてしまうと，第一順位の担保権が

消滅した後，新たな担保権の登記は第三順位以降でしなければならない可能性

がある。そのような事態を防ぐために担保権者の異なる後順位担保権の設定が

制限されているのではないかと推察される。 

※13 いずれの国においても情報提供を受けるのに利害関係は不要とのことであっ

た。 

※14 担保の目的物を第三者に売却するためには，担保権設定契約に別段の定めが

なく，担保権者の同意があることが必要であり，それらが満たされていない場

合には担保権者との関係で契約が無効となる。中央アジアには，外観を信頼し

て取引をした第三者を保護する制度（日本法でいう即時取得の制度）がないの

で，取得者としては注意が必要である。特に，ウズベキスタンについては，動

産担保に関する登記制度がないので，担保に供されているかの否かの確認は慎

重にしなければならない。ただし，この比較表 3 は工場の機械の例であるが，

自動車であれば，ウズベキスタンにおいても登記が義務となっている。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各国の契約書ひな形 
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○カザフスタン共和国民法 

第 116 条 民事上の権利の客体の取引可能性 

１ 民事上の権利の客体は、取引が禁止又は制限されていない限り、包括的権利承継（相

続、法人の組織変更）その他の手段により、ある者から他の者へ自由に譲渡し、又は

移転することができる。 

２ 譲渡が禁止される物品（取引禁止物）の種類は、法令で明示しなければならない。 

３ 取引の一定の当事者にのみ帰属させることができる物品又はその取得若しくは譲渡

が特別の許可に基づき認められる物品（取引制限物）の種類は、法令により定める。 

４ 属人的非財産利益及び権利は、法律で定める場合を除き、譲渡及び移転はできない。 

第 118 条 不動産の国家登記 

１ 不動産に対する所有権及びその他の権利、これら権利の制限、発生、移転及び消滅

は、国家登記を必要とする。 

２ 所有権、経営管理権、運用管理権、一年を越える土地使用権、一年を越える使用権、

不動産担保権、不動産に対する定期金負担、信託管理権は、国家登記の時点をもって

発生する。 

３ 不動産取引は、本法第 4章の規定を遵守の上、国家登記をしなければならない。 

４ 不動産権利及び取引の国家登記を行う機関は、登記された権利及び取引に関する文

書を交付することにより、又は登記のために提出された文書に相応の記載をすること

により、権利者の要請に基づき、登記が行われたことを証明しなければならない。 

５ 不動産権利及び取引の国家登記は公開される。登記機関は、行われた登記及び登記

された権利に関する情報を、あらゆる者に対し提供しなければならない。 

６ 不動産権利及び取引の国家登記の拒否又は根拠のない登記の拒否は、裁判所にこれ

を提訴することができる。 

７ 国家登記手続及び登記拒否事由に関する規定は、本法及び不動産権利及び取引登記

に関するカザフスタン共和国法に基づき定める。 

第 155 条 法律行為の登記 

１ 法令により国家登記又はその他の登記が義務づけられている法律行為は、法令に別

段の定めがない限り、その登記をもってなされたものとみなされる。 

  登記の拒否は、書面にてこれを行い、この際、満たされていない法定要件を必ず記

載しなければならない。 

２ 法律行為の一方の当事者が法律行為に対する権利の国家登記を行おうとしない場合、

裁判所は、他方の当事者の請求に基づき、権利を登記する旨の決定を出すことができ

る。この場合、権利は裁判所決定に基づき登記される。 
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第 292 条 債務履行担保手段 

１ 債務の履行は、違約罰、担保権、留置権、保証、連帯保証、手付その他法令又は契

約の定める方法をもってこれを担保することができる。 

 有価証券に関する債務履行担保手段は、証券市場活動を規定するカザフスタン共和

国法令が規定する。 

２ 債務弁済の担保に関する約定が無効となっても、当該債務（主たる債務）は無効と

ならない。 

３ 主たる債務が無効となった場合は、その弁済を担保する債務も無効となる。 

第 293 条 違約罰の概念 

 違約罰（違約金、遅延利息）とは、法令又は契約に定める金額であって、債務の不

履行又は履行遅延等の不適切な履行があったときに、債務者が債権者に支払わなけれ

ばならないものをいう。違約罰の支払いを請求するときは、債権者は、損害を受けた

ことを証明する義務を負わない。 

第 294 条 違約罰に関する合意の形式 

 違約罰に関する合意は、主たる債務の形態に関わらず、書面にてこれを締結しなけ

ればならない。 

 書面による合意形式が遵守されない場合、違約罰に関する合意は、無効である。 

第 295 条 法定違約罰 

１ 債権者は、当事者間の約定により違約金の支払義務が定められているか否かにかか

わらず、法律に定める違約罰（法定違約罰）の支払いを請求することができる。 

２ 法定違約罰は、当事者間の約定により増額することができる。ただし、法律が増額

を禁じているときは、この限りでない。 

第 296 条 違約罰の額 

 違約罰の額は、一定の金額又は履行されなかった若しくは不適切に履行された債務

の額に対するパーセンテージで定められる。 

第 297 条 違約罰の減額 

 支払われるべき違約罰（違約金、遅延利息）が、債権者の損害に比して著しく多額

である場合、裁判所は、債務者による債務履行の程度及び債務者と債権者の利害を勘

案し、違約罰（違約金、遅延利息）を減額することができる。 

第 298 条 違約罰徴収の事由 

 違約罰は、債務違反について債務者の責任を問うべき要件（本法第 359 条）が存在

する場合に、債務の不履行又は不適切履行に対して徴収される。 

第 299 条 担保権の概念 
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１ 担保権とは、債務者が債務を履行しない場合に、債権者（担保権者）が、担保物の

権利者（担保権設定者）に対し債権を有する他の者に優先し、当該財産の価値から満

足を得る権利を持つ債務履行担保手段である。ただし、法律に別段の定めがあるとき

は、この限りでない。 

  担保権者は、同様の原則に基づき、保険金受取人が誰であるかにかかわらず、担保

物の滅失又は毀損に対し支払われる保険金から満足を得る権利を有する。ただし、担

保権者の責めに帰すべき事由によって滅失又は破損が生じたときは、この限りでない。 

２ 企業、建造物、施設、住戸、土地に対する権利、その他不動産を担保物とする担保

権（抵当権）は、カザフスタン共和国不動産抵当法が規定する。本法が定める担保権

の通則は、カザフスタン共和国抵当法に別段の定めがない限り、抵当権についても適

用する。 

３ 国家登記対象である航空機、海洋船舶、国内水運用船舶、河川・海洋両用船舶を目

的物とする担保権（船舶抵当権）は、カザフスタン共和国不動産抵当法が規定する。

本法が定める担保権の通則は、カザフスタン共和国抵当法に別段の定めがない限り、

船舶抵当権についても適用する。 

  本項第１段の要件は、造船中の海洋船舶、国内水運用船舶、河川・海洋両用船舶に

も適用する。 

第 300 条 担保権の発生原因 

１ 担保権は契約に基づいて発生する。また、担保権は、いかなる財産がいなかる債務

の履行担保として担保物となっているとみなされるかが法令に規定されている場合、

それに指定される状況が到来した際に法令に基づき発生する。 

２ 本法の約定担保権に関する規定は、法定担保権にも適用する。ただし、法令に別段

の定めがある場合は、この限りではない。 

第 301 条 担保目的物 

１ 物及び財産権（債権）を含むあらゆる財産は、担保目的物とすることができる。た

だし、取引禁止物（本法第 116 条第２項）、扶養料請求権、生命健康損害の賠償請求権

等の一身専属債権、その他法令により他者への譲渡が禁じられる権利を除く。 

２ 担保権は、契約により、将来において担保権設定者の所有下又は経営管理権下に入

る財産に設定することができる。 

３ 強制執行が禁じられる市民の財産等、特定の種類の財産に対する担保権の設定は、

法令によりこれを禁止又は制限することができる。 

４ （削除） 

５ （削除） 
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第 302 条 被担保債権 

１ 担保権は、元本、利息、履行遅滞による損害の賠償、違約罰（違約金、遅延利息）、

担保物の管理に担保権者が支出した費用及び取立費用の賠償を含め、実際の弁済時に

おける債権額を保証する。ただし、契約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 担保権は、将来において発生する債権に関して設定することができる。ただし、当

事者間でこのような被担保債権の額についてあらかじめ合意しておくことを条件とす

る。 

第 303 条 担保権の種類 

１ 抵当権 ― 担保財産が担保権設定者又は第三者の占有及び使用下に残る担保権の種

類である。 

  抵当目的物にできるのは、企業、構造物、建造物、施設、集合住宅内住戸、運輸手

段、宇宙物体、流動動産、その他の取引が禁止されていない財産である。 

  分離可能な果実は、それが分離の時点から第三者の権利の対象とならない場合のみ、

抵当目的物とすることができる。企業、構造物、建造物、施設、集合住宅内住戸、車

両、宇宙物体に対する抵当権は、これら対象物の登記を行う機関において登記されな

ければならない。 

２ 質権 ― 担保財産が担保権設定者により担保権者の占有に引き渡される担保権の種

類である。 

  担保権者の同意に基づき、担保物は、これに施錠、封印をし、担保権設定者の元に

残すことができる。担保物は、担保物であることを証する標示を施し、これを担保権

設定者が留置することができる（固定担保）。 

３ 権利担保権における担保物は、譲渡可能な財産権、つまり、企業、構造物、建造物、

施設の賃借権、商事組合財産の持分に対する権利、貸金債権、著作者、発明者の権利、

その他の財産権である。 

  土地に対する権利及び他の天然資源に対する権利への担保権の設定は、土地関連法

令及び他の天然資源に関する法令が定める範囲、条件の枠内で許容される。 

  期限のついた権利は、その有効期限内のみ担保物とすることができる。 

  担保物となった権利の債務者は、担保権が設定されたことについて通知されなけれ

ばならない。 

  担保物となる権利が文書により証明されるものである場合、担保権設定契約は、権

利付与文書の引渡の形で手続することができる。 

４ 有価証券への担保権の設定は、証券市場に関する法令に従って行われる。 

５ 抵当権設定契約に別段の定めがない限り、担保に供された金銭は、銀行に預ける。 
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  この金銭につく利息は、担保権設定者のものである。 

  金銭は、担保権者又はその他の者が当該金銭を使用できないようにした上で（銀行

の金庫、セーフティボックス、保管庫に入れる）、これらの者に引き渡すことができる。

これらの者が担保物である金銭の使用制限を遵守しなかった場合は、これを事由とし、

金銭引渡しの時点を起点として不当利得責任が発生する。 

第 304 条 共同所有財産への担保権設定 

 共同所有物である財産は、全ての所有者の合意がある場合のみ、担保に供すること

ができる。共同所有財産における持分に対する権利は、独立した担保物とすることが

できる。 

第 305 条 担保権設定者 

１ 担保権設定者には、債務者本人も、第三者もなることができる。 

２ 物に対して担保権を設定できるのは、その所有者か、所有者の合意を得た経営管理

権者である。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。 

３ 権利に対して担保権を設定できるのは、担保物となる権利の権利者である。賃借権

など他者の物に対する権利への担保権の設定は、その物の所有者又は経営管理権者の

合意なしで当該の権利を譲渡することが法令で禁じられている場合は、これらの者の

合意なしでは許容されない。 

第 306 条 担保財産の保険 

１ 契約又は法令により、担保権者に、その占有下に移された担保物に保険をかける義

務を課すことができる。 

  担保権設定者が使用を続けている担保財産については、これに保険をかける義務は

担保権設定者に課せられる。 

２ 保険事故が発生した際、担保物の保険契約に基づく請求権が担保権設定者に発生す

るのは、担保権者がこの請求権を行使しない場合のみである。 

  保険金額が被担保債権額を上回る場合、担保権者は、保険金額を受領した時点より

３銀行営業日内に、差額を担保権設定者に送金しなければならない。 

第 307 条 担保権設定契約の内容及び形式 

１ 担保権設定契約には、担保物とその評価額、被担保債務の内容、額及び履行期が記

載されていなければならない。また、契約には、担保財産をどちらの当事者の占有下

に置くかの指示と、担保物使用の可否の指示が含まれなければならない。 

２ 担保権設定契約は、書面により締結されなければならない。 

３ 本条第１項、第２項の規定が遵守されない場合、担保権設定契約は無効である。 

第 308 条 担保権の登記 
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１ 国家登記が義務づけられている財産への担保権の設定は、当該財産の登記を行う機

関において登記されなければならない。 

２ 登記機関は、担保権登記簿を管理し、担保権者の権利を保護するための措置をとり、

担保権者の同意なく担保財産が譲渡されることを許してはならない。 

  被担保債権の性質及び内容に変更があった場合は、付記登記を行う。ただし、銀行

の消費貸借契約について、当事者間で利息の額又は計算方法の変更が可能であると取

り決めている場合、及びこれに関連する行為又は償却期間の変更を含めた返済スケジ

ュールの変更を可能としている場合は、この限りでない。 

  担保財産の所有権が他者に移行する場合、登記簿には新たな所有者への担保移行の

記載を行う。 

３ 被担保債務を履行した担保権設定者は、登記簿の担保権に関する記載の無効化を請

求できる。担保権設定者の請求に基づき、担保権者は、登記機関に必要書類と申請書

を提出しなければならない。担保権者がこの義務を履行しない場合又は履行遅滞があ

った場合、担保権設定者は、これにより発生した損害の賠償を請求できる。 

第 309 条 担保権者の権利が及ぶ財産 

１ 担保目的物に対する担保権者の権利（担保権）は、その従物及び不可分な果実に及

ぶ。ただし、契約又は法令に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

  契約で定める場合、担保権の効力は、担保物を使用して得られた分離可能な果実、

生産物及び収益に及ぶ。 

２ 企業その他の財団全体に対して抵当権を設定する場合は、担保権は、その構成に含

まれる動産及び不動産の全部並びに債権及び排他的権利に及び、これは抵当権設定期

間中に取得したものを含む。ただし、法律又は契約に別段の定めがあるときは、この

限りでない。 

３ 建造物又は施設を目的とする抵当権は、当該建造物若しくは施設が定着する土地又

は定着物の機能を確保する土地の一部に対し担保権設定者が有する権利を同一の契約

により抵当権の目的とした場合に限り、これを認める。 

第 310 条 担保権の発生 

１ 担保権設定契約に別段の定めがない限り、担保権の発生時点は、担保財産が担保権

登記を必要とするものである場合は契約の登記時点、それ以外の財産については財産

を担保権者に引き渡した時点、担保財産を引き渡さない場合は担保権設定契約の締結

の時点とする。 

２ 流動動産担保権は、本法第 327 条第２項の規定に従って発生する。 

第 311 条 後順位担保権 
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１ すでに担保目的物となっている財産が、さらに他の債権の担保目的物となる場合（後

順位担保権）、後順位担保権者の債権は、先順位担保権者が満足を受けた後に残った担

保財産の価値から満足を受ける。 

２ 後順位担保権は、先順位担保権設定契約がこれを禁じていない場合に設定すること

ができる。 

３ 担保権設定者は、担保物について存在する全ての担保権について各後順位担保権者

に通知しなければならず、この義務に違反した結果、担保権者に生じた損害を賠償す

る責任を負う。 

第 312 条 担保財産の維持管理 

１ 担保権設定者又は担保権者は、担保物がいずれの占有下にあるかに応じて、以下の

義務を負う。ただし、法律又は契約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

 1) 第三者からの侵害及び請求に対し担保物を守るなど、担保物を維持するために必

要な措置をとること。 

 2) 担保物の滅失又は毀損のおそれが発生したときは、相手方に遅滞なく通知するこ

と。 

２ 担保権者及び担保権設定者は、相手方の占有下にある担保物の存否、量、状態及び

保管環境を、書面により、又は実地に調査することができる。 

３ 担保権者が第１項に規定する義務に著しく違反し、担保物に滅失又は毀損のおそれ

が生じた場合は、担保権設定者は、期限前に担保権の消滅を請求することができる。 

第 313 条 担保財産の滅失又は毀損の効果 

１ 担保権設定者は、担保物の偶然による滅失又は毀損の危険を負担する。ただし、担

保権設定契約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 担保権者は、引渡しを受けた担保物の全部又は一部の滅失又は毀損につき責任を負

う。ただし、本法第 359 条により免責されることを証明したときは、この限りでない。 

３ 担保権者は、担保権者が引渡しを受けたときの担保物の評価額にかかわらず、担保

物が滅失した際にはその時価について、毀損の際には価値の低下分について、責任を

負う。 

４ 毀損の結果、担保物が本来の用途に即して使用することができなくなった場合は、

担保権設定者は、受戻しを拒絶して、担保物滅失の損害賠償を請求することができる。 

５ 担保権設定契約により、担保権者が担保物の滅失又は毀損から生じるその他の損害

を担保権設定者に賠償する義務を定めることができる。 

６ 主たる債務の債務者たる担保権設定者は、担保物の滅失又は毀損により生じた担保

権者に対する損害賠償請求権を被担保債務と相殺することができる。 
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第 314 条 担保物の交換及び補修 

１ 担保物は、担保権者の同意を得て交換することができる。ただし、法律又は契約に

別段の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 担保物が滅失若しくは毀損した場合、又は担保物に対する所有権若しくは経営管理

権が法律の定める原因により消滅した場合、担保権設定者は、相当の期間内に担保目

的物を補修し、又はこれを同価値の他の物と交換することができる。 

第 315 条 担保物の使用及び処分 

１ 担保権設定者は、担保物をその用途に従い使用し、果実及び収益を取得することが

できる。ただし、契約に別段の定めがあり、又は担保権の性質上、別段の取扱いをす

べきときは、この限りでない。 

２ 担保権設定者は、担保権者の承諾があるときに限り、担保物の所有権、経営管理権

又は運用管理権を他者に譲渡し、担保物を有償又は無償で貸与し、その他の方法で処

分することができる。ただし、法律又は契約に別段の定めがある場合、又は担保権の

性質上、別段の取扱いをすべきときは、この限りでない。 

担保権設定者の担保物を遺贈する権利を制限する合意は、無効とする。 

３ 担保権者は、契約に別段の定めがある場合に限り、引渡しを受けた担保物を使用す

ることができる。この際、担保権設定者に定期的に使用報告を行う。主たる債務の償

却のため又は担保権設定者の利益のために、契約により、担保権の目的物から果実及

び収益を取得する義務を担保権者に課すことができる。 

第 316 条 担保物に対する担保権者の権利の保護 

１ 担保物を占有していた、又は占有すべき担保権者は、担保権設定者を含めた他者が

違法に占有している担保物の引渡しを請求することができる。 

２ 契約条項に基づき担保権者が引渡しを受けた担保物の使用権を有している場合は、

担保権者は、占有剥奪以外についても、自己の使用権に対するあらゆる侵害の排除請

求を担保権設定者を含めた他者になすことができる。 

第 317 条 担保権の実行事由 

１ 債務者が主たる債務を自己の責に帰すべき事由により履行せず、又はその履行が不

適切である場合、担保権者（債権者）は、債権を満足させるために担保権を実行する

ことができる。 

２ 主たる債務の不履行が軽微であり、担保権者の請求額が担保物の価格に比して明ら

かに均衡を欠く場合は、担保権の実行が認められないことがある。 

第 318 条 担保権の実行手続 

１ 担保財産の価値による担保権者の債権の満足は、裁判手続により行われる。ただし、



 
 

69 

本法、その他法令又は契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。 

２ 担保権設定契約、本法及びその他法令に規定される場合、担保権者は、強制裁判外

手続により、独自に競売（オークション）を実施して担保財産を換価することができ

る。銀行である担保権者も、同様に融資の担保物を換価する権利を持つ。 

第319条 担保財産の換価 

１ 本法第 20 条の規定に従って担保権を実行する担保物の換価（売却）は、手続法令の

定める手続により、公的な競売によってこれを行う。ただし、法令に別段の定めがあ

る場合は、この限りでない。 

1-1 担保物が金銭及び金銭債務に基づく権利（債権）である場合、このような担保物の

換価は、担保物たる金銭又は担保物たる権利（債権）により受領する金銭を担保権者

に引き渡すか、担保権実行時点で金銭を渡せない場合は担保物に対する担保権設定者

の権利を担保権者に移転させる形で行う。 

  担保物たる金銭の額が被担保債務を上回る場合、差額は担保権設定者に返還する。

この金額が被担保債権額に満たない場合、担保権者は、法令又は契約に別段の指示が

ない限り、不足分の弁済を債務者の一般財産から受ける権利を持つが、この際、担保

権に基づく優先権を行使しない。 

２ 強制裁判外手続による担保財産換価の特則は、本法及び不動産抵当法が定める。不

動産抵当法が定める不動産換価規則及び手続は、本法に別段の定めがない限り、その

他の担保権の実行における換価にも適用する。 

３ 裁判所は、担保権設定者の申立てに基づき、担保権の実行を命ずる裁判において、

競売を１年までの期間内で延期することができる。担保権の実行延期は、被担保債務

に係る当事者の権利義務には影響を及ぼさず、延期期間中に増大した債権者の損害の

賠償及び違約罰支払いについて、債務者を免責しない。 

４ 競売には、担保権設定者及び担保権者を含め、あらゆる法人及び市民が参加できる。 

  競売前に、裁判所又は受託者（本法第 320 条）は、競売参加者に保証金の支払を求

めることができる。保証金は、競売終了時に返金される。落札者が払った保証金は、

これを返金せず、落札価格と相殺する。落札したが、代金の最終支払をしなかった参

加者が支払った保証金は、返金せず、裁判所又は受託者の裁量下に残す。 

５ 参加者が１名しかいなかったために競売の不成立が宣言された場合は、担保権者は、

鑑定評価業免許を持つ個人又は法人の鑑定に基づき裁判所決定又は受託者が定めた時

価評価額で担保物を取得するか、再度、競売の実施を請求することができる。 

６ 担保物の換価額が担保権者の債権を弁済するのに足りない場合は、担保権者は、法

律又は契約に別段の定めがない限り、債権者の一般財産から不足額を得る権利を有す
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る。ただし、担保権者は、不足額については、担保権に基づく優先弁済権を享受しな

い。 

  担保物の換価価額が被担保債権額を上回る場合、差額は、これを担保権設定者に返

還する。 

７ 債務者及び第三者たる担保権設定者（物上保証人）は、担保権の目的物の売却に至

るまでは、随時、主たる債務の全部又は履行遅滞部分を履行して、担保権の実行及び

換価手続を中止させることができる。この権利を制限する合意は、無効とする。 

第320条 強制裁判外手続による担保財産の換価 

１ 担保財産を強制裁判外手続で換価する際、競売は受託者が実施する。受託者となる

のは、被担保債務の履行違反による担保財産換価につき担保権者の委任を受けた法人

又は個人である。 

２ 受託者は、以下の手続を行う。 

 1) 担保権設定者あての債務不履行通知を作成し、これを担保権設定契約が登記され

た機関に登記する。 

 2) この通知を発送して２ヶ月が経過しても、通知に基づく請求が履行されない場合、

担保財産競売の通知を作成し、これを担保権設定契約が登記された機関に登記する。 

 3) 地元紙に競売の公告を出す。 

第321条 被担保債務の期限前履行及び担保権の実行 

１ 担保権者は、以下の場合に、主たる債務の期限前履行を請求できる。 

 1) 担保物を占有していた担保権設定者が、担保権設定契約の条項に反してその占有

を失った場合 

 2) 担保権設定者が、担保物の交換に関する規定に違反した場合（本法第 314 条） 

 3) 担保権者の責に帰すべからざる事由により、担保権の目的物が滅失した場合（本

法第 313 条 2 項）。ただし、担保権設定者が第 314 条第２項に規定する権利を行使し

たときは、この限りでない。 

２ 担保権者は、以下の場合に、主たる債務の期限前履行を請求でき、弁済を受けられ

ないときには担保物につき担保権を実行することができる。 

 1) 担保権設定者が、後順位担保権に関する規定に違反した場合 

 2) 担保権設定者が、第 312 条第１項第１号及び第２号、同条第２項に規定する義務

を履行しなかった場合 

 3) 担保権設定者が、担保物の処分に関する規定に違反した場合（本法第 315 条第２

項） 

第 322 条 担保権の消滅 
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１ 担保権は、以下の場合に消滅する。 

 1) 被担保債権が消滅した場合 

 2)  第 312 条第３項に規定する原因が存在する場合で、担保権設定者の請求があると

き 

 3) 担保物が滅失し、又は担保の目的物たる権利が消滅した場合で、担保権設定者が

第 314 条第２項に規定する権利を行使しなかったとき 

 4) 担保物が競売で売却された場合、及び担保物の換価が不可能であると判明した場

合（本法第 319 条）。 

２ 担保権の消滅は、担保権設定契約が登記されている登記簿にその旨の記載をしなけ

ればならない。 

３ 主たる債務の弁済を受けた結果、又は担保権設定者の請求（本法第 312 条第３項）

により担保権が消滅した場合は、担保物を占有する担保権者は、遅滞なくこれを担保

権設定者に返還しなければならない。 

第 323 条 担保物に対する権利が第三者に移転した場合の担保権の存続 

１ 有償若しくは無償の譲渡の結果又は権利の包括承継により、担保物に対する所有権

又は経営管理権が担保権設定者から第三者に移転した場合は、担保権は、その効力を

失わない。 

  担保権設定者の権利承継人は、担保権設定者の地位を承継し、担保権設定者の義務

を全て引き受ける。ただし、担保権者との約定に別段の定めがあるときは、この限り

でない。 

２ 担保権の目的物たる担保権設定者の財産が、権利承継により数人に移転した場合は、

各権利承継人（財産取得者）は、当該財産のうち移転を受けた部分に応じて、主たる

債務の不履行により担保権から生じる結果を引き受ける。ただし、担保物が不可分で

ある、又はその他の理由により権利承継人の合有に属する場合は、権利承継人は、連

帯担保権設定者となる。 

第 324 条 担保物の強制収用の効果 

１ 法律の定める原因により法律の定める手続で、国家の必要のための収用（買取）、徴

発又は国有化の結果として、担保権の目的物たる財産に対する担保権設定者の所有権

が消滅し、担保権設定者に別の財産又は相当の賠償が与えられる場合、担保権はその

代替物に及び、又は担保権者は、担保権設定者に支払われるべき賠償額から優先的に

自己の債権の満足を受ける権利を取得する。担保権者は、また、被担保債務の期限前

履行を請求することができる（本法第 321 条第 1項）。 

２ 担保権の目的物たる財産の真の所有者が他の者であるという理由で、又は犯罪その
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他の違法行為に対する制裁として、法律の定める手続により、担保権設定者が担保物

を没収される場合は、当該財産に対する担保権は、消滅する。これらの場合には、担

保権者は、期限前に被担保債務の履行を請求することができる。 

第 325 条 担保権設定契約に基づく権利の譲渡 

１ 担保権者は、債権譲渡の規定（本法第 339 条から第 347 条まで）に従って、担保権

設定契約に基づく自己の権利を第三者に譲渡することができる。 

２ 担保権者が担保権設定契約に基づく自己の権利を第三者へ有効に譲渡するためには、

被担保債権もこの第三者に譲渡しなければならない。 

第 326 条 被担保債務の引き受け 

主たる債務を第三者が引き受けた場合は、担保権は、消滅する。ただし、担保権設

定者が新債務者の債務を担保することを債権者に対して同意したときは、この限りで

ない。 

第 327 条 流動動産担保権 

１ 流動動産担保権とは、商品を目的とする担保権であって、これを担保権設定者に占

有させ、担保物の構成及び現状（在庫商品、原材料、資材、半製品、完成品等）を変

更する権利を担保権設定者に与えるものをいう。ただし、商品の総価値は、担保権設

定契約で定めた額を下回ってはならない。 

被担保流動動産の価値は、被担保債務の履行済み分に応じて減額することができる。

ただし、契約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 担保権設定者が譲渡した流動動産は、その所有権、経営管理権又は運用管理権が取

得者に移行した時に、担保権の目的物でなくなり、担保権設定契約に定める商品で担

保権設定者が取得したものは、担保権設定者に所有権が発生した時に、担保権の目的

物となる。 

３ 流動動産担保権の担保権設定者は、担保記録簿をつけ、担保権の条件及び担保物た

る商品の構成及び現状の変化に関わる全ての業務（加工を含む）を、その業務日ごと

に記録しなければならない。 

４ 担保権設定者が流動動産担保権の契約条項に違反した場合は、担保権者は、商品に

自己の標識及び封印を施すことにより、違反が除去されるまで、当該商品に関する業

務を停止させることができる。 

第 328 条 質屋における質権 

１ 企業活動として、短期融資の担保に市民から個人消費用の動産の引渡しを受けるこ

とができるのは、質屋として登録された法人である。この法人は、以下を専業として

行う。 
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 1) 動産を担保物として短期融資を行う。 

 2) 貴金属、宝石を含む宝飾品を管理、保管、販売する。 

  質屋は、投資活動を行うことができる。 

２ 質屋における質権設定契約は、質札を交付することにより成立し、この契約には担

保財産に保険をかける要件を含むことができる。保険費用は、質屋が負担する。 

３ 質屋は、質物を使用し、処分することができない。 

４ 質屋は、質物の滅失、破損について責任を負う。ただし、滅失、破損が不可抗力に

よって生じたことを証明したときは、この限りでない。 

５ 質屋を営業するためには、質屋の最高機関が承認した質屋業務規則を持たなければ

ならない。この規則には、以下を含まなければならない。 

 1) 融資額の上限及び融資の期限 

 2) 利息の上限 

 3) 業務の料金率、料金 

 4) 質屋及び顧客の権利及び義務、責任事項 

 5) 質札が紛失された場合の再発行手順 

 6) その他の条項 

 質屋業務規則は、顧客が目にする場所に配置しなければならない。 

６ 質権設定契約の条項で、本法その他の法律の定めに比して質権設定者の権利を制限

するものは、契約締結時点より無効とする。そのような条項のかわりに、本法の相応

の規定を適用する。 

第 329 条 連帯保証（garantiya） 

１ 連帯保証により、連帯保証人は、他人（債務者）の債権者に対し、債務者の全部又

は一部の債務履行につき、債務者と連帯して責任を負わなければならない。ただし、

法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。 

２ 合同で連帯保証を提供する複数の者は、連帯保証契約に別段の定めがない限り、債

権者に対して連帯責任を負う。 

３ 連帯保証契約は、将来発生する債務を保証するために締結することができる。 

第 330 条 保証（poruchiteljstvo） 

 保証により、保証人は、他人（債務者）の全部又は一部の債務履行につき、その債

権者に対し、補充責任を負わなければならない。 

第 331 条 連帯保証及び保証の発生事由及び形式 

１ 連帯保証及び保証は、連帯保証契約又は保証契約に基づいて発生する。連帯保証の

適用は、法令により設定することができる。 
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２ 連帯保証契約又は保証契約は、書面により締結されなければならない。書面による

締結形式が遵守されない場合、連帯保証契約又は保証契約は、無効である。 

３ 連帯保証契約又は保証契約の書面による締結は、連帯保証人又は保証人が債務者の

債務履行につき責任を負う旨、書面で債権者に通知し、債権者が通常、必要と考えら

れる期間内にこの提案を拒絶しなかった場合、遵守されているものとみなす。 

４ 市中銀行は、所轄機関の免許に基づき、本法に従い、当該業務の手続を規定する所

轄機関の法令を考慮して、銀行連帯保証及び銀行保証を出すことができる。 

  市中銀行による銀行連帯保証及び銀行保証が、本法の規定及び所轄機関の法令が定

める要件が遵守されずに出された場合は、これらは無効となる。 

第 332 条 連帯保証人及び保証人の責任 

１ 連帯保証契約又は保証契約に別段の定めがない限り、連帯保証又は保証は、有効な

債権のみを保証する。連帯保証人及び保証人は、債務者の行為無能力を知りながら保

証人となり、債権者がこれを知らなかった場合、その責任を免れない。 

２ 連帯保証人は、連帯保証契約に別段の定めがない限り、債権者に対し、違約罰、利

息、取立て費用、債務の不履行又は不適切履行により債権者が被った損害を含め、債

務者と同範囲の責任を負う。 

３ 保証人は、保証条件に別段の定めがない限り、保証が定める金額内で債権者に対す

る責任を負う。債権者は、補充責任を負う保証人に対して請求を行う前に、反対債権

による相殺や、所定の手続により債務者財産から債権を回収するなど、債務者に債権

を満足させるべく相応の方策をとらなければならない。 

第 333 条 債権者から請求があった場合の連帯保証人の権利及び義務 

１ 連帯保証人は、債権者の債権を満足させる前に、このことを債務者に通知し、連帯

保証人に対し訴訟が提起された場合は、訴訟に債務者を参加させる。これがなされな

い場合、債務者は、連帯保証人の求償請求について、みずからが債権者に対して有し

ていた全ての抗弁をもって連帯保証人に対抗することができる。 

２ 連帯保証契約の内容から別段の取り扱いをする必要がない限り、連帯保証人は、債

務者の主張しうる抗弁を全て、債権者に対して援用することができる。連帯保証人は、

主たる債務者が抗弁権を放棄し、又は自己の債務を認諾した場合も、抗弁権を失わな

い。 

第 334 条 債務を履行した連帯保証人及び保証人の権利 

１ 債務を弁済した連帯保証人は、弁済した債権の範囲で、当該債務に関する債権者の

権利及び担保権者として債権者が有していた権利を取得する。保証人は、違約罰、債

権者に支払った金額に対する利息の支払い、債務者に対する責任に関連して生じたそ
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の他の損害の賠償を債務者に請求することができる。 

２ 連帯保証人がその債務を履行した場合は、債権者は、債務者に対する債権を証する

文書を連帯保証人に引き渡し、その債権を担保する権利を譲渡しなければならない。 

３ 本条第１項、第２項の規定は、法律又は連帯保証人と債務者間の契約に別段の定め

がなく、両者の関係による別段の取り扱いが必要とされない限り、これを適用する。 

４ 保証人は、履行した債務の範囲において、同様の権利を取得する。 

第 335 条 連帯保証人及び保証人への弁済通知 

 保証債務を履行した債務者は、遅滞なく、この旨を連帯保証人又は保証人に通知し

なければならない。通知がなかった場合には、自ら主たる債務を履行した連帯保証人

又は保証人は、債権者から不当利得の返還を受け、又は債務者に求償請求をすること

ができる。求償請求を受けた債務者は、債権者から不当利得の返還のみを受けること

ができる。 

第 336 条 連帯保証及び保証の消滅 

１ 連帯保証及び保証は、主たる債務が消滅した場合、又はその責任を増大させるなど

保証人に不利な結果をもたらす主たる債務の変更が保証人の同意なしになされた場合

は、消滅する。 

２ 連帯保証及び保証は、主たる債務を第三者が引き受けた場合は、消滅する。ただし、

連帯保証人又は保証人が新債務者に対して保証責任を負うことに同意したときは、こ

の限りでない。 

３ 連帯保証及び保証は、主たる債務の履行期が到来し、債務者又は連帯保証人、保証

人が債務を適切に履行しようとしたが、債権者がこれを受けることを拒絶した場合、

消滅する。 

４ 連帯保証及び保証は、契約に定めた保証期間の経過により消滅する。契約に保証期

間に関する定めのない場合、債務の履行期が到来した日から１年以内に債権者が連帯

保証人、保証人に訴えを提起しないときは、保証債務は消滅する。主たる債務に履行

期の定めがなく、これを確定できない場合又は請求時に履行期が確定する場合は、連

帯保証契約、保証契約を締結した日から２年以内に債権者が保証人に訴えを提起しな

ければ、保証債務は消滅する。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りで

ない。 

第 337 条 手付の概念、約定の方式 

１ 手付とは、契約交渉当事者の一方が他方当事者に交付する金銭で、契約により他方

へ支払うべき金額の内金となり、契約の締結、契約による債務の履行又はその他の債

務の履行の担保となるものをいう。 
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２ 手付に関する約定は、その金額にかかわらず、書面により行わなければならない。

この規定は、主たる債務が公証を必要とするものである場合にも適用する。書面で約

定を締結する要件が遵守されない場合、手付に関する約定は無効となる。 

第 338 条 手付の付された債務の消滅及び不履行の効果 

１ 履行に着手するまでに、当事者の合意により、又は当事者の責めに帰すべきでない

事情で債務が履行不能となり債務が消滅した場合は、手付は返還しなければならない。 

２ 手付を交付した当事者に契約不履行の責任がある場合は、手付は相手方がそのまま

取得する。手付の交付を受けた当事者に契約不履行の責任がある場合は、この者は、

相手方に手付の倍額を支払わなければならない。この他に、契約不履行に責任のある

当事者は、手付で填補されない損害を相手方に賠償しなければならない。ただし、契

約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

第 338̶１条 留置権の通則 

１ 債務者又は債務者の指定する者に引き渡すべき物を占有している債権者は、債務者

が期限までにその物の代金支払義務、費用償還義務その他の損害賠償義務を履行しな

い場合は、当該債務が履行されるまでの間、その物を留置することができる。 

  請求権が、物に関する支払義務、費用償還義務その他の損害賠償義務にはよらない

場合でも、当事者が企業家として活動する債務関係から発生する場合には、留置権に

よって担保される。 

２ 債権者が物を占有下に置いた後に、その物に対する権利を第三者が取得した場合で

も、債権者は、占有下にある物を引き続き留置することができる。 

３ 本条の規定は、契約に別段の定めがないときに限り、これを適用する。 

第 338̶2 条 留置物による債権の満足 

 物を留置する債権者の債権は、被担保債権の満足のために定めた範囲及び手続で、

留置物の価値から満足を受ける。 

第 715 条 消費貸借契約 

１ 消費貸借契約に基づき、一方の契約当事者（貸主）は、金銭又は種類的属性により

規定される物品を、他方の当事者（借主）に引渡し、本法又は契約で定める場合は、

他方の当事者（借主）の所有権（経営管理権、運用管理権）に引渡す義務を負う。こ

れに対し、借主は、貸主に、同額の金銭又は同種、同品質の物品を同量、適時に返却

しなければならない。 

２ 商品（労務、役務）代金の前金、仮払い、延べ払い、分割払いの形式を含め、消費

貸借については、法令に別段の定めがなく、当該債権債務関係の本旨に矛盾しない場
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合は、金銭又は種類的属性により規定される物品の引渡しにより履行される契約でこ

れを規定することができる。 

３ 法人及び市民は、企業活動の一環として市民からの消費貸借によって資金を借り入

れてはならない。又、かかる契約は、締結の時点から無効とみなされる。 

当該禁止事項は、借主が所轄国家機関から預金取扱認可を受けている銀行である場

合、また、法定手続きにより発行が登記された有価証券と引き換えに金銭を受理する

場合には、適用されない。 

 

 

○カザフスタン共和国不動産抵当法 

第 1条 基本用語及び定義 

 本法で用いられる用語と定義は、以下のとおりである。 

1） 受託者 — 裁判外手続による抵当権実行手続を執り行う者 

2） 担保権（抵当権）設定者 — その不動産又は不動産持分が抵当物になっている者 

3） 担保（抵当）権者 — 主たる債務に関する利益が抵当権により担保されている者 

4） 不動産抵当権（抵当権）— 担保物たる不動産又は不動産持分が担保権設定者又

は第三者の占有、使用下に留置される担保権の種類 

4-1) 抵当機関 — 本法が規定する業務のみを業務活動とする法人 

5） 抵当権設定契約 — 主たる債務の担保として抵当権を設定する当事者間の合意 

5-1) 抵当融資 — 不動産抵当により担保される銀行融資 

  5-2) 抵当住宅融資 — 住宅の建設又は購入及び（又は）修理を目的とする抵当融資 

6） 不動産 — 土地及び土地に定着する建造物、施設、その他の財産、つまり、その

用途に著しい損害を与えることなく移動させることが不可能な対象物 

7） 主たる債務 —抵当権によりその履行が全面的又は部分的に担保されている貸金

債務又はその他の債務 

8） 抵当権の実行 — 抵当財産の換価 

9） 所轄機関 — 金融市場、金融機関の規制、監督を行う国家機関 

第 6条 抵当権設定契約の形式 

１ 抵当権設定契約は、書面により締結し、抵当権設定者と抵当権者がこれに署名する。

また、抵当権設定者が債務者でない（物上保証人）場合は、債務者が署名する。 

２ 抵当権設定契約は、国家登記しなければならない。抵当権は、抵当権設定契約の登

記の時点から生じる。 
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３ 抵当権設定契約の公証は、当事者の希望で実施される。 

４ 担保権者の権利は、抵当証明書の発行によって確認（手続）される。 

第 10 条 抵当物に対する第三者の権利についての抵当権者への通知 

抵当権設定契約の締結に際して、抵当権設定者は、契約登記時までに既知となって

いる抵当物件に対する第三者の全ての権利に関して、これらの権利が所定の規定に基

づき登記されていない場合でも、抵当権者に通知しなければならない。この規定が履

行されない場合、抵当権者には、主たる債務の期限前履行又は抵当権設定契約の条件

の変更を要求する権利が与えられる。 

第 24 条 裁判外手続による抵当権実行手続 

１ 裁判外手続による抵当権の実行は、受託者が組織、実施する抵当財産の競売によっ

て行う。 

２ 受託者は、抵当権設定契約の当事者が同契約において決定する。抵当権設定契約に

受託者が定められてない場合は、抵当権者が受託者を任命する。 

３ 次の場合には、抵当権者の債権回収を裁判外手続によって行ってはならない。 

1） 当該不動産の抵当権設定について他の者又は機関の合意が必要であったが、その

ような同意が得られていなかった場合。 

2） 抵当目的物が、社会にとって著しい歴史的、芸術的又はその他の性格の文化的価

値を有する不動産である場合。 

3） 抵当目的物が共同所有財産であり、その所有者のうちのいずれかの者が、裁判外

手続による抵当権の実行につき書面による合意を与えていない場合。 

これらの場合には、裁判所の判決に基づいてのみ、抵当権を実行する。 

第 25 条 裁判外競売実施の要件 

１ 競売の実施までに次に掲げる手続が実行されなければならない。 

1） 受託者は、主たる債務が不履行である旨の通知を作成し、これを抵当権設定契約

が登記された機関に登記したのち、抵当権設定者に手交する。この通知を直接手渡

すことが不可能な場合は、書留郵便によって、抵当権設定契約に記載された抵当権

設定者の住所あてに送達する。 

2） 抵当権設定者への主たる債務不履行通知の手交又は発送（本項第 1 号）の時点か

ら 30 日以上経過しても当該通知から生じる請求が履行されない場合、受託者は、抵

当財産の競売を実施する旨の通知を作成し、これを抵当権設定契約が登記された機

関に登記してから抵当権設定者に、さらに、抵当権者にも手交し、本法第 28 条の規

定に従い競売に関する告知を正式に公示する。 

3） 競売に関する告知の第一回公示の時点から、当該の競売の対象となる不動産に関
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する全ての法律行為が禁止される。このような法律行為が行われた場合、それらは

無効とする。 

4） 競売に関する告知の第一回公示から競売実施までの期間は、10 日以上でなければ

ならない。 

２ 主たる債務不履行通知を受けた抵当権設定者は、抵当権換価の事由が存在しない旨

の訴えを裁判所に対して起こすことができる。 

抵当権者は、また、本法第 21 条第 4項の規定する条件に基づく抵当権換価猶予の申

立てを裁判所に対して行うこともできる。 

このような裁判所への訴え（申立て）があった場合は、本条第 1項第 2 号の規定す

る期間の経過が中断される。 

第 26 条 債務不履行通知の内容 

債務不履行通知には次に掲げる情報を内容として含めなければならない。 

1） 抵当権設定者の氏名（名称）及び居住地（所在地）。 

 2） 抵当権者の氏名（名称）及び居住地（所在地）。 

 3） 不履行になっている債務の概要。 

 4） 主たる債務の金額。 

 5） 想定される抵当不動産売却までの間に抵当権設定者が支払うべきその他の全ての

手数料や費用の金額。 

 6） 当該通知受領から 30 日の間に全ての債務を完全に弁済することを勧める旨の催告。 

 7） 抵当目的物である不動産の競売が実施される可能性がある旨の警告。 

 8） 受託者の氏名（名称）、居住地（所在地）及び電話番号。 

第 27 条 競売実施通知の内容 

  競売実施通知には次に掲げる情報を内容として含めなければならない。 

1） 抵当権設定者の氏名（名称）及び居住地（所在地）。 

2） 抵当権者の氏名（名称）及び居住地（所在地）。 

3） 不履行になっている債務の概要、及び、抵当権設定者が抵当権者に対して負っ

ており、抵当権の換価による弁済の対象となる全ての債務の総額。 

 4） 抵当目的物であり競売の対象となる不動産の名称、概要及び特徴。 

 5） 競売実施の日時と場所。 

 6） 受託者の氏名（名称）、居住地（所在地）及び電話番号。 

第 28 条 競売に関する告知とその公示 

１ 受託者は、競売実施の 10 日前までに、競売に関する告知を定期刊行物に公示する。 

２ 競売に関する告知には次に掲げる情報を内容として含めなければならない。 
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 1） 競売の対象となる不動産の名称、概要及び特徴 

 2） 不動産の正確な所在地 

 3） 競売参加保証金が競売の条件として規定されているときには、その金額 

 4） 競落代金支払いの方法と期限 

 5） 競売実施の日時と場所 

 6） 競売を実施する受託者の氏名（名称）、居住地（所在地）、問合先電話番号及び支

払詳細 

 可能であり、かつ、障害がない場合には、競売実施の 10 日前までに、競売の対象と

なる不動産の目立つ場所に、直接、競売に関する告知一部を掲示する。 

第 29 条 競売の企画と実施 

１ 競売は、受託者が組織し、実施する。 

２ 競売は、当該の財産が所在する居住地（市町村）で行う。 

３ 競売の実施は、週のいずれの日でもよく、時間は9時から18時までの間に指定する。 

第 30 条 競売参加者 

  競売には、抵当権設定者と抵当権者を含め、あらゆる法人及び市民が参加すること

ができる。 

 受託者は競売に参加しない。 

第 31 条 保証金及び競落代金の支払い 

１ 競売開始前、受託者は、おのおのの競売参加者に、保証金の納付又は自らが提示し

た代金を全額支払う能力があること証明するその他のものの提出を請求することがで

きる。競売終了前、受託者は、競落価格を提示した参加者に、その全額を、現金、銀

行小切手、若しくはカザフスタン共和国の法令が定めるほかの決済方法によって速や

かに支払うことを請求するか、又は競売に関する告知に掲げる方法と期限に従い当該

の金額を競売終了後に支払う能力を有することを証明することを請求することができ

る。 

２ 競落人が速やかな支払いを拒否した場合、又は競売に関する告知の規定する期限内

に支払いが可能であることを証明しなかった場合は、この者を競売への参加から除外

し、競売はいまだ継続中であると見なす。継続が不可能な場合、さらに、競落人が競

売で取得した財産の代価を支払わなかった場合には、新たな競売を設定し、本法の定

める手続に従いこれを実施する。 

３ 競売に参加する抵当権者は、保証金を支払わなくてよい。また、抵当権者が競落人

となった場合には、主たる債務の金額の分だけ競落代金を支払わなくてよい。 

４ 参加保証金は、競売終了後に返還されなければならない。競落人が納めた保証金は
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競落代金に繰り入れる。 

 競落したものの競落代金を支払わなかった参加者の保証金の処分は、受託者に任さ

れる。受託者は、本法第 36 条の定める手続に従いこの保証金を使用する。 

第 32 条 競売不成立宣言 

１ 受託者は、次に掲げる場合に競売を不成立と宣言する。 

 1） 競売の参加者が 2名に満たなかった場合。 

 2） 競落人が所定の期限内に競落代金を支払わなかった場合。 

２ 競売不成立の宣言は、本条第 1 項に掲げる状況のうちのいずれかが発生した日の翌

日付で行わなければならない。 

３ 参加者が 2 名に満たないために競売が不成立と宣言された場合、抵当権者は、裁判

所の判決が定める現行評価額又は資産評価業許可証を有する自然人又は法人の意見書

に基づいて受託者が定める現行評価額に従い、抵当財産の所有権を自らのもとに移す

か、新たな競売の実施を請求することができる。 

 本条第1項第2号の定める事由により競売が不成立と宣言された場合、抵当権者は、

この宣言から 10 日の間、売買契約を締結することによって抵当不動産を取得すること

ができる。 

 この場合、抵当権設定契約は消滅する。 

４ 新たな競売に関する告知は、本法第 28 条の規定に従い行う。 

第 33 条 裁判所への申立権 

 競売実施手続の違反があった場合、抵当権設定者、抵当権設定者が主たる債務者で

ないときは債務者は、3 ヵ月以内に、不動産所在地の裁判所に競売結果に関する不服

申立てを行うことができる。 

 このような訴えがなされても、競売の結果から生じる行為の実行は中断されない。 

第 34 条 競落人への不動産引渡し 

 競売が終了し、競落人が競落代金とその他全ての必要とされる支払いを行ったのち、

受託者は、競売による不動産取得に関する書類を競落人に手交する。この書類には次

の情報を内容として含めなければならない。 

 1） 競売実施の事由 

 2） 競売実施の場所と日時 

 3） 競売で取得した財産の名称、概要及び特徴、その所在地 

 4） 当該財産の元の占有者である抵当権設定者の氏名（名称）及び居住地（所在地） 

 5） 競落人の氏名（名称）及び居住地（所在地） 

 6） 競落人が支払った競落代金 
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 7） 競売を実施した受託者の氏名（名称）及び居住地（所在地） 

 競売による不動産取得に関する書類には、受託者が署名をする。 

 受託者が法人である場合は、その代表者の署名はこの法人の印章によって証明する。

受託者が自然人である場合、その署名は公証によって証明する。 

第 35 条 抵当権設定者の不動産引渡しの拒否 

 住居の明渡しを望まない場合を含め、抵当権設定者が競落人にこの者が競売で取得

した不動産を引き渡すことを拒否した場合、競落人は、その不動産の所在地の裁判所

に申立てをすることができる。 

 その際に生じる全ての訴訟費用は、抵当権設定者が、抵当物の換価で得た金銭から

補償する。 

第 36 条 競売の売得金の配当 

  受託者は、競売の換価代金を次に掲げる優先順位で配当する。 

 1） 競売実施費用の償還 

 2） 抵当権が担保する主たる債務の支払い 

 3） 法令の定める順位に従った、後順位担保権の付された履行期の到来している債務

及び不動産のその他の負担への支払い 

 4） 抵当権設定者への残余金の返還 

 

 

○カザフスタン共和国動産担保登記法 

第４条 国家登記を義務づけられている動産担保の登記 

１ 国家登記を義務づけられている動産担保の登記は、当該財産の登記をする権限を与

えられている機関によって法令に従って実施される。 

２ 国家登記を義務付けられている動産担保の登記手続は、カザフスタン共和国政府に

よって定められる。 

３ 担保権の国家登記を義務づけられている財産の種類、所有権、その他権利及びその

登記を行なう機関は、カザフスタン共和国法令によって定められる。 

第 8条 動産担保登記の法的意義 

１ 動産担保登記は、カザフスタン共和国民法及び他の法令の規定に従い、当該財産の

他の担保権者の債権に対する担保権者の債権満足の順位（日付）を定める。 

  登記された各先順位担保権者は、全ての後順位担保権者に対して、また、当該財産

の未登記の全担保権者に対し、債務履行保証における優先権を有する。 

２ 国家登記を義務づけられている動産の担保権は、当該財産の登記機関において動産
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担保登記をした時点から生じる。ただし、担保権設定契約（又は担保条項を含む他の

契約）又は法令が、これより遅い時期を規定している場合は、この限りでない。 

第 18 条 動産担保登記に関する情報の公開性 

１ 動産担保登記に関する情報は、カザフスタン共和国法令に別段の定めがない限り、

全ての法人及び市民が入手することができる。 

２ あらゆる者の申請に対し、登記機関は、動産担保登記簿の謄本交付の形で、情報を

提供しなければならない。謄本の要件は、以下のとおりである。 

1) 担保に関する情報が、謄本交付日に先行する営業日の終了時現在のものであるこ

とを示す記載があること 

2) 登記機関の権限ある職員が署名し、登記機関の捺印で証明していること 

3) 当該の動産について担保権にかかわる記載がない場合は、謄本にはその旨の記載

がなければならない。 

４ 削除 

５ 削除 

 

 

○カザフスタン共和国不動産権利及び取引登記法 

第 25 条 国家登記申請書類の不受理 

１ 国家登記のために提出された書類は、以下の事由により、その受理を拒否すること

ができる。 

 1） 申請権を持たない者が申請してきた場合、申請者又はその代理人の身分証明書が

ない場合 

 2） 書類に改ざん、書き足し、語句の抹消その他の合意されていない修正箇所がある

場合 

3） 登記申請書の記入方法に誤りがある場合 

 4） 本法第 21 条第 2項、第 3項、第 3-1 項の要件による国家登記の必要書類が揃って

いない場合 

5） カザフスタン共和国法令の規定に合致しない形式、内容の書類が提出された場合 

6） 削除 

２ 書類を受理しない場合は、登記受理書類記録簿への記載を行わない。登記機関は、

申請者に対し、不受理の理由を記した通知を交付する。この通知と登記申請書及び添

付書類の写しは、所轄機関が定める規則に従い保管しなければならない。 

  登記の不受理については、上位国家機関又は裁判所に不服を申し立てることができ
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る。 

  不受理の原因が解消された書類は、通常手続により登記のために提出される。 
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○キルギス共和国民法 

第 320 条 違約罰の概念 

１ 違約罰（違約金、遅延利息）とは、法令若しくは契約に定める金額又は契約に定め

るその他の財産的価値物であって、債務の不履行又は履行遅延等の不適切な履行があ

ったときに、債務者が債権者に支払い、又は引き渡さなければならないものをいう。

違約罰の支払いを請求するときは、債権者は、損害を受けたことを証明する義務を負

わない。 

２ 債務の不履行又は不適切履行につき債務者に責任がない場合、債権者は、違約罰の

支払いを請求する権利を持たない。 

第 324 条 担保権の概念と発生事由 

１ 担保権により、被担保債務の債権者（担保権者）は、債務者による債務の不履行、

不適切履行の際に、担保財産の権利者（担保権設定者）の他の債権者に優先して、当

該財産の価値から満足を得る権利を持つ。ただし、法律に別段の定めがあるときは、

この限りでない。 

  担保権者は、同様の原則に基づき、保険金受取人が誰であるかにかかわらず、担保

物の滅失又は毀損に対し支払われる保険金から満足を得る権利を有する。ただし、担

保権者の責めに帰すべき事由によって滅失又は毀損が生じたときは、この限りでない。 

２ 担保権は、契約により、又は法律に基づき発生する。 

  約定担保権に関する本法の規定は、法律に別段の定めがない限り、法定担保権にも

適用する。 

３ 担保権に関する本法の規定は、担保権に関する法関係を規定する法律に別段の定め

がない限り、不動産担保権（抵当権）にも適用する 

第 325 条 担保物及び担保権種類 

１ 物及び権利（債権）を含め、あらゆる財産は、担保物とすることができる。ただし、

取引禁止財産、属人的な性質を持つ権利（給与債権等）、一身専属請求権（扶養料請求

権等）、民営化禁止財産又は法律により強制民営化が決まっている財産及び法律が定め

る差押禁止財産を除く。 

強制実行が認められない市民の財産など、特定種の財産に対する担保権の設定は、

法律によりこれを禁止又は制限することができる。 

２ 担保権は、以下の形式をとることができる： 

担保物を担保権者に引渡す占有移転型担保権（質権） 

担保権設定者に担保物を残す担保権 
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権利担保権 

（1999 年 7 月 21 日付キルギス共和国法 No.83、2007 年 2 月 28 日付キルギス共和国法

No.28 条文参照） 

第 327 条 担保権者の権利が及ぶ財産 

１ 担保財産に対する担保権者の権利（担保権）は、契約に別段の定めがない限り、そ

の従物にも及ぶ。 

契約に別段の定めがない限り、担保権は、担保財産の使用により得られた果実、生

産物及び収益に及ぶ。 

２ 財団としての企業に担保権を設定する場合、担保権は、法律又は契約に別段の定め

がない限り、企業を構成する全ての動産、不動産、有形及び無形資産に及ぶ。これに

は、建造物、施設、設備、備品、原料、完成品、債権、排他的権利などが含まれ、担

保権設定期間中に取得したものを含む。 

３ 建造物、施設、住居が定着する土地に担保権を設定する場合で、土地上の建造物、

施設、住居が当該契約による担保物ではないときは、これら物件が占める土地部分及

びこれらの使用に必要な土地部分は、別途の土地部分として区別しなければならない。 

建造物、施設又は住居に担保権を設定する場合、担保権は、これらの物件が占める

土地部分及びこれらの使用に必要な土地部分に及ぶ。この場合、担保権は、それ以外

の土地には及ばない。 

４ 契約により、また、法定担保権については法律により、担保権設定者が将来におい

て取得する物品及び権利に担保権を及ばせることができる。 

（1999 年 7 月 21 日付けキルギス共和国法 No.83、2007 年 2 月 28 日付けキルギス共和

国法 No.28 条文参照） 

第 328 条 担保権設定契約 

１ 担保権設定契約書には、以下が記載されなければならない。 

- 契約の当事者 

- 被担保債務についての記載。これは、最大債務額により表示することができる。 

- 担保物を特定するに十分な全体的な説明記述 

- 不動産又は登記対象財産を担保物とする場合、担保権設定者が担保財産に対して

持つ権利、権利付与文書の明細、当事者間の合意により定めたその他の条項 

当事者は、担保権設定契約において、いずれの占有下に担保物を置くかについて取

り決めなければならない。 

担保権者の権利が抵当証券により証明される場合は、この旨についても担保権設定

契約に記載しなければならない。 
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２ 担保権設定契約は、書面で締結しなければならない。 

３ 不動産を目的物とする担保権設定契約は、土地法令の特則を考慮し、公証して、国

家登記をしなければならない。 

動産を目的物とする担保権設定契約は、これが公証を要する契約による債務を保証

する場合、また、当事者間の合意でその旨を定めている場合は、公証しなければなら

ない。 

４ 本条第 2項及び第 3項の規定が遵守されない場合、担保権設定契約は無効となる。

このような契約は、絶対無効とされる。 

５ 法律に別段の規定がない場合、担保権は、担保権の登記が必要な財産に関しては、

契約の登記時点で発生し、その他の財産に関しては、当該財産を担保権者に引渡した

時点で発生するが、当該財産を引渡す必要がない場合は、担保権設定契約の締結時点

で発生する。 

（1999年7月21日付キルギス共和国法No.83、2007年2月28日付キルギス共和国法No.28、

2008 年 12 月 17 日付キルギス共和国法 No.266、2009 年 3 月 30 日付キルギス共和国法

No.96 条文参照） 

第 329 条 後順位担保権 

１ 後順位担保権の設定は、後順位担保権設定契約を締結する時点で効力を失っていな

い同一財産についての先順位担保権設定契約がこれを禁じていない場合、許容される。

先順位担保権設定契約が、後順位担保権設定契約を締結するための条件を定めている

場合は、後順位担保権設定契約は、当該の条件を遵守して締結されなければならない。 

２ 既に担保物となっている財産が、更に別の債権を保証する担保物となる場合（後順

位担保権）、後順位担保権者の債権は、先順位担保権者の債権が満足を受けた後に、担

保物の残余価値から満足を受ける。ただし、優先権を持つ先順位担保権者が後順位担

保権者と書面により別段の合意をしている場合は、この限りではない。 

３ 担保権設定者は、各後順位担保権者に、当該財産につき存在する全ての先順位担保

権に関する情報及びこれらにより担保される債務の内容、額を書面で通知しなければ

ならず、この義務を怠ったことにより発生した損害を賠償する義務を負う。 

（2007 年 2 月 28 日付キルギス共和国法 No.28 条文参照） 

第 332 条 担保物の使用及び処分 

１ 担保権設定者は、契約に別段の定めがなく、担保権の性質上、別段の取扱いが不要

である場合、担保物を用途に従い使用し、担保権が及ぶ果実及び収益を取得できる。

ただし、担保権設定者と担保権者間の契約に別段の取り決めがある場合は、この限り

ではない。 
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２ 法律又は契約に別段の定めがなく、担保権の性質上、別段の取扱いを要しない場合、

担保権設定者は、担保権者の同意がある場合に限り、担保物を他者の所有権、経営管

理権、運用管理権に譲渡し、賃貸、使用貸し、その他の方法で処分することができる。 

  担保権設定者が担保物を遺贈する権利を制限する合意は、無効である。 

３ 担保権者は、契約に別段の定めがある場合に限り、引渡しを受けた担保物を使用す

ることができる。この際、担保権者は、担保権設定者に定期的に使用報告を行う。主

たる債務の償却のため、又は担保権設定者の利益ために、契約により、担保物から果

実及び収益を得る義務を担保権者に課すことができる。 

（2009 年 3 月 30 日付キルギス共和国法 No.96 条文参照） 

第 334 条 担保権の実行原因 

１ 担保権者（債権者）の債権を満足させるため、担保権は、債務者が主たる債務を履

行せず、又はその履行が不適切であった場合には、これを実行することができる。 

２ 2009 年 3 月 30 日付キルギス共和国法 No.96 により失効。 

（2007 年 2 月 28 日付キルギス共和国法 No.28、2009 年 3 月 30 日付キルギス共和国法 N

o.96 条文参照） 

第 335 条 担保権の実行手続 

１ 担保権者（債権者）は、裁判手続又は裁判外手続により、キルギス共和国法令に従

い、担保不動産の価額から債権の満足を受ける。 

  裁判所への申し立てを行わない担保不動産からの担保権者の債権の満足は、以下に

基づいて行うことができる。 

- 担保権設定契約と同時に締結されたか、担保権者と担保権設定者が担保権設定契

約の有効期間内に締結し、公証を受けた合意書。このような合意書は、これによ

り権利を侵害された者の申し立てにより、裁判所が無効認定することがある。 

- 担保権設定契約により担保権者の裁判外実行権が取り決められている場合、公証

人の執行文 

２ 担保権者は、担保権設定者（債務者）に担保権者の債権を弁済する意思がない場合、

担保権実行手続開始通知を作成した後、公証人に執行文の付与を依頼することができ

る。 

  公証人の執行文は、キルギス共和国法令が定める手続きに従い付与される。 

３ 担保権者は、法律又は担保権設定者と担保権者の合意に別段の定めがない限り、裁

判に基づき、担保動産の価額から債権の満足を受ける。ただし、担保権者が引渡しを

受けた担保物については、法律に別段の定めがない限り、担保権設定契約に定める手

続により担保権を実行できる。 
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４ 担保権の実行は、法令が定める手続きにより担保目的物が社会にとって歴史的、芸

術的その他の文化的価値を有するものとされている場合には、裁判に基づいてのみ、

これを行うことができる。 

第 340 条 流動動産担保権 

１ 流動動産担保権とは商品を目的物とする担保権であり、これを担保権設定者に占有

させ、担保物の構成および現状（在庫商品、原材料、資材、半製品、完成品等）を変

更する権利を担保権設定者に与えるものをいう。ただし、商品の総価値は、担保権設

定契約で定めた額を下回ってはならない。 

  担保商品総額の減額は、契約に別段の定めがない限り、被担保債務の履行された部

分に応じて許容される。 

２ 担保権設定者が譲渡した流動動産は、その所有権、経営管理権又は運用管理権が取

得者に移転した時に担保目的物でなくなり、担保権設定契約に定める商品で担保権設

定者が取得したものは、担保権設定者に所有権が発生した時に担保目的物となる。 

第 342 条 留置権 

１ 債務者又は債務者の指定する者に引き渡すべき物を占有している債権者は、債務者

が期限までにその物の代金支払義務、費用償還義務その他の損害賠償義務を履行しな

い場合は、当該債務が履行されるまでの間、その物を留置することができる。 

２ 留置権は、物品の代金支払又は費用弁済に関係するものに限らず、双方当事者が参

加する債権債務関係から発生した債権を満足させるために行使することができる。 

３ 留置権を行使した債権者の債権は、担保権による被担保債権の満足に関して定めた

範囲及び規定に基づき満足を受ける。 

４ 本条の規定は、契約に別段の定めがないときに限り、これを適用する。 

第 343 条 保証（poruchiteljstvo (garantiya)）契約 

１ 保証（poruchiteljstvo (garantiya)）契約に基づいて、保証人は、他人の全部又は

一部の債務履行につき、その債権者に対して、債務者と連帯して責任を負わなければ

ならない。 

 保証契約は、将来に発生する債務の保証のためにも、これを締結することができる。 

３ 保証契約は、書面によりこれを締結しなければならない。書面によらない保証契約

は、無効とする。 

第 344 条 保証人（poruchitelj (garant)）の責任 

１ 主たる債務者がその債務を履行せず、又は履行が不適切であった場合は、保証人と

債務者は、債権者に対し連帯して責任を負う。ただし、保証契約に保証人の補充責任の

定めがあるときは、この限りでない。 
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２ 保証人は、主たる債務者と同じ範囲で債権者に対し責任を負い、保証債務は、利息

の支払い、債務の取立てのための裁判費用、その他、債務不履行又は不適切履行によ

り債権者に生じた損害の賠償を包含する。ただし、保証契約に別段の定めがあるとき

は、この限りでない。 

３ 共同保証人は、債権者に対し連帯して責任を負う。ただし、保証契約に別段の定め

があるときは、この限りでない。 

第 349 条 銀行保証（bankovskaya garantiya）の概念 

１ 銀行保証とは、銀行その他の金融機関、保険機関（保証人）が、他人（本人）の債

権者（受益者）からの書面による支払請求に応じ、保証人のなした約束の条件にした

がった金額を受益者に支払う旨を、本人の要請に基づき書面により約束するものをい

う。 

２ 銀行保証書の交付に対して、本人は、保証人に報酬を支払う。 

３ 保証人は、銀行保証を撤回することはできない。ただし、銀行保証書に別段の定め

があるときは、この限りでない。 

４ 銀行保証に基づき受益者が保証人に対して有する請求権は、第三者に譲渡できない。

ただし、銀行保証書に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

５ 銀行保証は、保証書の交付日からその効力を生ずる。ただし、保証書に別段の定め

があるときは、この限りでない。 

第 354 条 手付の概念、手付に関する約定の方式 

１ 手付とは、契約交渉当事者の一方が他方当事者に交付する金銭で、契約により他方

へ支払うべき金額の内金となり、契約締結の証拠及び契約履行の担保となるものをい

う。 

２ 金額にかかわらず、手付に関する約定は、書面により行わなければならない。 

３ 契約に基づく内金として当事者の一方が支払った金銭が手付か否かについて疑いが

生じた場合で、特に本条第２項の規定に反したために疑いが生じたときは、この金銭

は前金として支払ったものと推定する。ただし、反証があるときは、この限りでない。 

第 724 条 消費貸借契約 

１ 消費貸借契約に基づき、当事者の一方（貸主）は、金銭又は種類的属性により特定

される物品を他方当事者（借主）の所有権に引渡し、借主は、同額の金銭（元本）又

は同量の同種同質の物品を貸主に返還する義務を負う。 

２ 消費貸借契約は、金銭又は物品の引渡し時点をもって、締結されたものとみなす。 

第 734 条 与信契約 

１ 与信契約に基づき、銀行又は他の信用機関（与信者）は、契約で定めた額及び条件
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で、借主に資金（与信）を提供する義務を負い、借主は、受領した元本を返済し、こ

れに対する利息を支払う義務を負う。 

２ 本節第１款の規定は、与信契約の諸関係にこれを適用する。ただし、本款の規定に

別段の定めがあるとき、又は与信契約の本質から別段に解すべきときは、この限りで

ない。 

 

 

○キルギス共和国担保法 

第 3条 基本概念 

担保権設定契約：契約当事者である担保権者（被担保債務（主たる債務）の債権者）が、

本法が定める例外を除き、他方当事者（担保権設定者）が担保に供した財産又は物権

（担保物）の価額から、担保権設定者の他の債権者に優先して、債務者に対する金銭

債権の満足を受ける権利を持つことを定める契約。 

担保権設定者：担保物の所有権又はその他の物権を有する者。担保権設定者には、被担

保債務の債務者自身又は当該債務関係に参加していない第三者がなることができる。 

担保権者：主たる債務に基づく債権が担保権により担保されている者。 

担保財産：本法第 4条に記載される担保に供された任意の財産。 

動産：金銭、有価証券等、不動産に属さない物。 

不動産：土地、地下資源、個々の水資源及び土地と密接に結びついたあらゆる物件、す

なわち、森林、多年生植林、建造物、施設等、その用途に過度の損害を与えることな

く移動させることが不可能な物件。 

動産担保権登記：担保権設定者と担保権者との間で被担保債務額が 250 計算指数を超え

る担保権設定契約が締結される場合は、担保登記所で契約を登記することが義務とな

っている。 

不動産担保権登記：不動産に対する権利及び負担（制限）の義務的登記手続き。法定抵

当権又は不動産担保権設定契約に基づき発生する権利（抵当権）は、不動産権利国家

登記に関するキルギス共和国法令の規定に基づき、統一国家不動産権利登記簿に登記

される。抵当権登記により、先に抵当権を登記した抵当権者は、後に同じ抵当物に対

する抵当権を登記した他の債権者（抵当権者）及びあらゆる第三者に優先する権利を

持つ。 

法定不動産担保権（法定抵当権）：銀行若しくは他の金融機関の貸付金（与信）又は他の

法人若しくは個人が提供する特定貸付金を利用して不動産を取得した際に発生する担

保権。この際、担保権者となるのは、貸付金（与信）を提供する銀行若しくは他の金
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融機関又は不動産取得のための特定貸付金を提供する他の法人若しくは個人である。

法定抵当権については、法律に別段の規定がない限り、約定抵当権に関する規定を適

用される。 

登記済担保権：本法第 2章に基づき登記手続きを行った担保権。 

担保登記所：本法に基づき活動する国家登記機関。その任務は、登記と全ての登記済担

保物件のコンピュータ・データベースの運用及び本法に記載されるその他の業務であ

る。 

統一国家担保登記簿：担保権のコンピュータ・データベースであり、本法に基づき、担

保登記所にて作成され、管理される。 

統一国家不動産権利登記簿：不動産権利の統一国家登記システムであり、キルギス共和

国法「不動産権利の国家登記について」に基づき制定された。 

（2008 年 12 月 17 日付キルギス共和国法 No.265、2009 年 3 月 30 日付キルギス共和国法

No.98 条文参照） 

第 9 条 被担保債務及び被担保債権 

１ 法律に別段の定めがない限り、担保権は、与信契約、消費貸借契約、売買契約、賃

貸借契約、請負契約、加害による債務、その他の債務の分割履行条件を持つ契約によ

る債務等、金銭債務又は金額で表示される債務を保証するために設定できる。 

  担保権設定契約に別段の定めがない限り、担保権は、その実行時点での担保権者に

対する債務額を保証し、これには債務元本、利息、違約罰、担保財産の価値を保持す

るために必要な維持費の未払い部分、債務履行遅滞により発生した損害の賠償、強制

執行費用の補償も含まれる。 

２ 担保権は、一つ又は複数の債務を保証することができる。複数の被担保債務や将来

発生する被担保債務は、担保に含まれる債務の明細を明らかにすることで特定できる。 

３ 一つの債務が履行された場合、同一当事者間の契約によるもので、担保権設定契約

においてその旨の取り決めがある場合、担保権は、禁止条項を解くことなく他の後順

位債務をも保証することができる。 

４ 担保権は、与信契約又は他の被担保債務の元本の全て又は担保権設定契約が定める

その一部の支払いを担保権者に保証する。 

  利息支払条件による与信契約又は消費貸借契約の履行を保証するために設定された

担保権は、債権者（貸主）に対する与信（貸付金）利用利子の支払も保証する。 

５ 契約に別段の定めがない限り、担保権は、債権者に対する以下の支払も保証する。 

 1) 担保物の維持管理及び／又は警備に関する支出（税金、手数料、公共料金等） 

 2) 主たる債務又は法律により定められる、他人の資金の不法使用に対する利息 
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 3) 主たる債務の不履行、履行遅滞、その他の不適切履行の結果による損害賠償及び

／又は違約罰（違約金、遅延利息） 

 4) 担保権実行に関する裁判費用及びその他費用 

 5) 担保物換価費用 

第 10 条 担保権設定契約の形式と内容 

１ 担保権設定契約は、書面で締結し、当事者が書名しなければならない。 

２ 担保権設定契約は、公証を要する契約により発生した債務を保証する場合、また、

当事者間の合意により定めている場合は、公証を受けなければならない。 

不動産に対する権利に担保権を設定する場合、担保権設定契約は、キルギス共和国

法「不動産権利の国家登記について」が定める規定に基づき、その国家登記の時点を

もって締結され、発効するものと見なす。 

３ 本条第 1項及び第 2項が定める担保権設定契約の形式規定を遵守しない場合、担保

権設定契約は、無効となる。かかる契約は、絶対無効と見なされる。 

４ 担保権設定契約は、以下を含まなければならない。 

1) 当事者の名称（姓名）及び所在地（居住地） 

2) 被担保債務に関する記述。これは、最高債務額で表示することも可能。 

3) 担保物を特定するに十分な全体的説明記述。 

4) 担保財産に対し担保権設定者が持つ権利。不動産又は登記対象財産の権利付与文

書の明細を記載。 

5) 2009 年 3 月 30 日付キルギス共和国法 No.97 により削除 

当事者は、担保権設定契約書に、担保関係に関して当事者間に生じ得るあらゆる紛争

又は特定の紛争を第三者裁判所へ付託する「仲裁条項」を規定することができる。仲裁

に関する合意は、別途の合意書の形で取り決めることもできる。仲裁合意の条項及び締

結手続は、関係法令により定める。 

当事者は、担保権設定契約において、その他の条項を定めることができる。 

５ 担保権者の権利が抵当証券により証明される場合、その旨を担保権設定契約に明記

しなければならない。 

６ 2009 年 3 月 30 日付けキルギス共和国法 No.97 により失効。 

７ 地方自治体の財産、農業用の土地を担保にする場合は、それらの価格評価は、キル

ギス共和国法規が定める要件に基づいて行われる。 

担保権設定契約の当事者は、担保物件の評価を独立の評価人に委任することができ

る。 

キルギス共和国法「資金、動産及び不動産の合法化に関する恩赦について」に基づ
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き合法化された財産を担保に入れる際、評価額は、合法化主体自身が査定した評価額

を超えてはならない。 

８ 被担保債務がある契約に基づくものである場合は、当該契約の当事者及びその締結

日を明記しなければならない。 

９ 被担保債務の金額が将来において確定する場合は、担保権設定契約書に、その確定

方法とその他の要件を明記しなければならない。 

10 担保権設定者が持つ賃借権を担保物とする場合は、担保権設定契約書に賃貸借財産

及び賃貸借期間を明記しなければならない。 

（2007年8月6日付キルギス共和国法No.133、2009年3月30日付キルギス共和国法No.97

条文参照） 

第 15 条 担保物に対する第三者の権利 

１ 担保権設定者が、売却、贈与（農地を除く）、交換、商事組合若しくは商事会社への

出資又は共同組合資産への払込み、その他の方法で担保財産を処分することは、担保

権者の書面による同意がある場合のみ、かつ、担保権設定契約若しくは担保権設定契

約と同時に締結した裁判外手続による担保権実行に関する合意書又は担保権設定者と

担保権者が後に締結した合意書に当該の権利が明記されていれば、可能である。 

担保権設定者は、担保財産を遺贈する権利を持つ。担保権設定者のこの権利を制限

する担保権設定契約又はその他合意書の条項は、無効である。 

担保権設定者から担保財産を取得する者、また、この法律行為により利益を受ける

者は、担保権の負担がついたままで担保財産に対する権利を取得する。ただし、本条

第 2項が定める場合を除く。 

譲渡又は法人組織変更や相続等による権利承継により、担保権設定契約により担保

権が設定された財産を取得した者は、担保権設定者の地位を承継し、契約に別段の定

めがない限り、元担保権設定者が然るべく履行しなかった債務も含め、担保権設定契

約に基づく担保権設定者の全ての債務を負う。 

担保権設定契約により担保権が設定された財産が複数の者に渡った場合、元担保権

設定者の各権利承継人は、当該財産のうち移転を受けた部分に応じ、主たる債務の不

履行により担保権から生じる結果を引き受ける。 

担保物が不可分である、又はその他の理由により権利承継人の共同所有になった場

合、権利承継人は、連帯債務者となる。 

財産に対する担保権は、当該財産が他者に移転する際に、当該移転に関する規定の

違反があったかどうかに関わりなく、効力を維持する。 

２ 以下の場合、取得者は、担保権の負担なしに担保財産を取得することができる。 
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－ 担保権設定契約又は契約に付された追加文により、一般的に又は特定の第三者に

対し担保権の負担なしに財産を処分することが明文で認められている場合 

－ 担保財産が流動動産で構成されている場合 

－ 担保権設定者の事業が小売業である場合、通常の小売取引として当該財産を購入

する第三者は、担保権の負担なしに当該財産を取得することができる。ただし、担

保権者が当該商品に対して担保権を実行する権利を持つことについて、購入者が販

売前に文書により通知されている場合は、この限りでない。 

３ 担保権設定契約により担保物となっている財産が、本条第 1項の規定に反して譲渡

された場合、担保権者は、自身の選択により、以下のいずれかを請求する権利を有す

る。 

－ 担保財産譲渡を無効認定し、キルギス共和国民法が定める無効の効果を適用する。 

－ 被担保債務の期限前履行を請求し、当該財産が誰に帰属しているかに関わらずこ

れに対する担保権を実行する。 

４ 担保権設定契約により担保物となっている財産の取得者が、取得時点において、同

財産が本条第 1項の規定に違反して譲渡されたことを知り又は知り得たことが証明さ

れた場合、当該取得者は、同財産の価額の範囲で、被担保債務の不履行につき、当該

債務の債務者と連帯で責任を負う。 

被担保債務の債務者ではない担保権設定者が、本条第 1項の規定に違反して担保財

産を譲渡した場合、当該財産の取得者及び元担保権設定者は、当該債務の債務者と連

帯して責任を負う。 

第 17 条 国家による担保財産の強制的収用の効果 

１ 法定の事由、手続により、国家、社会の必要のための収用（買取）、徴発又は国有化

の結果として、担保目的物たる財産に対する担保権設定者の所有権が消滅する場合は、

キルギス共和国法令に基づき、担保権設定者には別の財産又は相当の賠償が与えられ

る。この場合、担保権はその代替物に及び、又はこれに代えて、担保権者は、担保権

設定者に支払われる賠償額から、優先的に債権の満足を受ける権利を取得する。 

２ 本条第１項が定める権利では利益が十分に保護されない担保権者は、被担保債務の

期限前履行を請求し、担保権設定者が受領した代替財産に対して担保権を実行するこ

とができる。 

３ 犯罪その他の違法行為に対する制裁として、国が担保権設定者から担保財産を取り

上げる（没収）する場合、当該財産に対する担保権は維持され、本法第 11 条第９項

の規定が適用される。しかし、担保権者の利益が、同規定の適用では十分に保護され

ない場合、担保権者は、被担保債務の期限前履行を請求し、没収財産に対して担保権
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を実行することができる。 

第 22 条 統一国家担保権登記簿の公開性 

１ あらゆる者は、キルギス共和国法令が定める規定に基づいて、手数料を支払い、統

一国家動産担保権登記簿から情報を入手することができる。 

２ あらゆる者は、キルギス共和国法「不動産権利の国家登記について」が定める規定

に基づいて、国家統一不動産権利登記簿から情報を入手することができる。 

第 24 条 質権の概念 

１ 質権とは、担保権設定契約に従い担保物の占有が担保権設定者から担保権者に移転

する担保権の一種である。 

２ 担保権者と担保権設定者の合意により、担保権者が担保物を施錠し、封印した上

で、 これを担保権設定者の元に残すことが出来る（固定担保）。個別に特定できる

物について、これに担保物であることを示す標識を付けた上で、担保権設定者の占

有に残すことができる。 

  本編の規則は、固定担保における担保権者と担保権設定者との関係の本質に矛盾し

ない限り、固定担保にも適用される。 

第 30 条 担保権設定者が留置する担保物 

１ 担保権設定者が担保財産を留置する担保権の対象物となり得るのは、動産、不動産

（建造物、施設、集合住宅内の住戸、土地）、運輸手段、その他民事取引が禁止されて

いない物品である。 

２ 2009 年 3 月 30 日付キルギス共和国法 No.97 により失効 

（2009 年 3 月 30 日付キルギス共和国法 No.97 条文参照） 

第 34 条 流動動産担保権 

１ 流動動産とは、期間を通じ使用され補充される商品資材在庫、原料、半製品及び完

成品をさす。本条に従い、このような商品で、一般的な説明記述により特定すること

が可能なものを担保物とすることができる。流動動産担保権設定契約は、担保物であ

る流動動産の一般的な説明記述を含むものとする。財団としての企業に担保権を設定

する場合、（担保権設定契約に別段の定めがない限り）、これには企業に帰属する全て

の流動動産が含まれ、その商品の特徴や個々の価額、他の特質を記述したり、特定し

たりする必要はない。 

２ 流動動産に担保権を設定する場合、担保物は一定価格の商品である。契約に別段の

定めがない限り、担保権設定者は、商品総額が担保権設定契約に示されている価格を

下回らない範囲で担保物を交換する権利を有する。ただし、合意による別段の定めが

ない限り、被担保債務の履行分に応じた流動動産総額の減額は認められる。 
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３ 流動動産担保権とされるのは、担保権設定者の元に留置される商品への担保権設定

である。流通及び加工段階にある商品を担保物とする際、担保権設定者は、本章の規

定を遵守した上で、担保物を占有、使用又は処分する権利を保持する。 

４ 流動動産担保権設定契約の条件に従い担保権設定者が取得した流動動産は、担保権

設定者に所有権又は別の物権が移転した時点から担保物となる。流通中の商品は、所

有権、完全経営管理権、運用管理権が商品取得者に移転した時点から担保目的物では

なくなる。 

５ 担保権設定者に対し流動動産を取得するための融資を行い、当該動産が担保物とな

る前にこれらに対して登記した担保権を有する担保権者は、流動動産が担保権設定者

の所有又は直接的占有に移転する以前に上記の事実について通知を受けた他の担保権

者に対し優先権を持つ。 

６ 本法第 58 条に従い、担保権者が担保権設定者に担保権実行通知を手交した場合、担

保権設定者はあらゆる流動動産の処分を禁止される。担保権者が担保登記所に担保権

実行の事実を登記した場合、流動動産又はそれと混合若しくは交換された商品を取得

する者は、担保権の負担がついた形でこの財産を取得する。 

７ 商品に対する担保権の設定は、キルギス共和国法令に従い有価証券とされる物品証

券を担保権者に交付する形で手続できる。担保に供された有価証券は、公証人役場又

は銀行に寄託できる。 

（キルギス共和国法 2009 年 3 月 30 日付 No. 97 により改正） 

第 35 条 抵当権 

１ 抵当権は、不動産に対する所有権その他物権を担保とし、又は財団としての企業等、

その構成に不動産を含む物件を担保に入れて、金銭又は金銭により表示される債務の

履行を保証する方法である。 

農地への抵当権設定の特則は、キルギス共和国の土地関連法令が規定する。 

２ 抵当権設定契約は、契約締結に関するキルギス共和国民法の通則、キルギス共和国

法「農業用土地の管理について」及び本法の規定を遵守の上、締結しなければならな

い。 

抵当権が設定された不動産は、担保権設定者の占有及び使用下に置かれる。 

抵当目的物の占有が担保権者に移転することは、かかる担保権が質権であることを

意味しないが、抵当権は、不動産権利登記機関において義務的国家登記を行う対象と

なる。 

３ 抵当目的物となるのは、以下のような不動産に対する所有権又はその他の物権であ

る： 
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1) 農地を含む土地 

2) 建造物、施設 

3) 住宅、集合住宅内住戸及び/又は複数家屋の一部及び一つ又は複数の独立した部屋

から成る住戸の一部 

4) 別荘、菜園小屋、ガレージ、その他用途用建物 

5) キルギス共和国法令により不動産に分類されるその他の財産。ただし、水力発電

所及び貯水池の建物及び施設は除く。 

４ 本法の規定は、建物及び施設を含め、建設中不動産の抵当権にも適用される。 

５ 契約に別段の定めがない限り、抵当権の目的物である主物には、その従物を含めて

一体として抵当権が設定されたものとみなす。 

６ その特性及び目的を変えずに現物を分割することが不可能な財産（不可分物）の一

部は、独立した抵当権目的物とすることはできない。 

７ 不動産を目的物とする抵当権設定に関する規定は、法律に別段の定めがなく、また、

関係の本質に反しない限り、土地利用権及び不動産賃貸借契約に基づく賃借人の権利

（賃借権）に対する担保権設定にも適用する。 

土地、企業及びその他の不動産を目的物とする担保権は、これらの流通がキルギス

共和国法規により制限されていない範囲において発生しうる。 

第 52 条 権利担保権 

１ 担保物が担保権設定者に支払われるべき金銭債務の場合、法令で規定される場合を

除いて、担保権設定者は、債務者にその債務が担保に供されたことを通知する義務を

負わない。担保物となった債務の債務者は、担保権設定者又は担保権者が担保権の設

定について通知していないのであれば、担保権設定者又は担保権設定者が指定する他

の者に対して支払をする形で、自己の債務を弁済できる。そのような通知が債務者に

手交された後であれば、担保権者は、担保物となった債務（担保権設定者に対する金

銭返済債務）を負う債務者に、直接、支払を請求することができ、また、担保物とな

った債務は、担保権者又は担保権者が指定する他の者への支払いによってのみ弁済す

ることができる。 

  財団としての企業を担保物とする場合、担保権設定契約に別段の定めがない限り、

企業に帰属する全ての権利は担保物に含まれる。 

２ 担保物が、第三者が担保権設定者に対して負う非金銭的な約定債務の場合、そのよ

うな約定債務は、担保権設定者との合意に従い、第三債務者により満足を受ける。こ

の場合、担保権者は、任意の契約金額が担保権設定者の占有に入った後に、債権の満

足を得ることが出来る。 
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  担保権者は、第三債務者が担保権設定者に対して負う約定債務に対して、本法の規

定に従って強制取立権を行使する旨を記載した強制取立通知書の写しを、第三債務者

に送った後であれば、直接、第三債務者から債権の満足を得ることができる。 

（キルギス共和国法 2009 年 3 月 30 日付 No.97 により改正） 

第 55 条 担保権の実行原因 

１ 本法に示される担保権者（債権者）の債権を満足させるため、担保権は、以下の場

合など、債務者が主たる債務を自己の責に帰すべき事由により履行せず、及び／又は

その履行が不適切である場合に、これを実行することができる。 

 1) 債務支払期限の違反 

 2) 本法第 56 条に定められている場合につき、被担保債務の期限前履行についての担

保権者の請求を債務者が履行しなかった場合。 

２ 担保権は、本法に別段の定めがない限り、担保権設定契約又は法定抵当権を設定す

る他の契約に定められる手続により実行される。担保権設定契約又は法定抵当権を設

定する他の契約の条件と、担保権実行により弁済される債権に対する被担保債務の条

件との間に不一致がある場合、担保権設定契約又は法定抵当権を設定する他の契約の

条件が優先される。 

（キルギス共和国法 2009 年 3 月 30 日付 No.98 により改正） 

第 56 条 被担保債務の期限前履行請求が満足されない時の担保権の実行 

  担保権者は、以下の場合、被担保債務の期限前履行を請求でき、その請求が満たさ

れない場合には担保権を実行する権利を有する。 

 1) 担保権設定者による担保物処分規則の違反又は担保物が担保権設定者の占有を離

れた場合 

 2)  担保権設定者による担保物の交換又は回復に関する規則違反 

 3)  担保権設定者の責めに帰すべきでない状況により担保物が滅失し、担保権設定者

が担保物の交換権又は回復権を行使しなかった場合 

 4) 担保権設定者による後順位担保規則違反 

 5) 担保権設定者による担保物の維持管理義務違反 

 6) 担保権設定者が、担保物に対する第三者の権利について担保権者に予め通知する

義務を果たさなかった場合 

 7) 法律、担保権設定契約又は担保権を設定するその他の契約が規定するその他の場

合 

（キルギス共和国法 2009 年 3 月 30 日付 No.98 により改正） 

第 58 条 担保権実行手続 
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１ 担保権者は、裁判外手続又は裁判手続による担保権実行手続を開始するために、以

下を行わなければならない。 

 1) 担保権実行手続開始の通知書を作成する。 

 2) 担保物が登記の対象だった場合、担保権の国家登記を行なった機関においてこの

通知書を登記する。 

 3) 通知書を債務者（及び債務者ではない担保権設定者）に手渡す。通知書を直接手

渡すことが出来ない場合、債務者（及び担保権設定者）の契約書に記載の郵便宛先

に書留及び／又はファックスで送付する。 

 4) 全担保権者が同一人物である場合を除き、先順位担保権者及び後順位担保担保権

者に通知書の写しを送る。 

２ 通知は書面で作成され、以下を含むものとする。 

 1) 担保権設定契約及び債務、担保権実行対象である担保財産についての記述、担保

権実行の原因たる被担保債務の履行状況についての概要 

 2) 通知書を担保権設定者（債務者）に送付した時点から 15 日以上の一定期間内に債

務総額を支払うことを含めた、自発的債務履行の催告 

 3) 担保権実行の可能性についての通告 

 4) 担保が登記されている場合、登記番号及び登記日 

 5) 担保権者の判断で必要と思われる他の情報 

 6) 通知日及び担保権者又はその受任者の署名。担保企業に対する担保権実行の場合

は、担保物たる企業に対する第一位順位担保権者の署名、又任命された企業管財人

の署名とその情報 
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○タジキスタン共和国民法 

第 141 条 民事上の権利の客体の取引可能性 

１ 民事上の権利の客体は、取引が禁止又は制限されていない限り、権利の包括承継そ

の他の手段により、ある者から他の者へ自由に譲渡し、又は移転することができる。 

２ 取引が禁止される民事上の権利の客体（取引禁止物）の種類は、法律により明示し

なければならない。 

３ 属人的非財産利益及び権利は、法令で定める場合を除き、譲渡及び移転できない。 

第 143 条 不動産の国家登記 

１ 不動産の所有権及びその他の物権、これら権利の制限、発生、移転及び消滅は、法

務省機関により統一国家登記簿に国家登記されなければならない。登記対象は、所有

権、経営管理権、運用管理権、相続可能終身占有権、永久使用権、抵当権、地役権、

また、本法及びその他の法律が定める場合、その他の権利である。 

２ 法律が別途定める場合、特定種の不動産につき、国家登記の他、特別登記又は登録

が行われる。 

３ 不動産権及び不動産取引の国家登記を行う機関は、権利保有者の要請に基づき、文

書を交付し、又は登記のために提出された文書に相応の記載をすることにより、行わ

れた登記、登記された権利及び取引を証明する義務を負う。 

４ 不動産権利及び取引の国家登記機関は、行われた登記及び登記された権利に関する

情報を、あらゆる者に提供する義務を負う。情報は、登記地に関係なく、任意の不動

産登記機関により提供される。 

５ 不動産権利及び取引の国家登記が拒否された場合及び登記機関が登記を回避した場

合は、裁判所に不服を申し立てることができる。 

６ 国家登記の手続及び登記不受理の事由は、本法及び不動産権利、取引登記に関する

法律により規定される。 

第 303 条 共同所有物における持分に対する取立 

１ 共有物又は合有物の所有者に対して債権を有する債権者は、前者の財産が不足する

場合、共同所有物におけるこの者の持分を分離し、これに対して取立てを行うことが

できる。 

２ かかる状況において、持分を区別することが不可能であるか、共有若しくは合有に

おける他の共同所有者がこれに反対する場合、債権者は、債務者に対し、自己の持分

を相応の市価で残りの共同所有者に売却し、その売得金から債務を返済するよう請求

できる。 

  残りの共同所有者が債務者の持分を取得することに同意しない場合、債権者は、共
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同所有権における持分に対する取立てを裁判所に申し立てることができる。 

第 355 条 違約罰の概念 

１ 違約罰（違約金、遅延利息）とは、法令または契約に定める金銭で、債務不履行又

は履行遅滞などの不適切履行があったときに、債務者が債権者に支払わなければなら

ないものをいう。違約罰の支払いを請求するときは、債権者は、損害を受けたことを

証明する義務を負わない。 

２ 違約罰の額は、定額として定めるか、債務の未履行又は不適切履行部分に対するパ

ーセンテージで算定する。 

第 359 条 担保権の概念及び発生事由 

１ 担保権により、被担保債務の債権者（担保権者）は、債務者が債務を履行しない場

合に、担保財産の権利者（担保権設定者）の他の債権者に優先し、当該財産の価値か

ら満足を得る権利を持つ。ただし、法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

  担保権者は、同様の原則に基づき、保険金受取人が誰であるかにかかわらず、担保

物の滅失又は毀損に対し支払われる保険金から満足を得る権利を有する。ただし、担

保権者の責めに帰すべき事由によって滅失又は破損が生じたときは、この限りでない。 

２ 企業、建造物、施設、住戸、その他不動産を担保物とする担保権（抵当権）は、抵

当法が規定する。本法が定める担保権の通則は、本法及び抵当法に別段の定めがない

限り、抵当権についても適用する。 

３ 担保権は契約に基づいて発生する。担保権は、また、どの財産がどの債務の履行を

保証するために担保となっているとみなされるかが法令に規定されている場合におい

て、それに指定される状況が到来した際に、法令に基づき発生する。 

  本法の約定担保権に関する規定は、法定担保権にも適用する。ただし、法令に別段

の定めがある場合は、この限りではない。 

第 360 条 担保目的物 

１ 担保目的物には、物品及び財産権（債権）等のあらゆる財産が対象となり得る。た

だし、取引禁止物（本法第 141 条第 2項）、扶養料請求権、生命及び健康損害の賠償請

求権など債務者の一身専属請求権、その他の法令で他の者への譲渡が禁止されている

権利を除く。 

２ 担保権は、契約により、担保権設定者が将来において所有権、経営管理権を取得す

る財産にも及ばせることができる。 

３ 強制執行が認められない市民の財産など、特定種の財産に担保権を設定することは、

法令によりこれを禁止又は制限することができる。 

４ 削除 
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５ 銀行及びその他の経済活動主体も含めた株式会社の有価証券への担保権の設定は、

有価証券関連法令を考慮して行う。 

第 362 条 担保権の種類 

１ 担保権の種類には、抵当権、質権、権利担保権、金銭担保権及び質入れがある。 

２ 抵当権は、担保権の一種で、担保財産が担保権設定者及び第三者の占有及び使用下

に留置されるものである。 

抵当目的物となり得るのは、企業、構造物、建造物、施設、集合住宅内住戸、宇宙

物体、その他の流通が制限されていない財産である。 

分離可能な果実は、それが分離の時点から第三者の権利の対象とならない場合に限

り、抵当物とすることができる。企業、構造物、建造物、施設、集合住宅内住戸、運

輸手段、宇宙物体への抵当権設定は、これら対象物の登記を行う機関で登記されなけ

ればならない。 

３ 質権は、担保権の一種であり、担保財産が担保権設定者により担保権者の占有に引

渡されるものである。 

４ 権利担保権における担保物は、譲渡可能な財産権、企業、構造物、建造物、施設の

賃借権、商事組合財産の持分に対する権利、金銭債権、著作者、発明者の権利、その

他の財産権である。 

土地及びその他天然資源に対する権利への担保権の設定は、土地及びその他天然資

源関連法令が定める範囲と条件で認められる。 

期限がある権利については、その有効期間内においてのみ、これを担保物とするこ

とができる。 

担保物となった権利における債務者は、その権利に担保権が設定されたことについ

て通知されなければならない。 

担保物たる権利が文書にて証明されるものである場合、担保権設定契約は、権利付

与文書の引渡により手続できる。 

５ 有価証券が証明する財産権に担保権を設定する場合、契約に別段の定めがない限り、

有価証券は、担保権者に引き渡すか、銀行又は公証人役場に寄託する。 

６ 金銭担保権は、法律又は契約に別段の定めがない限り、金銭を担保権者に引渡すこ

とにより成立する。 

第 367 条 担保財産を担保権者に引き渡す担保権、引き渡さない担保権 

１ 法律又は契約に別段の定めがない限り、担保財産は、担保権設定者が留置する。 

  抵当権が設定された財産は、担保権者に引き渡さない。 

２ 担保物は、担保権者がこれに施錠、封印し、担保権設定者の元に残すことができる。 
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  担保物は、担保物であることを証する標示を施して、これを担保権設定者が留置す

ることができる（固定担保）。 

３ 担保権設定者が一時的に第三者の占有又は用益に供した担保物は、これを担保権設

定者が留置しているものとみなす。 

４ 有価証券により証明される債権を担保権の目的とする場合は、有価証券は、その占

有を担保権者に移転し、又は公証人に寄託するものとする。ただし、契約に別段の定

めがあるときは、この限りでない。 

第 368 条 担保権設定契約、その形式と登記 

１ 担保権設定契約書には、担保目的物、被担保債務の内容、金額及び履行期を明記し

なければならない。また、契約書には、担保財産をいずれの当事者の占有下に置くか

を明記しなければならない。 

２ 担保権設定契約は、書面により締結しなければならない。本法第 453 条第 3項に基

づき締結される担保権設定契約の要素を含む混合契約は、本条の要件に準じなければ

ならない。 

抵当権設定契約、公証を要する契約に基づく債務を保証するために締結される動産

又は財産権を目的物とする担保権設定契約は、公証を要する。 

３ 抵当権設定契約は、当該財産の取引の登記を定める規定に基いて、登記しなければ

ならない。動産担保権の登記手続は、法律が定める。 

４ 本条第 2項及び第 3項の規定を遵守しない場合、担保権設定契約は、無効となる。 

第 369 条 担保権が及ぶ財産 

１ 担保目的物に対する担保権者の権利（担保権）は、その従物に及ぶ。ただし、契約

に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

  契約で定める場合、担保権は、担保財産を使用して得られた果実、生産物及び収益

に及ぶ。 

２ 企業その他の財団の全体に対して抵当権を設定する場合、担保権は、その構成に含

まれる全ての財産、動産及び不動産、債権及び排他的権利に及び、これには抵当権設

定期間中に取得したものを含む。ただし、法律又は契約に別段の定めがあるときは、

この限りでない。 

３ 担保権設定契約により、また、法定担保権については法律により、担保権設定者が

将来において取得する物及び財産権を目的物として担保権を設定することができる。 

第 370 条 担保権の発生 

１ 担保権は、以下の条件が同時に存在する場合に発生する。 

－ 本法第 368 条の要件に従った担保権設定契約 
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－ 担保権設定者が担保物件に対し所有権若しくはその他の物権又はその他の財産権

を保有していること。 

２ 担保財産を担保権者に引渡す担保権については、担保権は、担保権設定契約に別段

の定めがない限り、当該財産の引渡し時点で発生する。 

３ 流動動産の担保権は、本法第 386 条 2 項の規定に基づき発生する。 

第 371 条 後順位担保権及び担保権者の順位の確定 

１ 担保権設定契約により既にある担保権（先順位担保権）の目的物となっている財産

を、さらに別の債権の履行を担保するための担保物とすることができる（後順位担保

権）。 

２ 後順位担保権は、同一財産の先順位担保権設定契約が禁じていない場合に、これを

設定することができる。 

  先順位担保権設定契約が後順位担保権を設定するための条件を定めている場合、後

順位担保権設定契約は、この条件に従って締結されなければならない。 

３ 同一担保物に対する担保権者間の順位は、司法省機関が担保権を登記した日付によ

り確定する（登記済担保権）。動産担保権における担保権者の順位は、法律が定める。 

４ 順位上の優先権を行使する担保権者は、先順位担保権者である。その他の担保権者

は、後順位担保権者である。 

５ ある財産の取得を目的とした融資を当該財産を担保として行った債権者は、この担

保権を登記している場合は、当該財産の価額から債権の満足を受ける排他的（順位外）

優先弁済権を持つ。 

６ 担保権設定者は、担保物について存在する全ての担保権につき本法第 368条第１項

の情報を各後順位担保権者に通知しなければならず、この義務に違反したことにより

担保権者に生じた損害を賠償する責任を負う。 

７ 後順位担保権者の債権は、先順位担保権者が債権の満足を得た後に残った価値から

満足を受ける。 

  弁済順位は、担保権者の書面による同意に基づき変更することができる。 

第 377 条 担保権の実行原因 

１ 担保権者（債権者）の債権を満足させるため、担保権は、債務者が自己の責に帰す

べき事由により被担保債務を履行せず、又は不適切に履行した場合には、これを実行

することができる。 

  弁済順位は、担保権者の書面による同意に基づき変更することができる。 

２ 主たる債務の不履行が軽微であるにもかかわらず、担保権者の請求額が担保物の価

格に比して明らかに均衡を欠く場合は、担保権の実行を認めないことがある。 
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第 378 条 担保権の実行手続及び条件 

１ 担保権は、裁判手続によっても、裁判外手続によっても実行できる。 

２ 担保権は、担保権設定契約に裁判外手続による実行が可能である旨の取り決めがな

い場合、また、以下の場合、裁判手続により実行できる。 

̶ 担保権設定契約の締結に他者、他機関の同意又は許可が必要であったにも関わ

らず、このような同意又は許可がとられなかった場合 

̶ 担保物が、社会にとって大きな歴史的、芸術的又はその他文化的価値を持つ財

産である場合 

̶ 担保権設定者が不在で、所在の確認が不可能である場合 

３ 法律に別段の定めがない限り、裁判外手続による担保権の実行は、担保権設定契約

又は裁判外手続による担保権実行に関する条項を含む合意書に基づいて行われる。 

  担保権の裁判外実行手続につき当事者間に争う事由がない限り、いずれの当事者も、

一方的に裁判外手続を変更したり、その他の方法で契約（合意書）に定められる裁判

外手続を拒否してはならない。 

  この際、担保権実行事由が発生した後で、当事者は、追加合意により、担保権設定

契約又は合意書による当初の取り決めとは異なる裁判外実行手続を取り決めること

ができる。 

４ 担保権設定契約又は別途の合意書により裁判外実行手続が規定されている場合につ

いても、債務者は、担保権実行事由を争う訴訟を裁判所に申し立てることができる。 

  担保権実行事由をめぐる担保権設定者と担保権者の紛争の審理において、裁判所は、

担保権実行事由の妥当性に関する決定を出す。この決定をする際、裁判所は、当事者

間の合意で取り決められている裁判外実行手続を変更してはならない。 

５ 裁判外手続又は裁判手続による担保権実行手続を開始するために、担保権者は、以

下を行わなければならない。 

̶ 然るべき方法により、債務者（担保権設定者）に通知書を手交する。 

̶ 通知書の写しを、先順位及び後順位債権に送付する。 

 通知を受けた債務者（担保権設定者）は、以下の権利を有する。 

̶ 担保権者の任意債務履行催告に従い債務を履行する。 

̶ 担保権実行事由を争う訴訟を裁判所に申し立てる。 

第 383 条 担保財産の強制収用の効果 

１ 法律の定める事由及び手続により、国家の必要のための収用（買取）、徴発又は国有

化の結果として、担保権の目的物たる財産に対する担保権設定者の所有権が消滅する

場合は、担保権設定者に別の財産又は相当の賠償が与えられる。この場合には、担保
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権はその代替物に及び、又はそれに代えて、担保権者は、担保権設定者に支払われる

べき賠償額から優先的に自己の債権の満足を受ける権利を取得する。担保権者は、ま

た、被担保債務の期限前履行を請求することができる。 

２ 担保権の目的物たる財産の真の所有者が他の者であったという理由により（第 322

条）、又は犯罪その他の違法行為に対する制裁として（第 267条）、法律の定める手続

により、担保権設定者が担保物を没収される場合は、当該財産に対する担保権は、消

滅する。この場合、担保権者は被担保債務の期限前履行を請求する権利又は担保物の

交換を請求する権利を有する。 

第 386 条 流動動産担保権 

１ 流動動産担保権とは、流動動産（商品）を担保物とする担保権であり、これを担保

権設定者に占有させ、その構成及び現状（商品在庫、原材料、資材、半製品、完成品

等）を変更する権利を担保権設定者に与えるものをいう。ただし、商品の総価値は、

担保権設定契約で定めた額を下回ってはならない。 

  契約に別段の定めがない場合、被担保流動動産の総価値は、被担保債務の履行済み

分に応じて減額することができる。 

２ 担保権設定者が譲渡した流動動産は、その所有権、経営管理権または運用管理権が

取得者に移転した時に担保目的物でなくなる。担保権設定契約に定める商品で担保権

設定者が取得したものは、担保権設定者にその所有権が発生した時に担保目的物とな

る。担保物たる商品が補充されるまでは、商品の売却により得られた金銭が担保物と

なる。 

担保権設定契約に従い取得された流動動産は、担保権設定者に所有権又はその他の

財産権が発生した時に、担保権の目的物となる。 

３ 流動動産担保権の担保権設定者は、担保記録簿をつけ、流動動産担保権の条件と、

加工など、担保物の構成や現状に変化を及ぼす全ての業務を、業務日ごとに記録しな

ければならない。 

４ 担保権設定者が流動動産担保権の契約条項に違反した場合は、担保権者は、商品に

自己の標識および封印を施すことにより、違反が除去されるまで、当該商品に関する

営業行為を停止させることができる。 

第 388 条 留置権の根拠 

１ 債務者又は債務者の指定する者に引き渡すべき物を占有している債権者は、債務者

が期限までにその物の代金支払義務、費用償還義務その他の損害賠償義務を履行しな

い場合は、当該債務が履行されるまでの間、その物を留置することができる。 

又、物品代金の支払義務、費用償還義務その他の損害賠償義務によらない債権でも、



 
 

108 

企業家を当事者とする債権債務関係から発生したものについては、物品の留置により

これを担保することができる。 

２ 債権者が物を占有下に置いた後に、その物に対する権利を第三者が取得した場合で

も、債権者は、占有下にある物を留置することができる。 

３ 本条の規定は、契約に別段の定めがないときに限り、これを適用する。 

第 390 条 保証契約（poruchiteljstvo） 

１ 保証契約に基づいて、保証人は、他人の全部又は一部の債務履行につき、その債権

者に対し責任を負わなければならない。 

２ 保証契約は、将来に発生する債務の保証のためにも、これを締結することができる。 

  保証契約により保証できるのは、有効な債権のみである。 

第 392 条 保証人の責任 

１ 債務者が保証契約により担保される債務を履行しない場合、又は履行が不適切であ

った場合、保証人と債務者は、債権者に対し連帯して責任を負う。ただし、法律又は

保証契約が補充責任を定めている場合は、この限りでない。 

２ 保証人は、債権者に対し、利息、取立てに関する裁判費用、債務の不履行又は不適

切履行により債権者が被った損害の賠償を含め、債務者と同範囲の責任を負う。ただ

し、保証契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。 

３ 保証契約に別段の定めがない限り、共同保証人は、債権者に対し連帯して責任を負

う。 

４ 債務者による債務履行について銀行、その他金融機関、保険業者又は保証を業とす

る他の者が保証する場合、契約条項による別段の定めがない限り、保証人は、債権者

に対し、保証契約に示される金額を上限として責任を負う。 

第 397 条 銀行保証（garantiya）の概念 

１ 銀行保証により、銀行その他の金融機関、金融機関（保証人）は、他人（本人）の

債権者（受益者）からの書面による支払請求に応じて、保証人のなした約束の条件に

したがった金額を受益者に支払う旨を、本人の要請に基づき書面により約束する。 

２ 本条第 1項に記載される主体と本人間の保証契約は、書面で締結する。 

書面によらない場合は、保証契約は無効となる。 

３ 銀行保証には、保証交付の依頼者、保証金額及び期間、保証にかかわる債権者の名

称、保証される債務、請求の提示条件、保証履行期間、保証人の責任及びその他の必

要条項が含まれなければならない。 

第 406 条 銀行保証債務の上限 

１ 受益者に対し保証人が負う銀行保証上の債務は、保証金額の支払いにこれを限定す
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る。 

２ 保証人による保証債務の不履行又は不適切履行については、保証人が受益者に対し

て負う責任は、保証金額の支払いにこれを限定しない。ただし、保証書に別段の定め

があるときは、この限りでない。 

第 409条 手付の概念、手付に関する約定の方式 

１ 手付とは、契約交渉当事者の一方が他方当事者に交付する金銭で、契約により他方

へ支払うべき金額の内金となり、契約締結の証拠及び契約履行の担保となるものをい

う。 

２ 金額にかかわらず手付に関する約定は、書面により行わなければならない。 

３ 契約に基づく内金として当事者の一方の支払った金銭が手付か否かについて疑いが

ある場合で、特に第２項の規定に反したために疑いが生じたときは、この金銭は前金

として支払ったものと推定する。ただし、反証があるときは、この限りでない。 

第 457 条 契約の効力 

１ 契約は、締結時から発効し、当事者にとって拘束力を有するものとなる。 

２ 当事者は、締結した契約の条項が契約の締結前に生じた当事者間の関係に適用され

る旨を定めることができる。 

３ 法律又は契約により、契約の有効期間の満了によって契約当事者間の債権債務関係

が消滅する旨を定めることができる。 

  このような規定を有しない契約は、当事者が契約に従い債務の履行を終了した時ま

で効力を有するものとする。 

４ 当事者は、契約の有効期間が終了しても契約違反の責任を免除されない。 

第 465 条 契約の締結時点 

１ 契約は、申込みをなした者がその承諾を受けた時に、これを締結したものとみなす。 

２ 法律により契約締結のために財産の引渡しが必要である場合には、契約は、当該財

産の引渡しの時に、これを締結したものとみなす（第 248条）。 

３ 国家登記を要する契約は、法律に別段の定めがない限り、国家登記の時点で締結し

たものとみなす。 

第 839 条 与信契約 

１ 与信契約に基づき、一方の当事者である銀行又はその他の金融機関（債権者）は、

他方の当事者（借主）に対し、契約で定める金額及び条件で、資金（与信）を提供す

る義務を負い、借主は、受領した元本を返済し、元本に対する金利を支払う義務を負

う。 

２ 法令により、金融機関ではない営利団体が信用供与を行うことが許されている場合
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には、与信契約についての規定は、当該営利団体が行う信用供与の諸関係にこれを適

用する。 

３ 与信契約関係に対しては、本法の消費貸借に関する規定を適用する。ただし、本款

の規定に別段の定めがあるとき又は与信契約の本質から別段に解すべきときは、この

限りでない。 

 

 

○タジキスタン共和国抵当法 

第 2条 抵当権の発生事由 

１ 抵当権設定契約に基づき、一方の当事者、つまり、被担保債務の債権者たる抵当権

者は、法律に別段の定めがない限り、契約の他方の当事者である抵当権設定者の抵当

不動産又は抵当物権の価額から、抵当権者の他の債権者に優先して、被担保債務の債

務者に対する金銭債権の満足を受ける権利を有する。 

抵当権設定者には、被担保債務の債務者自身又は当該債務に参加していない他の者

がなることができる。 

抵当権が設定された財産は、抵当権設定者の占有及び使用下に留置される。 

財産の負担としての抵当権は、法定手続により契約が国家登記された時点をもって、

発生する。 

２ 法律に指定される状況の到来により法律に基づき発生する不動産の担保権（以下、

法定抵当権）に対しては、法律に別段の定めがない限り、約定抵当権に関する規定を

適用する。 

３ タジキスタン共和国民法の担保権に関する通則は、民法又は本法に別段の定めがな

い限り、抵当権設定契約に基づく諸関係にも適用する。 

第 4 条 抵当権により担保される債務 

 抵当権は、法律に別段の定めがない限り、与信契約、消費賃借契約による基づく債

務や、売買、賃貸借、請負、その他契約又は加害に基づく債務などを保証するために

設定することができる。 

第 14 条 抵当権の国家登記 

抵当権は、不動産及び不動産権利統一国家登記簿に国家登記しなければならない。

その手続は、タジキスタン共和国不動産及び不動産権利国家登記法によって定められ

ている。 

第 23 条 担保財産の譲渡 

１ 抵当権設定契約に別段の定めがない限り、抵当権設定契約に基づき抵当権が設定さ
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れた財産は、抵当権者の同意がある場合のみ、売却、贈与、交換、商事組合若しくは

商事会社への出資又は生産共同組合財産への払込、その他の方法で、抵当権設定者が

他者に譲渡することができる。 

２ 抵当権設定者は、抵当財産を遺贈する権利を有する。この抵当権設定者の権利を制

限する抵当権設定契約の条項、その他の合意は、無効である。 

第 45 条 抵当権の設定が認められない土地使用権 

１ 以下の土地についての土地使用権には、抵当権を設定することはできない。 

－ 国家予備地 

－ 国家水資源地 

－ 国有林 

－ 自然保護区、保養地、レクリエーション用地及び歴史文化的価値を持つ土地 

－ 公共利用土地 

－ 防衛上の用途のために提供された土地 

２ 建造物及び施設が定着する土地の使用権に抵当権を設定することは、建造物及び施

設に抵当権が設定されていない場合は、認められない。 

３ 土地の一部に対する使用権については、当該土地部分が独立した区画として用途に

従い使用できない場合には、これに抵当権を設定することはできない。 

４ 賃借人が、元の土地使用者の同意を得ずに、自己の土地賃借権に抵当権を設定する

ことは、認められない。 

５ 短期の土地使用権及び 3年以内の土地賃借権への抵当権の設定は、認められない。 

 

 

○タジキスタン共和国不動産及び不動産権利国家登記法 

第 29 条 不動産及び不動産権利統一国家登記簿の情報及び文書提供 

１ 共和国及び地方の国家登記機関は、具体的な不動産物件に対する権利及び権利の制

限（負担）に関し、交付時点で存在するものについてのみ、必要情報をあらゆる者に

提供する義務を負う。かかる情報は、登記簿謄本の形式で提供される。 

２ 具体的個人が不動産に対して持つ権利についての総括的情報は、以下の者に限り提

供される。 

－ 権利保有者 

－ 包括的権利承継又は相続により不動産権利の移転を受ける者 

－ タジキスタン共和国法規で定める場合につき、国家機関及びその他の機関、公証

人、その他の者。 
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３ 不動産物件の履歴に関する情報（不動産の形成、変更、前所有者、その他の権利保

有者、権利の制限（負担）に関する情報、具体的不動産物件に関するその他の情報）、

不動産調査台帳からの情報、特別情報（統一国家不動産・不動産権利登記簿の情報及

び文書で、特別の処理や分析を要するもの）等の情報提供は可能である。 

４ 不動産情報で国家機密にあたるものは、国家機密に関するタジキスタン共和国法令

が定める手続によってのみ、交付することができる。 

５ 不動産情報又は理由を付した情報提供不可通知は、タジキスタン共和国法令による

別段の定めがない限り、申請書提出及び情報提供料金の納付から 5日以内に提供され

る。 

６ 不動産・不動産権利統一国家登記簿の情報は、登記官又は国若しくは地方国家登記

機関の長から権限を与えられたその他の者が署名した文書により、又は電子（磁気）

媒体により管理される不動産・不動産権利統一国家登記簿文書への遠隔アクセスによ

り、提供される。 

７ 情報交付の拒絶又は情報提供の回避については、裁判所に不服を申し立てることが

できる。 

  情報の不提供又は信頼性を欠く情報の提供については、タジキスタン共和国法令に

基づき、責任を問われる。 

８ 情報交付に関しては、記録をつけるものとする。国及び地方の国家登記機関は、権

利保有者の要請に基づき、この者が権利を持つ不動産に関する情報を入手した者及び

機関の情報を提供しなければならない。 

 

 

○タジキスタン共和国動産担保法 

第 4条 動産担保権の目的物 

１ 担保目的物とすることができるのは、所有権その他の物権に基づき保有される動産、

民事上の取引を禁止されておらず、タジキスタン共和国法令が定める規定に基づき譲

渡することが可能な権利である。 

２ 担保物とすることができるのは、担保権設定者に属する譲渡可能な財産権で、これ

には賃借権、合有物の持分に対する権利、金銭債権、担保権設定者が所有権を持たな

い物品から利益を受ける権利、知的活動に基づく財産権及びこれに準じる権利、有価

証券に対する権利及び約定債務に基づくその他の権利（債権）等がある。期限を持つ

権利は、その有効期間内のみ抵当物とすることができる。 

３ 将来において発生する物品又は権利に、抵当権を設定することができ、抵当権設定
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者の生産物の将来在庫や受取り勘定なども、特に制限なく抵当物とできる。 

４ 抵当権設定契約に別段の定めがない限り、抵当物である主物品は、その従物ととも

に不可分な一体として抵当権が設定されたものとみなされる。その用途を損なわずに

現物を分割することが不可能な財産（不可分物）の一部分は、これを独立した抵当目

的物とすることはできない。 

５ 取引禁止物、扶養料請求権、生命健康損害の賠償請求権などの一身専属権、タジキ

スタン共和国法令で譲渡が禁止されているその他の権利は、担保物とすることはでき

ない。 

６ タジキスタン共和国政府は、歴史的、文化的価値又は国家安全保障上の観点から担

保目的物とすることができない物件の一覧を定めることができる。 

第 6 条 動産担保権による被担保債務及び債権 

１ 法律に別段の定めがない限り、担保権は、売買、賃貸借、請負、その他債務の分割

履行を伴う契約による債務などの金銭債務又は金額で表示される債務を保証するため

に設定することができる。 

  担保権設定契約に別段の定めがない限り、担保権は、その実行時点での担保権者に

対する債務額を保証し、これには債務元本、利息、違約罰、担保財産の価値を保持す

るために必要な維持管理費の未払い部分、債務履行遅滞により発生した損害の賠償、

担保の強制執行費用の補償も含まれる。 

２ 担保権は一つ又は複数の債務を保証することができる。複数の被担保債務や将来発

生する被担保債務は、担保権に含まれる債務を詳述することにより特定できる。 

３ 一つの債務が履行された場合、契約が同じ当事者間のもので、担保権設定契約にお

いて取り決めている場合は、担保権は、禁止条項を解くことなく別の後順位債務を保

証することができる。 

４ 債務を５０パーセント以上履行した担保権設定者は、債務履行分に比例して担保物

の負担を軽減することを担保権者に求める権利を有する。 

第 7 条 動産担保権設定契約の形式と内容 

１ 担保権設定契約は、書面にて締結しなければならず、当事者が署名した文書を作成

する。 

２ 担保権が公証を要する契約に基づく債務を保証する場合、また、当事者間の合意書

でその旨の取り決めをしている場合、担保権設定契約は、公証を受けなければならな

い。 

３ 被担保債務を定める与信契約やその他の契約に担保権設定契約を含める場合、当該

契約の形式については、担保権設定契約について定めている規定を遵守しなければな
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らない。 

４ 本条第 1項、第 2項及び第 3項に定められる担保権設定契約に関する規定が遵守さ

れない場合、担保権設定契約は、無効となる。かかる契約は絶対無効とされる。 

５ 担保権設定契約は、以下を含まなければならない。 

1) 当事者の名称（氏名）及び所在地（居住地） 

2) 担保権により担保される主たる債務 

3) 担保物の名称、評価額、構成及び所在地、同定に足りる担保物件の説明記述 

4) 担保物に対する先順位担保権契約の有無 

5) 担保権の種類 

6) 被担保債務の金額及び履行期 

 当事者は、担保権設定契約にてその他の条項を定めることができる。 

６ 担保目的物の評価額は、担保権設定者と担保権者との合意に基づき決定される。評

価額は、契約書に金額で明記される。 

国有物（共和国及び地方自治体の所有物）を担保物にする場合、その評価は、タジ

キスタン共和国法令が定める要件に基づいて行われる。 

担保権設定契約の当事者は、担保物の評価を独立の評価人に委任することができる。 

７ 担保物件に関する記述は、担保権の有効性、優先順位及び担保権強制実行の問題が

発生した時点においてその記述により担保物を特定出来る限り、個別的な記述であっ

ても又は全体的な記述であってもかまわない。 

８ 被担保債務が何らかの契約に基づくものである場合は、当該契約の当事者及び契約

締結日を明記しなければならない。 

９ 被担保債務の金額を将来において確定する場合は、担保権設定契約に、その確定の

方法及びその他の条件を明記しなければならない。 

10 担保権設定者が持つ賃借権が担保物となっている場合は、担保権設定契約には、賃

貸借財産及び賃貸借期間を明記しなければならない。 

11 債権債務の不履行又は不適切履行が発生する以前の、担保権設定者の権利放棄若し

くは権利の制限に関する合意又は担保権者による担保物没収に関する合意は、無効で

ある。 

第 16 条 動産担保物に対する第三者の権利 

１ 担保権設定者は、法律及び契約に別段の定めがなく、担保権の性質に反しない限り、

担保権者の書面による同意を得た場合のみ、売却、贈与、交換、商事組合若しくは商

事会社への出資又は共同組資産への払込その他の方法により、担保財産を処分するこ

とができる。 
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担保権設定者は、担保財産を遺贈する権利を有する。担保権設定者のこの権利を制

限する担保権設定契約その他の合意の条項は、無効である。 

法人の組織変更又は相続による場合など、包括的権利承継の結果、担保権設定契約

により担保権が設定された財産を取得した者は、契約に別段の定めがない限り、担保

権設定者の地位を承継し、元担保権設定者が適切に履行しなかった債務も含め、担保

権設定契約に基づく担保権設定者の全ての債務を負う。 

担保権設定契約により担保権が設定された財産が複数の者に渡った場合、元担保権

設定者の各権利承継人は、当該財産のうち移転を受けた部分に応じ、主たる債務の不

履行により担保権から生じる結果を引き受ける。 

担保物が不可分である、又はその他の理由により権利承継人の共同所有になった場

合、権利承継人は、連帯債務者となる。 

財産に対する担保権は、当該財産が他者に移転する際に、移転に関する規定の違反

があったかどうかに関わりなく、効力を維持する。 

２ 以下の場合、取得者は、担保権の負担なしに担保財産を取得することができる。 

1) 担保権設定契約又は契約に付された追加文により、一般的に又は特定の第三者に

対して担保権の負担なしに財産を処分することが明文で認められている場合 

2) 担保財産が流動動産で構成されている場合 

3) 担保権設定者の事業が小売業である場合、通常の小売取引として当該財産を購入

する第三者は、担保権の負担なしにこれを取得することができる。ただし、担保

権者が当該商品に対して担保権を実行する権利を持つことについて、購入者が販

売前に書面により通知されている場合は、この限りでない。 

３ 担保権設定契約により担保物となっている財産が、本条第 1項の規定に反して譲渡

された場合、担保権者は、自身で選択し、以下のいずれかを請求する権利を有する。 

1) タジキスタン共和国民法に従い、担保財産の譲渡を無効認定する。 

2) 被担保債務の期限前履行を請求し、当該財産が誰に属しているかに関わらずこれ

に対する担保権を実行する。 

４ 担保権設定契約により担保物となっている財産の取得者が、取得時点において、同

財産が本条第 1項の規定に違反して譲渡されたことを知り又は知り得たことが証明さ

れた場合、当該取得者は、同財産の価額の範囲で、被担保債務の不履行につき、当該

債務の債務者と連帯で責任を負う。 

被担保債務の債務者ではない担保権設定者が、本条第 1項の規定に違反して担保財

産を譲渡した場合、当該財産の取得者及び元担保権設定者は、当該債務の債務者と連

帯して責任を負う。 
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第 27 条 統一国家登記簿の公開性 

統一国家登記簿の情報は、公開される。あらゆる者は、本法第 22 条第 5項の国家手

数料を支払ったうえで、統一国家登記簿の謄本を入手できる。 

第 28 条 質権の概念 

１ 質権とは、担保権の一種で、担保権設定契約に従い、担保財産の占有が担保権設定

者から担保権者に移転するものである。 

２ 担保権者と担保権設定者との合意により、質物は担保権者が施錠及び封印した状態

で担保権設定者の元に残すことができる（固定担保）。個別に特定できる物は、これに

質権である旨を示す標識を付して、担保権設定者の占有下に残すことができる。 

３ 本編の規定は、固定担保における担保権者と担保権設定者の関係の本質に矛盾しな

い限り、固定担保にも適用される。 

第 34 条 担保権設定者の元に留置する担保物件 

１ 動産及び取引が禁止されていない物品は、当事者の合意に基づき、これを担保権設

定者の元に留置する担保物とすることができる。 

２ 分離可能な果実は、当該果実が分離の時点で第三者の権利の対象にならない場合、

本条第１項の担保物とすることができる。 

第 38 条 権利担保権 

１ 担保物が担保権設定者に支払われるべき金銭債務である場合、タジキスタン共和国

法令で規定する場合を除いて、担保権設定者は、自己の債務者に対し、後者の債務が

担保に供されたことを通知する必要はない。担保権設定者又は担保権者が債務者に担

保権の設定を通知しない場合、担保物となった債務の債務者は、担保権設定者又は担

保権設定者が指定する者に支払いをすることで債務を弁済できる。債務者にそのよう

な通知書を手交した後は、担保権者は、担保物であるところの担保権設定者に対する

債務の債務者に直接請求ができ、担保物となった債務は、担保権者又は担保権者が指

定する者に支払をすることによってのみ弁済される。 

２ 第三者が担保権設定者に対して負う非金銭的な約定債務が担保物である場合、その

ような約定債務は、担保権設定者との合意に従い、債務者によって弁済される。その

ような場合、任意の契約額が担保権設定者の占有に移転した後に、担保権者は弁済を

受けることができる。 

  担保権者は、第三債務者が担保権設定者に対して負う約定債務に対して、本法の規

定に従って強制取立権を行使する旨を記載した強制取立通知書の写しを、第三債務者

に送った後であれば、直接、第三債務者から債権の満足を得ることができる。 

３ 金銭評価額を持たない権利を担保物とする担保権設定契約においては、タジキスタ
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ン共和国法令に別段の定めがない限り、担保物の価額は当事者の合意で決められる。 

４ 担保権設定者が被担保債務を履行する前に、担保権設定者の債務者がその債務を履

行した場合、その際に担保権設定者が得た全ての物は担保物となり、その旨を担保権

設定者は担保権者に遅滞なく通知しなければならない。 

  担保権設定者は、自己の債務者から債務の履行として金銭を受領した場合、担保権

設定契約に別段の定めがない限り、担保権者の請求に基づき、被担保債務の履行とし

て、この金額を支払わなければならない。 
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○ウズベキスタン共和国民法 

第 84 条 不動産の登記 

１ 不動産に対する所有権その他の物権並びにその発生、移転、制限及び消滅は、登記

を要する。 

２ 不動産に対する権利及び不動産に係る法律行為の登記を行う機関は、権利者の申請

に基づいて、登記した権利若しくは法律行為に関する証明書を発行し、又は登記のた

めに提出された文書へ記入することにより、登記の完了を証明しなければならない。 

３ 不動産に対する権利及び不動産に係る法律行為の登記を行う機関は、完了した登記

及び登記した権利に関する情報を全ての者に供覧しなければならない。 

４ この情報は、登記地のいかんにかかわらず、不動産の登記を行う全ての機関におい

て供覧しなければならない。 

５ 登記機関が不動産に対する権利又は不動産に係る法律行為の登記を拒絶した場合、

又は登記すべき期間内に登記しなかった場合には、裁判所に提訴することができる。 

６ 登記手続及び登記の拒絶事由は、法令で定める。 

第 111 条 法律行為の登記 

１ 土地その他の不動産に係る法律行為（譲渡、抵当権設定、長期賃貸、遺産の受領等）

は、登記しなければならない。不動産に係る法律行為の登記手続及び各記入手続につ

いては、法令で定める。 

２ 法令で、特定の種類の動産に係る法律行為の登記制度を設けることができる。 

第 116 条 法令の要件を満たさない法律行為の無効 

  法令の要件を満たさず、法秩序又は倫理の基本に故意に反する目的で行われた法律

行為は、無効とする。当該法律行為には、本法第 114条第２項の規定を適用する。 

第 260条 違約罰の概念 

１ 違約罰とは、法令又は契約に定める金銭であって、債務不履行又は債務の本旨に従

わざる履行があったときに、債務者が債権者に支払わなければならないものをいう。 

２ 違約罰の支払いを請求するときは、債権者は、損害を受けたことを証明する義務を

負わない。 

３ 違約罰で確保するものは、有効な債権に限る。 

４ 債務の不履行又は債務の本旨に従わざる履行について債務者が責任を負わない場合

は、債権者は、違約罰の支払いを請求することができない。 

第 264 条 担保権の概念及び発生事由 

１ 担保権とは、債務の弁済を確保するためにある者が他の者に財産又は財産権を引き

渡してこれを設定するものをいう。 
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２ 主たる債務の債権者（担保権者）は、債務者がこの債務を履行しない場合は、担保

物の権利者（担保権設定者）に対し債権を有する他の者に優先して、当該財産の価値

から満足を得る権利を有する。ただし、法律に別段の定めがあるときは、この限りで

ない。 

３ 担保権者は、当該目的物の保険金受取人が誰であるかにかかわらず、前項に規定す

る原則に基づき、担保物の滅失又は毀損によって受けるべき保険金から満足を得る権

利を有する。ただし、担保権者の責めに帰すべき事由によって滅失又は破損が生じた

ときは、この限りでない。 

４ 担保権は、契約又は法律に基づいて発生する。 

第 265 条 担保権の種類 

１ 担保権の種類は、質権、抵当権及び権利担保権とする。 

２ 質権とは、担保に供された目的物が担保権設定者から担保権者の管理に移転する担

保権をいう。 

３ 抵当権とは、不動産を目的とする担保権をいう。 

第 267 条 担保権の目的 

１ 物、財産権（債権）等あらゆる財産は、担保権の目的とすることができる。ただし、

取引禁止物及び生命又は健康に生じた損害賠償の請求権、扶養料その他法律が譲渡を

禁じている債権等債権者の一身専属権は、この限りでない。 

２ 市民の財産であって、差押えが禁止されている特定のものを目的とする担保権の設

定は、法令によってこれを禁じ、又は制限することができる。 

第 269 条 担保物を担保権設定者に留置する担保権及び留置しない担保権 

１ 担保物は、担保権設定者が留置する。ただし、契約に別段の定めがあるときは、こ

の限りでない。 

２ 担保権を設定した流動動産の占有は、担保権者にこれを移転しない。 

３ 担保物は、担保権者が施錠し、封印を施して、これを担保権設定者が留置すること

ができる。 

４ 担保物は、担保物であることを証する標示を施して、これを担保権設定者が留置す

ることができる（固定担保）。 

５ 担保権設定者が一時的に第三者の占有又は用益に供した担保物は、これを担保権設

定者が留置するものとみなす。 

６ 有価証券により証明される債権を担保権の目的とする場合は、有価証券は、その占

有を担保権者に移転し、又は公証人に寄託するものとする。ただし、契約に別段の定

めがあるときは、この限りでない。 
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第 270 条 担保権の発生 

１ 担保権は、担保権設定契約を締結した時に発生し、この契約が公証を要する場合は、

公証人が証明した時に、又契約を登録することが義務づけられている場合は、契約の

登録時に、発生する。 

２ 担保権は、法律又は契約により担保物の占有を担保権者に移転しなければならない

場合は、担保物を引き渡した時に発生し、この引渡しを契約締結以前になした場合は、

契約締結時に発生する。 

第 271 条 担保権設定契約、その形式及び登記 

１ 担保権設定契約には、担保権の目的及び評価額並びに主たる債務の基本的内容、額

及び履行期を明記しなければならない。担保権設定契約には、当事者のいずれの占有

下に担保物を置くかを明記しなければならない。 

２ 担保権設定契約は、書面により締結しなければならない。 

３ 公証人の証明を要する契約上の債権を確保するための抵当権設定契約又は動産若し

くは債権を目的とする担保権設定契約は、公証を要する。 

４ 抵当権設定契約は、当該財産に関する法律行為の登録について定められた手続で、

これを登録しなければならない。 

５ 第２項、第３項及び第４項の規定に従わない担保権設定契約は、これを無効とする。 

第 272 条 担保権者の権利が及ぶ財産 

１ 担保権の目的物に対する担保権者の権利（担保権）は、従物に及ぶ。ただし、契約

に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 契約で定める場合は、担保権の効力は、担保物を使用して得た果実、生産物及び収

益に及ぶ。 

３ 企業その他の財団全体に対して抵当権を設定する場合は、担保権は、その構成に含

まれる動産及び不動産の全部並びに債権及び排他的権利に及び、抵当権設定期間中に

取得したものを含む。ただし、法律又は契約に別段の定めがあるときは、この限りで

ない。 

４ 建造物又は施設を目的とする抵当権は、当該建造物若しくは施設が定着する土地の

全部、定着物の機能を確保する土地の一部又はこの土地の全部若しくは一部に対して

担保権設定者が有する賃借権を同一の契約により抵当権の目的とした場合に限り、こ

れを認める。 

５ 土地に抵当権を設定する場合は、抵当権は、当該土地に定着する建造物又は施設に

は及ばない。ただし、契約により別段の定めがあるときは、この限りでない。 

６ 契約中に前項の条件を定めない場合で、土地に設定した抵当権を実行するときは、
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抵当権設定者は、建造物又は施設の利用に必要な土地の一部に対して制限的利用権（地

役権）を留保する。当該部分の用益条件は、担保権設定者と担保権者との合意によっ

て定め、争いがある場合は、裁判所が定める。 

７ 第三者の所有する建造物又は施設が定着する土地に抵当権が設定されている場合で、

抵当権者が土地に設定した抵当権を実行し、土地が競落されたときは、抵当権設定者

が第三者に対して有していた権利義務は、当該土地の取得者に移転する。 

８ 担保権設定契約により、又法律に基づいて生ずる担保権については、法律により、

担保権設定者が将来において取得する物及び債権を目的とする担保権を設定すること

ができる。 

第 273 条 後順位担保権 

１ すでに担保権の目的となっている財産がさらに他の債権の担保権の目的となる場合

（後順位担保権）は、後順位担保権者の債権は、先順位担保権者が債権の満足を得た

後に残った価値から満足を受ける。 

２ 後順位担保権は、先順位担保権設定契約が禁じていない場合に、これを設定するこ

とができる。 

３ 担保権設定者は、担保物について存在する全ての担保権について各後順位担保権者

に通知しなければならず、この義務に違反した結果、担保権者に生じた損害を賠償す

る責任を負う。 

第 279 条 担保権の実行原因 

１ 担保権者（債権者）の債権を満足させるため、担保権は、債務者が主たる債務を自

己の責に帰すべき事由により履行せず、又はその履行が債務の本旨に従っていない場

合には、これを実行することができる。 

２ 主たる債務の不履行が軽微であるにもかかわらず、担保権者の請求額が担保物の価

格に比して明らかに均衡を欠く場合は、担保権の実行を認めないことがある。 

第 285 条 担保物の強制的収用の効果 

１ 法律の定める原因により法律の定める手続で、国家の必要のための収用（買取り）、

徴発又は国有化の結果として、担保権の目的物たる財産に対する担保権設定者の所有

権が消滅する場合は、担保権設定者に別の財産又は相当の賠償が与えられる。この場

合には、担保権はその代替物に及び、又はそれに代えて、担保権者は、担保権設定者

に支払われるべき賠償額から優先的に自己の債権の満足を受ける権利を取得する。 

２ 担保権の目的物たる財産の真の所有者が他人であるという理由で（第 228 条）、又は

犯罪その他の違法行為に対する制裁として（第 204 条）、法律の定める手続により、担

保権設定者が担保物を没収される場合は、当該財産に対する担保権は、消滅する。 
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３ 第１項及び第２項に規定する場合には、担保権者は、期限前に主たる債務の履行を

請求することができる。 

第 288 条 流動動産担保権 

１ 流動動産担保権とは、商品（在庫商品、原材料、資材、半製品、完成品等）を目的

とする担保権であって、これを担保権設定者に占有させ、担保物の構成及び現状を変

更する権利を担保権設定者に与えるものをいう。ただし、商品の総価値は、担保権設

定契約で定めた額を下回ってはならない。 

２ 被担保流動動産の価値は、被担保債務の履行済み分に応じて減額することができる。

ただし、契約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

３ 担保権設定者が譲渡した流動動産は、その所有権、経営管理権又は運用管理権が取

得者に譲渡した時に、担保権の目的物でなくなり、担保権設定契約に定める商品で担

保権設定者が取得したものは、担保権設定者にその所有権が発生した時に、担保権の

目的物となる。 

４ 担保権設定者が流動動産担保権の契約条項に違反した場合は、担保権者は、商品に

自己の標識及び封印を施すことにより、違反が除去されるまで、当該商品に関する営

業行為を停止させることができる。 

第 290 条 留置権の発生原因 

１ 債務者又は債務者の指定する者に引き渡すべき物を占有している債権者は、債務者

が期限までにその物に関する支払義務、費用償還義務その他の損害賠償義務を履行し

ない場合は、当該債務が履行されるまでの間、その物を留置することができる。 

２ 請求権が、物に関する支払義務、費用償還義務その他の損害賠償義務にはよらない

場合でも、当事者が企業家として活動する債務関係から発生する場合には、留置権に

よって担保される。 

３ 債権者が物を占有下に置いた後に、その物に対する権利を第三者が取得した場合で

も、債権者は、占有下にある物を引き続き留置することができる。 

４ 本条の規定は、契約に別段の定めがないときに限り、これを適用する。 

第 292 条 保証契約（poruchiteljstvo） 

１ 保証契約に基づいて、保証人は、他人の全部又は一部の債務履行につき、その債権

者に対し責任を負わなければならない。 

２ 保証契約は、将来に発生する債務の保証のためにも、これを締結することができる。 

３ 保証契約は、書面によりこれを締結しなければならない。書面によらない保証契約

は、無効とする。 

第 293 条 保証人の責任 
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１ 主たる債務者がその債務を履行せず、又は債務の本旨に従った履行をしない場合は、

保証人及び債務者は、債権者に対し連帯して責任を負う。ただし、法律又は契約に保

証人の補充責任の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 保証人は、主たる債務者と同じ範囲で債権者に対し責任を負い、保証債務は、利息

の支払い、債務の取立てのための裁判費用その他債務者がその債務を履行せず、又は

債務の本旨に従った履行をしないことによって債権者に生じた損害の賠償を包含する。

ただし、保証契約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

３ 共同保証人は、債権者に対し連帯して責任を負う。ただし、保証契約に別段の定め

があるときは、この限りでない。 

第 299 条 銀行保証(garantiya)の概念 

  銀行保証とは、銀行その他の金融・保険機関（保証人）が他人（本人）の債権者（受

益者）からの書面による支払請求に応じて保証人のなした約束の条件に従った金額を

受益者に支払う旨を本人の要請に基づき書面により約束するものをいう。 

第 301 条 主たる債務に対する銀行保証の独立性 

  受益者に対する保証人の銀行保証上の債務は、保証人と受益者との間では、銀行保

証書により履行が保証された主たる債務とは独立のものとする。銀行が交付した保証

書に主たる債務についての言及がある場合も、これと同様である。 

第 308 条 保証債務の上限 

１ 受益者に対する保証人の銀行保証上の債務は、保証の対象たる金額の支払いにこれ

を限定する。 

２ 保証人が保証債務を履行せず、又はその本旨に従った履行をしない場合は、保証人

が受益者に対して負う責任は、保証の対象たる金額の支払いにこれを限定しない。た

だし、保証書に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

第 311 条 手付の概念、手付に関する約定の方式 

１ 手付とは、契約交渉当事者の一方が他方当事者に交付する金銭で、契約締結の証拠

及び契約履行の担保となるものをいう。 

２ 金額にかかわらず手付に関する約定は、書面により行わなければならない。 

３ 契約に基づく内金として当事者の一方の支払った金銭が手付か否かについて疑いが

ある場合で、特に第２項の規定に反したために疑いが生じたときは、この金銭は前金

として支払ったものと推定する。ただし、反証があるときは、この限りでない。 

第 357 条 契約の効力 

１ 契約は、締結時から発効し当事者にとって拘束力を有するものとなる。 

２ 当事者は、締結した契約の条項が契約の締結前に生じた当事者間の関係に適用され



 
 

124 

る旨を定めることができる。 

３ 法律又は契約により、契約の有効期間の満了によって契約当事者間の債権債務関係

が消滅する旨を定めることができる。 

４ 前項の規定を有しない契約は、当事者が契約に従い債務の履行を終了した時まで効

力を有するものとする。 

５ 当事者は、契約の有効期間が終了しても契約違反の責任を免除されない。 

第 366 条 契約の方式 

１ 契約は、法律行為の締結のために定められた任意の方式で、これを締結することが

できる。ただし、法律により当該種類の契約のために、特定の方式が定められている

ときは、この限りでない。 

２ 公正証書の作成又は登録を必要とする契約は、公正証書の作成又は登録がなされた

時に、これを締結したものとみなす。ただし、契約が公正証書の作成と同時に登録を

必要とするときは、契約の登録がなされた時に、これを締結したものとみなす。 

３ 当事者が特定の方式による契約締結に合意した場合は、法律が当該種類の契約につ

きその方式を要件としていないときであっても、契約は、その特定の方式で作成され

たときに、これを締結したものとみなす。 

４ 書面による契約は、両当事者が署名した１通の文書の作成によるほか、郵便、電報、

テレタイプ、電話、電子的通信手段又は契約の相手方が文書を発送したことを確認し

うるその他の通信手段を用いて文書を交換することにより、これを締結することがで

きる。 

５ 書面による契約の申込みが第 370 条第４項所定の手続で承諾された場合には、契約

の書面方式は、これを遵守したものとみなす。 

第 516 条 定期金支払いの担保 

１ 定期金支払いと引換えに土地その他の不動産を譲渡するときは、定期金債権者は、

定期金債務者の債務の担保として当該財産に対し担保権を取得する。 

２ 定期金債務者の債務履行の担保を提供し、又は定期金債権者のためにこの債務の不

履行若しくは債務の本旨に従わざる履行の危険を保険にかける義務を定期金債務者が

負う旨の条項は、定期金支払いと引換えに金銭その他の動産を譲渡することを定める

契約の重要事項とする。 

３ 定期金債務者が前項に規定する義務を履行しないとき、並びに定期金債務者の責に

帰すべからざる事由により担保が滅失し、又は担保条件が悪化したときは、定期金債

権者は、定期金契約を解除し、契約解除により生じた損害の賠償を請求することがで

きる。 
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第 732 条 消費貸借契約 

１ 消費貸借契約とは、当事者の一方（貸主）が相手方（借主）に金銭又は種類的属性

によって特定される他の物の所有権を移転し、借主が一時に又は分割で同量の金銭又

は借りた分と同量の同種同質の物（元本）を返還しなければならないものをいう。 

２ 消費貸借契約は、金銭又は物の移転の時に、これを締結したものとみなす。 

第 744 条 与信契約 

１ 与信契約とは、当事者の一方である銀行その他の信用機関（与信者）が契約に定め

られた額と条件で相手方（借主）に資金を供与する義務を負い、借主が受領した元本

を返還し、元本に対する利息を支払う義務を負うものをいう。 

２ 法令により、信用機関ではない営利団体が信用供与を行うことが許されている場合

には、与信契約についての規定は、当該営利団体が行う信用供与の諸関係にこれを適

用する。 

３ 本節第１款の規定は、与信契約の諸関係にこれを適用する。ただし、本款の規定に

別段の定めがあるとき、又は与信契約の本質から別段に解すべきときは、この限りで

ない。 

 

 

○ウズベキスタン共和国担保法 

第１条 担保の定義 

１ 担保とは、債務の履行を確保するために、財産又は財産上の権利を他人に移転する

ことをいう。 

２ 債権者（担保権者）は、法令に別段の定めがある場合を除き、債務者（担保権設定

者）により債務が履行されない場合又は債務の履行が不適切な場合、担保権の効力に

より、他の債権者に優先して、担保財産の価値から弁済を受ける権利を有する。 

３ 担保は、消費貸借、銀行融資、賃貸借、売買、運送その他の法令上有効な、いかな

る法主体（自然人、法人、国家）間の、いかなる債務であっても、その履行を確保す

るために用いることができる。被担保債務は、国内通貨又は外国通貨の金銭単位によ

って表されなければならない。 

第５条 担保財産 

１ 物及び財産権を含むいかなる財産も担保財産とすることができる。ただし、取引禁

止物及び債権者の一身専属権、特に、生命健康被害の賠償請求権、扶養料支払請求権

その他法令により他人への譲渡が禁止されている債権は、この限りではない。 

２ 担保権設定契約により、又は法令に基づいて発生する担保権の場合には法令により、
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担保権設定者が将来取得する物又は財産権を担保財産とすることができる。 

３ 物に対する担保権は、担保権設定契約又は法令による別段の定めがない限り、物の

従物や分離不可能な果実に対しても及ぶ。担保権設定契約で定めた場合、担保権は、

担保財産の使用の結果得られた果実、生産物及び収益に対しても及ぶ。 

４ 歴史的、文化的その他の価値又は国家の安全保障の見地から担保財産とすることが

認められない物件の一覧は、ウズベキスタン共和国内閣が定める。 

５ 強制執行が認められない特定種の個人財産を担保とすることは、法令の定める手続

に従い、これを禁止又は制限することができる。 

第８条 担保権設定者及び担保権者 

１ 自然人及び法人は、担保権設定者又は担保権者となることができる。 

２ 債務者及び第三者は、担保権設定者となることができる。 

３ 物の担保権設定者には、その物の所有者がなることができる。権利（債権）の担保

権設定者には、その権利（債権）の権利者がなることができる。 

４ 物権を担保の対象とするためには、法令又は契約による別段の定めがない限り、そ

の所有者の同意を要する。 

５ 抵当財産がその譲渡について他人又は他の機関の合意又は許可が必要な財産である

場合、その財産に抵当権を設定するためには、同様に、合意又は許可を必要とする。 

６ 国有財産であって経営管理権が確定していない不動産の担保については、ウズベキ

スタン共和国内閣が決める。 

７ 財産が完全な経営管理権下にある企業は、その財産の所有者又は所有者から権限を

与えられた機関の同意を得て、企業全体、財団としての構成設備や部門及び個々の建

物・施設を担保財産とすることができる。 

８ 財産の運用管理権を有する施設（組織）は、認められている経済活動によって得ら

れた利益により購入した物又は権利を担保財産とすることができる。 

９ 完全経営管理権又は運用管理権により担保に供された財産がその後第三者の所有に

譲渡された場合においても、その担保権は影響を受けない。 

10 賃借人は、賃貸借契約で定められている場合に限り、賃貸人の同意なしに、賃借権

に担保を設定することができる。 

11 他国籍の法人及び個人並びに無国籍者は、法令による別段の定めがない限り、担保

に関し、ウズベキスタン国籍の法人及び個人と同様の権利を有し、義務を負う。 

第11条 担保権設定契約の形式及びその登記 

１ 担保権設定契約は、書面により締結されなければならない。 

２ 公証を受けなければならない契約に基づく債務を担保するために締結する抵当権設
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定契約及び動産又は権利（債権）を担保財産とする担保権設定契約も又、公証を受け

なければならない。 

３ 担保権設定契約は、各該当財産を目的とする取引の登記につき定められた手続に従

い、登記されなければならない。 

４ 本条に規定する要件を満たさない担保権設定契約は、無効とする。 

第15条 後順位担保権 

１ 後順位担保とは、既に担保の目的となっている財産を、その債権者以外の債権者（担

保権者）が有する債権を保証するために担保の目的とすることをいう。 

２ 後順位担保権は、先順位の担保権設定契約において禁じられていない場合に、これ

を設定することができる。 

３ 後順位担保による被担保債権は、先順位担保による被担保債権が債権の満足を得た

後に、その担保財産の価額から弁済を受けることができる。 

４ 担保権設定者は、全ての担保権者に対し、担保財産に存在する全ての担保権及び当

該担保財産により担保されている被担保債権の額を通知しなければならない。この義

務を果たさない結果、担保権者に損害が生じた場合は、担保権設定者は、その損害に

対して責任を負う。 

第36条 担保権設定者が担保財産の占有を保持する担保財産 

１ 企業、建造物、施設、住戸、運輸手段その他本法第５条に定められたものは、担保

権設定者が占有を保持する担保財産とすることができる。 

２ 分離可能な果実は、分離の時点で他人の権利が発生しない場合に限り、本条第１項

に定められる担保の目的とすることができる。 

３ 担保財産は、担保権者による施錠及び封印がされた状態で、担保権設定者の占有下

に残すことができる。 

４ 担保財産は、担保である旨を示す標識を付して、担保権設定者の占有下に残すこと

ができる（固定担保）。 

５ 担保権設定者が担保物を一時的に第三者に占有させ又は使用させている場合におい

ても、担保物は、担保権設定者の占有下にあるものとみなされる。 

第42条 流動動産担保権の対象 

１ 流動動産として担保の対象となるのは、原材料、半製品、資材、在庫品、製品構成

物及び既製品である。 

２ 流動動産担保権の場合、担保財産の占有は、担保権設定者が保持する。 

３ 担保の対象となる流動動産の価値を減少させることは、契約による別段の定めがな

い限り、被担保債権につき履行された部分に比例して認められる。 
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４ 担保権設定者により他人に譲渡された流動動産は、譲受人がそれに対する所有権又

は経営管理権を取得した時から、担保財産ではなくなる。担保権設定者が担保権設定

契約に列挙された物を取得したときは、担保権設定者がそれに対する所有権を取得し

た時から担保財産となる。 

第43条 担保物としての権利 

１ 担保権設定者が有する賃借権を含めた占有権及び使用権、債務から発生するその他

の権利（債権）及びその他の財産権は、担保物とすることができる。 

２ 債権者の一身専属権、特に、生命健康損害の賠償請求権、扶養料支払請求権その他

法律により譲渡が禁止されている債権は、権利担保権の対象とすることはできない。 

３ 土地及び天然資源に対する権利を権利担保権の対象とすることは、法令により定め

られる制限の範囲及び条件内で認められる。 

４ 一定の有効期間が定められている権利については、その有効期間内のみ権利担保権

の対象とすることができる。 

５ 担保権設定者は、自己の債務者に対し、権利を担保財産としたことについて通知し

なければならない。担保権設定者の債務者は、契約による別段の定めがある場合を除

き、担保権者に対して当該債務を弁済しなければならない。 

第44条 債務者が担保権設定者に対する債務を弁済した場合の効果 

１ 担保権設定者が被担保債務を弁済する前に、担保権設定者の債務者が担保権設定者

に弁済した場合、担保権設定者が弁済として受領した物は全て担保財産となる。担保

権設定者は、担保権設定契約による別段の定めがない限り、弁済を受けた事実を直ち

に担保権者に対して知らせなければならない。 

２ 担保権設定契約による別段の定めがない限り、担保権設定者は、担保権者から請求

を受けた場合には、自己の債務者から債務の弁済として受領した金銭から被担保債権

に相当する分を、担保権者に引き渡さなければならない。 

 

 

○ウズベキスタン共和国抵当法 

第３条 抵当権の発生原因 

１ 抵当権は、抵当権設定契約（約定抵当権）又は法律に基づき（法定抵当権）発生す

る。 

２ 抵当権設定契約に基づき、当事者の一方、すなわち被担保債権の債権者たる担保権

者（以下、抵当権者）は、相手方たる担保権設定者（以下、抵当権設定者）の有する

担保不動産の価値から、抵当権設定者の他の債権者に優先して、当該債務による債務
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者に対する金銭債権の満足を受ける権利を有する。ただし、本法に別段の定めがある

ときはこの限りでない。 

３ 法定抵当権に対しては、法律に定める状況が発生したときに、約定担保権に関する

規定を準用する。ただし、法律に別段の定めがあるときはこの限りでない。 

４ 抵当権は主たる債務に附従し、主たる債務の存続期間に限って有効である。 

５ 民法、担保法の定める担保権の通則は、抵当権にも適用する。ただし、本法に別段

の定めがあるときはこの限りでない。 

第４条（抵当権設定者） 

１ 被担保債権の債務者又はこの債権債務関係の当事者ではない第三者（物上保証人）

が抵当権設定者となれる。 

２ 抵当目的物は、抵当権設定者が引き続き占有及び使用する。ただし、抵当権設定契

約に別段の定めがあるときはこの限りでない。 

第９条（抵当権を設定する権利） 

１ 抵当権は、本法第６条に掲げる物で、抵当権設定者が所有権その他の物権を有する

もの又は契約に基づいて保有するものを目的として設定することができる。ただし、

法令に別段の定めがあるときはこの限りでない。 

２ 歴史的、芸術的、文化的価値を持つために、又は国家安全保障のために抵当権の設

定が許されない物の一覧は、ウズベキスタン共和国閣僚会議が定める。 

３ 譲渡に他人又は他機関の同意又は許可の必要な物が抵当目的物であるときは、それ

に対する抵当権設定についても同様の同意又は許可を要する。 

４ 合有物（各共有者の持分が確定していない場合）に対しては、全所有者の書面によ

る同意があるときにのみ抵当権を設定することができる。 

５ 共有者は、他の共有者の承諾を得ることなく、自己の持分に抵当権を設定すること

ができる。 

第10条 抵当権設定契約 

１ 抵当権設定契約は、本法その他の法令の規定に従って締結される。 

２ 抵当権設定契約には、抵当目的物、その名称、所在地、同定するに十分な特徴、そ

の評価額、被担保債権の内容、額、履行期、当事者のいずれが目的物を占有するか、

その他当事者が合意した情報を示さなければならない。 

３ 抵当権設定契約には、抵当権設定者が抵当目的物について有する権利及び抵当権設

定者の権利を登記した登記機関の名称を示さなければならない。 

４ 抵当目的物が賃借権であるときは、賃借物自体が抵当目的物であるときと同じよう

に、その賃借物を契約中で確定しなければならず、賃借期間も示さなければならない。 
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５ 抵当目的物の評価は、抵当権設定者と抵当権者との合意によって、又は評価業務に

関する法令に従った目的物評価によって行う。 

６ 被担保債権は、その額、発生原因、履行期を抵当権設定契約中に示さなければなら

ない。被担保債権が何らかの他の契約に基づいている場合には、その契約の当事者、

締結の日時と場所を示さなければならない。 

７ 被担保債権額が将来に確定すべき場合には、その額を決定するための手続その他の

必要な要件を抵当権設定契約に定めなければならない。 

８ 被担保債権を分割して弁済すべき場合には、支払の期間（周期）及び額、又はその

額を定める要件を抵当権設定契約に定めなければならない。 

９ 抵当権者の権利が抵当証券によって証明される場合には、その旨を抵当権設定契約

に定めなければならない。ただし、法定抵当権について抵当証券が発行されるときは

この限りでない。 

第12条 抵当権設定契約の公証と登記 

１ 抵当権設定契約（後順位抵当権を含む）はこれを公証し、登記しなければならない。 

２ 抵当権設定契約は、それが登記されたときに締結されたものとみなし、効力を生じ

る。 

３ 公証及び登記の要件を欠く抵当権は無効とする。そのような契約は絶対無効とみな

す。 

第13条 抵当権の登記 

１ 抵当権の登記は、不動産及び不動産取引の登記のために定められた手続に従い、建

物担保登記簿に必要な記載をすることによってこれを行う。 

２ 約定抵当権の登記原因となるのは、抵当権設定契約である。 

３ 法定抵当権の登記原因となるのは、法定抵当権を発生させる与信契約又は消費貸借

契約である。法定抵当権の登記は、個別の申立なしに、又登記手数料を支払うことな

く行う。 

４ 法定抵当権の登記は、法律に別段の定めのない限り、抵当権の負担を受ける所有権

の登記とともに行う。法定抵当権に基づく抵当権者の権利は、抵当証券によって証明

することができる。 

５ 抵当権の登記日となるのは、登記機関が建物担保登記簿に抵当権登記の記載をした

日である。 

６ 被担保債権の内容が変更され、後順位抵当権が設定され、有償無償の抵当目的物譲

渡や包括承継によって目的物に対する所有権その他の物権が抵当権設定から第三者に

移転した場合には、付記登記がなされる。付記登記がなされない場合には、被担保債
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権に生じた変更は無効とする。 

７ 債務者が被担保債権を弁済したときには、抵当権設定者の請求に基づき、抵当権者

は、建物担保登記の変更に必要な文書を登記機関に提出しなければならない。抵当権

者がこの義務を怠ったときは、それにより生じた損害の完全な賠償を抵当権設定者は

抵当権者に請求することができる。 

８ あらゆる者は、登記機関において、ある財産について抵当権の登記があるか否かの

情報及び抵当権登記事項証明書を入手することができる。 

第24条 抵当目的物の保険 

１ 抵当目的物は、抵当権設定契約に別段の定めのない限り、滅失、損傷の危険に対して

保険に付さなければならない。担保目的物の保険に関する別段の定めが抵当権設定契

約にない限り、滅失、損傷の危険に対して、目的物の価格総額につき、目的物の価値

総額が被担保債権額を超える場合には、被担保債権額を下回らない価格につき、抵当

権設定者が自己の費用で目的物に保険をかけなければならない。 

２ 抵当権者は、保険金受取人が誰であるかを問わず、担保目的物の滅失、損傷に対する

保険金から直接に被担保債権の弁済を得ることができる。抵当権者の債権は、抵当権

設定者の他の債権者及び保険金受取人に優先して、弁済されなければならない。ただ

し、法令に別段の定めがあるときはこの限りでない。 

３ 目的物の滅失、損傷が抵当権者の責めに帰すべき事由により生じたときには、抵当権

者は、保険金から弁済を受ける権利を失う。 

４ 戸建て住宅又は住戸を目的とする抵当権設定契約の抵当権設定者は、融資返済債務の

不履行又は不完全履行について債権者に対して負う自己の責任の危険に保険にかける

ことができる。 

第29条 後順位担保権の許可要件 

１ ある債務の履行を担保するための抵当権（先順位抵当権）設定契約に基づく抵当目

的物に対し、同じ債務者又は別の債務者の同じ抵当権者又は別の抵当権者に対する別

の債務の履行を担保するための抵当権（後順位抵当権）を設定することができる。 

２ 各抵当権者の順位は、建物担保登記簿への抵当権の登記日時に基づいて、登記機関

が確定する。 

３ 後順位抵当権の設定は、同じ抵当目的物に関する先順位抵当権設定契約で、後順位

抵当権設定契約締結時にその効力が消滅していないものがこれを禁じていないときに

限り認められる。 

４ 先順位抵当権設定契約が後順位抵当権設定契約の締結条件を定めている場合には、

後順位抵当権設定契約はその条件を遵守して締結しなければならない。 
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５ 先順位抵当権設定契約による禁止にもかかわらず締結された後順位抵当権設定契約

は、後順位抵当権者がその禁止を知っていたか否かを問わず、先順位抵当権者の訴え

に基づき裁判所がこれを無効とすることができる。 

６ 後順位抵当権の設定が禁止されていない場合であって、先順位抵当権設定契約の定

める条件に反して後順位抵当権設定契約が締結されたときには、後順位抵当権者の債

権は、先順位抵当権設定契約の条件に従って可能な限りで弁済される。 

７ 本条第３項及び第４項の規定は、先順位及び後順位の抵当権設定契約の当事者が同

一であるときには適用しない。 

８ 抵当証券の作成と交付を定める後順位抵当権設定契約の締結は許されない。 

第37条 抵当目的物に対する抵当権の実行方法 

１ 債務者が、担保の付された債務を履行しないときには、抵当権者は、裁判手続によ

り、又は抵当権設定契約の条項に基づいた、若しくは抵当目的物に対する抵当権実行

原因発生後に抵当権設定者と抵当権者との間で公証された合意に基づいた裁判外手続

により、自己の債権の弁済を受けることができる。 

２ 裁判外の手続が終了した後には、被担保債権の弁済に関する抵当権者のあらゆるそ

の後の請求は無効である。 

３ 抵当権者の債権の弁済は、以下の場合には裁判手続によってのみ認める。 

1) 抵当権設定のために第三者たる個人又は機関の同意又は許可が必要だったとき。 

2) 社会にとって重要な歴史的、芸術的、その他の文化的価値を持つ物が抵当目的物

のとき。 

3) 抵当権設定者が不在で、その所在地を確定することができないとき。 

第57条 建物抵当権 

建造物又は施設を目的とする抵当権は、同一の抵当権設定契約によって、建物の敷

地若しくは建物の利用に必要な敷地の一部に対する権利又は当該敷地若しくは敷地の

一部に対して抵当権設定者が有する賃借権を同時に抵当の目的とするのでなければ、

その設定を認めない。 
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○日本国民法 

（物権の設定及び移転）  

第 176 条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生

ずる。  

（不動産に関する物権の変動の対抗要件）  

第 177 条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法（平成 16 年法律第

123 号）その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、

第三者に対抗することができない。  

（動産に関する物権の譲渡の対抗要件）  

第 178 条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対

抗することができない。 

（留置権の内容）  

第 295 条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その

債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が

弁済期にないときは、この限りでない。  

２ 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。  

（先取特権の内容）  

第 303 条 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産

について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 

（物上代位） 

第 304 条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が

受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特

権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 

２ 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様

とする。  

（質権の内容）  

第 342 条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を

占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権

利を有する。  

（動産質の対抗要件）  

第 352 条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三

者に対抗することができない。  

（質物の占有の回復）  
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第 353 条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによって

のみ、その質物を回復することができる。  

（動産質権の実行）  

第 354 条 動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場

合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に

請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請

求をする旨を債務者に通知しなければならない。  

（動産質権の順位）  

第355条 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、

設定の前後による。  

（不動産質権者による使用及び収益） 

第 356 条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び

収益をすることができる。 

（不動産質権者による管理の費用等の負担） 

第 357 条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負

う。 

（不動産質権者による利息の請求の禁止） 

第 358 条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。 

（設定行為に別段の定めがある場合等） 

第 359 条 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収

益執行（民事執行法 （昭和五十四年法律第四号）第百八十条第二号 に規定する担

保不動産収益執行をいう。以下同じ。）の開始があったときは、適用しない。 

（不動産質権の存続期間） 

第 360 条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこ

れより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。 

２ 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新

の時から十年を超えることができない。 

（抵当権の規定の準用） 

第 361 条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しな

い限り、次章（抵当権）の規定を準用する。  

（指名債権を目的とする質権の対抗要件）  



 
 

135 

第 364 条 指名債権を質権の目的としたときは、第 467 条の規定に従い、第三債務

者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって

第三債務者その他の第三者に対抗することができない。  

（抵当権の内容）  

第 369 条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供し

た不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。  

２ 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合において

は、この章の規定を準用する。 

（抵当権の効力の及ぶ範囲）  

第 370 条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産（以

下「抵当不動産」という。）に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定

行為に別段の定めがある場合及び第 424 条の規定により債権者が債務者の行為を

取り消すことができる場合は、この限りでない。  

第 371 条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に

生じた抵当不動産の果実に及ぶ。  

（法定地上権）  

第 388 条 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、そ

の土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至っ

たときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合におい

て、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。  

（賠償額の予定）  

第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。  

２ 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。  

３ 違約金は、賠償額の予定と推定する。  

（保証人の責任等）  

第 446 条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をす

る責任を負う。  

２ 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。  

３ 保証契約がその内容を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算

機による情報処理の用に供されるものをいう。）によってされたときは、その保証

契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。  
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（催告の抗弁） 

第 452 条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる

債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手

続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。 

（検索の抗弁） 

第 453 条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保

証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明

したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならな

い。 

（連帯保証の場合の特則） 

第 454 条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前 2条の権

利を有しない。 

（指名債権の譲渡の対抗要件）  

第 467 条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をし

なければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。  

２ 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外

の第三者に対抗することができない。  

（手付）  

第 557 条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手

するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除を

することができる。  

２ 第 545 条第 3項の規定は、前項の場合には、適用しない。  

 

 

○日本国商法  

（多数当事者間の債務の連帯）  

第 511 条 数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を

負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。  

２ 保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたもの

であるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の

行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担

する。  

（商人間の留置権）  
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第 521 条 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権

が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者と

の間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証

券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、こ

の限りでない。 

 

 

○日本国民事執行法 

（執行機関）  

第 2 条 民事執行は、申立てにより、裁判所又は執行官が行う。  

（不動産担保権の実行の方法）  

第 180 条 不動産（登記することができない土地の定着物を除き、第 43 条第 2項の

規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ。）を目的と

する担保権（以下この章において「不動産担保権」という。）の実行は、次に掲げ

る方法であつて債権者が選択したものにより行う。  

一 担保不動産競売（競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章におい

て同じ。）の方法  

二 担保不動産収益執行（不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方

法による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。）の方法  

 

 

○日本国不動産登記法 

（登記事項証明書の交付等）  

第 119 条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている

事項の全部又は一部を証明した書面（以下「登記事項証明書」という。）の交付を

請求することができる。  

２ 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の

概要を記載した書面の交付を請求することができる。  

３ 前 2項の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付に要する実費その

他一切の事情を考慮して政令で定める。  

４ 第 1項及び第 2項の手数料の納付は、登記印紙をもってしなければならない。

ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省

令で定めるところにより、現金をもってすることができる。  
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５ 第 1項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、請求に係る不動産の所

在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。 

 

 

○日本国登記手数料令 

第 2条 登記事項証明書（第 6項及び第 9項に掲げる登記事項証明書を除く。）又

は登記簿の謄本若しくは抄本の交付についての手数料は、一通につき 1000 円とす

る。ただし、一通の枚数が 10 枚を超えるものについては、1000 円にその超える枚

数 5枚までごとに 200 円を加算した額とする。  

２ 登記事項要約書の交付についての手数料は、一登記記録につき 500 円とする。

ただし、一登記記録に関する記載部分の枚数が 5枚を超える場合においては、当

該登記記録については、500 円にその超える枚数 5枚までごとに 100 円を加算した

額とする。  

 

 

○日本国動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に

関する法律 

（動産の譲渡の対抗要件の特例等）  

第３条 法人が動産（当該動産につき貨物引換証、預証券及び質入証券、倉荷証券

又は船荷証券が作成されているものを除く。以下同じ。）を譲渡した場合におい

て、当該動産の譲渡につき動産譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、

当該動産について、民法第 178 条の引渡しがあったものとみなす。 

（登記事項概要証明書等の交付）  

第 11 条 何人も、指定法務局等の登記官に対し、動産譲渡登記ファイル又は債権譲

渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要（動産譲渡登記ファイル又は債権

譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、第 7条第 2項第 5号、第 8条第 2

項第 4号及び前条第 3項第 2号に掲げる事項を除いたものをいう。次条第 2項及び

第 3項において同じ。）を証明した書面（第 21 条第 1項において「登記事項概要

証明書」という。）の交付を請求することができる。  

２ 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡に

ついて、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を

証明した書面（第 21 条第 1項において「登記事項証明書」という。）の交付を請

求することができる。  



 
 

139 

一 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人  

二 譲渡に係る動産を差し押さえた債権者その他の当該動産の譲渡につき利害関

係を有する者として政令で定めるもの  

三 譲渡に係る債権の債務者その他の当該債権の譲渡につき利害関係を有する者

として政令で定めるもの  

四 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人の使用人  
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質問票 

【質問の目的】 

2009 年 12 月開催の中央アジア比較法制研究セミナーは、企業が融資を受ける際

の「担保の設定」をテーマとし、各国の担保制度についての法制を協議し、整理し、

冊子にまとめることを目的としています。 

以下、問題 1「建物を目的とする担保の設定」及び問題 2「工場の機械を目的とす

る担保の設定」を挙げているので、根拠となる条文（法令名、条項）を記載して、

別添の比較表の該当する欄に回答してください。関係する裁判所総会決議があれば、

それも示してください。また、条文解釈や実務上の運用に問題があると思われる場

合には、その問題点を指摘して下さい。 

また、下記の割り当てによる発表原稿は別途それぞれが提出するようにしてくだ

さい。 

 

【発表】 

＊提出された発表原稿を基に、他の参加者の回答や他国の制度との比較も含めて協

議し、発表原稿に訂正や加筆を行ってもらい、冊子原稿とすることを予定していま

す。 

冊子に含めると有効であると思われる関連資料がある場合は、著作権の所在を確

認の上、一緒に提出してください。また、指定の発表時間内に発表できないが、関

連すると思われる事項があれば、それらも一緒に提出してください。 

なお、発表は、必ず、指定された時間内で準備してください。 

 

１ 自国の担保制度について（10分以下） 

  カザフスタン  Ms. ERKASOVA Kuralai Kopenovna（産業貿易省） 

  キルギス    Mr. TASHIBEKOV Talantbek（国有資産管理省） 

  タジキスタン  Mr. SULTONOV Kadriddin（司法省） 

  ウズベキスタン Mr. QURBONOV Ramzbek（タシュケント市経済裁判所） 

２ 下記質問の事例の自国での運用について（10分以下） 

  カザフスタン  Ms. AKPANOVA Azhara Estekbayevna（司法省） 

  キルギス    Mr. KAZAKOV Bolsunbek MURATALIEV Bakytbek（国有

資産管理省） 

  タジキスタン  Mr. ESHBOEV Jaloliddin（大統領執行機関） 

  ウズベキスタン Mr. KASIMOV Muzaffar（国家財産委員会） 
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３ 下記質問に関連する事例とそこで争われた問題点について（10分以下） 

  カザフスタン  Mr. MAULENKULOV Yerlan Zhenisbekovich（南ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ特
別広域経済裁判所） 

  キルギス    Ms. KACHKYNALIEVA Dinara（チュイ州広域裁判所） 

  タジキスタン  Mr. MIRMAKHSUMOV Ismoilbek（ドゥシャンベ市経済裁

判所） 

  ウズベキスタン Mr. RAKHIMOV Abdullo（タシュケント州経済裁判所） 

 

 
【質問】 

問題 1 建物を目的とする担保の設定 

株式会社 Aは、銀行 Lより 3年間を期限として、年 12％の利息で、30,000米ドル

相当の金員を借り入れた（消費貸借契約）。銀行 Lは、元本及び利息の返還請求権を

担保するため、株式会社 A所有の建物（本社ビル）に担保権を設定した(担保権設定

契約)。 

(1) 建物を担保の目的物とした場合、通常利用される担保権は、どのようなものか。 

(2) 消費貸借契約と担保権設定契約の当事者は、それぞれ誰か。 

また、仮に本件建物の所有者が株式会社 Aの代表者 B個人であった場合には、

契約の当事者は、それぞれ誰になるか。 

(3) 本件担保権設定契約について、契約を締結し、契約書の公証を受け、国家登記

をしたが、担保権設定契約の効力が生じるのは、どの時点か。 

(4) 本件担保権設定契約後、本件建物を占有するのは、株式会社 Aか、銀行 Lか。 

(5) 本件建物の敷地に対する権利は、どうなるか。 

(6) 株式会社 Aが本件建物を第三者に売却する場合、どのような手続が必要か。 

(7) 本件建物を買い受けようとする第三者が、本件建物に担保権が設定されている

か否かを確認する方法としては、どのようなものがあるか。 

 

 

問題 2 工場の機械を目的とする担保の設定 

株式会社 Aは、銀行 Lより 3年間を期限として、年 12％の利息で、30,000米ドル

相当の金員を借り入れた（消費貸借契約）。銀行 Lは、元本及び利息の返還請求権を

担保するため、株式会社 A所有の工場内にある機械に担保権を設定した(担保権設定

契約)。 
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(1) 機械を担保の目的物とした場合、通常利用される担保権は、どのようなものか。 

(2) 消費貸借契約と担保権設定契約の当事者は、それぞれ誰か。 

また、仮に本件機械の所有者が株式会社 Aの代表者 B個人であった場合には、

契約の当事者は、それぞれ誰になるか。 

(3) 本件担保権設定契約について、契約を締結し、契約書の公証を受け、国家登記

をしたが、担保権設定契約の効力が生じるのは、どの時点か。 

(4) 本件担保権設定契約後、本件機械を占有するのは、株式会社 Aか、銀行 Lか。 

(5) 株式会社 Aが本件機械を第三者に売却する場合、どのような手続が必要か。 

(6) 本件機械を買い受けようとする第三者が、本件機械に担保権が設定されている

か否かを確認する方法としては、どのようなものがあるか。 
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ERKASOVA Kuralai Kopenovna 
カザフスタン共和国 

産業貿易省 法務局法分析部専門家 

 

担保権の一形式としての抵当権 

 

債務法は、ある者から他者への物質的利益の移行に関する諸関係及び商取引における

非物質的利益の利用に関する諸関係を調整する最も主要な分野である。この関係は、財

産の所有権その他の物権の移動、労務の遂行、創造的活動の成果の実現、役務の提供に

より発生し、合同の活動又は一方的な行為により、又、損害の発生や不当利得によって

も発生する。 

 債務履行制度の発展の傾向として顕著となったのは、その保証的機能の強まりである。

この傾向は二つの方向性で発展している。第一に、保証付き財産引渡、商品配達の停止、

留置権といった物権的保証の役割が高まっていること。第二に、保証自体の件数が増え

ていることである。 

 あらゆる債務は、債務者が債権者の利益を満足させるために必要な行為を将来におい

て履行することを債権者が信じるということによって成立している。この確信は、まず、

然るべき民事債務の履行が、責任措置や保護措置といった民法上の強制措置により保証

されているという確信の上に成り立つ。しかしながら、債務者に対し国が定めたこれら

の強制手段は、債務の不履行又は不適切履行により権利を侵害された債権者の物質的利

益を満足させるには不十分である場合が多い。例えば、裁判所が強制取り立て決定を出

しても、債務者に財産がないために執行されないということもあり得る。 

 このため、民事法の調整メカニズムにおいては、様々な法制度のもとで債務履行を担

保するべく特別に作られた方法が使用されている。これらの特別な法的保証手段の目的

は、債務適切履行のための特別な保証を作ることにより、債権者の財産上の利益をあら

かじめ担保することにある。現代カザフスタンの民事法令において、このような法的保

証手段と債務履行担保制度全体を規定しているのは、カザフスタン民法 18 章（292 条乃

至 338 条）である。民法 292 条１項によると、債務の履行は、違約罰、担保権、留置権、

保証、銀行保証、手付け、その他法律又は契約が定める手段により担保される。 

 このように、債務履行担保手段は、ここに挙げられるものに限定されるわけではない。

違約罰、担保権、留置権、保証、銀行保証、手付けについては、民法 18 章において法的

に規定される特別な債務履行担保手段と位置づけることができる。法律又は契約によっ

て定められる保証手段で、民法 18 章が規定していないものは、「その他の」債務履行担
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保手段である。 

 民法 301 条により、担保目的物とできるのは、物及び財産権（債権）を含むあらゆる

財産である。ただし、取引禁止物（民法 116 条 2 項）、養育費請求権、生命・健康損害

の賠償請求権など債権者の属人的債権、その他法令により他者への譲渡が許されない権

利を除く。 

 また、強制執行が許されない市民の財産など、特定の財産への担保権の設定について

は、法令によりこれを禁止又は制限することができる。 

 担保権とは、債務者財産の中から特定の物を取り置いて、債務者が債務を履行できな

い場合は、その物の価値でもって債権者への弁済を行うようにするという考え方を実現

したものであった。 

 担保権の中で最も完成した形式が抵当権である。抵当権の場合、担保物は所有者であ

る債務者の元に残り、債権者には引き渡されない。 

 担保権とは、被担保債務が履行されない場合、債権者（担保権者）が、担保財産の価

値から、担保財産が帰属する者（担保権設定者）の他の債権者に優先して弁済を受ける

権利を持つという債務履行担保手段である。ただし、民法が定める例外を除く（民法 299

条）。 

 担保関係の主体は、担保権設定者と担保権者である。担保権設定者とは、財産を担保

に供する者である。担保権者とは、この財産を担保として受ける者である。担保権設定

者及び担保権者には、法人も自然人もなれる。債権者と担保権者は常に一致する。つま

り、担保権者となれるのは、被担保債務（主たる債務）の債権者本人のみである。 

 財産を担保に供することは、財産処分行為である。そのため、担保権設定者となれる

のは、まず、当該財産の所有者である（民法 305 条２項）。財産を担保に供することを

希望する所有者は、所有権行使の限度及び手続に関して法が定める特別な要件を考慮し

なければならない場合がある。例えば、配偶者同士で合有する不動産に担保権を設定す

る場合、公証を受けた他方の配偶者の合意書をとらなければならない（1998年 12月 17

日付カザフスタン共和国法『婚姻及び家族について』33 条３項）。財産の経営管理権者

は、担保権設定者となれる（民法 305条２項）。 

 賃借権など他者の物に対する権利を担保物とする際は、法律又は契約により当該権利

の譲渡に所有者又は経営管理権者の合意が必要な場合は、これらの者の合意がない限り

この権利に担保権を設定することは許容されない 

 担保物とは、担保権設定者の財産の中で特に区別された財産又は担保権者に引き渡さ

れた財産で、担保権者は、被担保債務の不履行又は不適切履行の際に、他の債権者に優

先して、この財産の価値から債権の満足を受ける権利を持つ。動産も不動産も担保物と
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することができる。 

 担保物としての不動産には顕著な特徴があり、これは法令、特にカザフスタン共和国

不動産抵当法に反映されている。民法に規定される担保権の通則は、民法自体又は抵当

権法に別段の定めがない場合、不動産についても適用される（民法 299 条２項）。抵当

法２条１項により、民法 303条１項に記載される不動産で、不動産権利及び不動産取引

国家登記の所定の手続により権利を登記しているものには、抵当権設定契約によって抵

当権を設定できる。 

 企業又はその他の財産複合体に抵当権を設定する場合、担保権は、当該企業又は財産

複合体を構成する全ての動産及び不動産に及ぶ。これには、抵当権設定期間に取得した

ものを含む独占権及び債権も含まれる。ただし、法律又は契約に別段の定めがある場合

は、この限りではない（民法 303条３項）。 

 建物又は施設への抵当権の設定は、その敷地若しくは敷地のうち抵当目的物の機能に

必要な部分又は担保権設定者が持つ敷地若しくはその必要部分の賃借権に対して、同一

の契約で同時に抵当権を設定する場合に限り許容される（民法 340 条３項）。この要件

により、建物（施設）と同時に、担保権設定者が所有又は賃借する土地にも抵当権を設

定できる。 

 建物（施設）が、永久使用権によって不動産所有者に帰属する土地に建っている場合、

建物（施設）は土地ぬきで抵当物とすることができる。企業、建物、施設の敷地で、担

保権設定者が永久使用権により占有するものには、担保権は及ばない。このような企業、

建物、施設に対し担保権を実行する場合、当該財産を自己の所有物として取得する者は、

その敷地の永久使用権を、前の不動産所有者（担保権設定者）と同じ条件、範囲で取得

する。 

 土地又は土地使用権による担保は、担保権設定契約又はカザフスタン共和国法令に基

づく債務履行担保手段であり、これにより債権者（担保権者）は、被担保債務の不履行

又は不適切履行の際に、担保物である土地又は土地使用権の価値から、この土地又は土

地使用権を持つ者（担保権設定者）の他の債権者に優先し、債権の満足を受ける権利を

持つ。ただし、民法が定める例外を除く（カザフスタン共和国土地法典）。 

 土地に抵当権を設定する場合、契約に別段の定めがない限り、抵当権は、この土地上

の担保権設定者に帰属する建物及び施設に及ぶ。契約に抵当権が建物及び施設に及ばな

いという条件がある場合は、土地に対する抵当権が実行される際、担保権設定者は、建

物又は施設の用途に従った使用に必要な土地部分につき限定使用権（地役権）を保持す

る。この土地部分の使用条件は、担保権設定者と担保権者の合意により決める（紛争に

なった場合は裁判所が決める）。抵当権を設定した土地に建つ建物又は施設が抵当権設定
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者以外の者に帰属する場合、抵当権が実行され土地が公的競売で売却された際、土地の

取得者には、抵当権設定者がこの他者に対して持っていた権利と義務が移行する。 

 農地への担保権の設定は、農地上にある農地所有者に帰属する建物及び施設に同時に

担保権を設定する場合に限り許容される。 

 取引禁止物は、担保物とすることはできない。担保物とできないものとしては、例え

ば、森林（森林法典８条５項）など。国家土地使用者は、土地使用権を譲渡し、又、こ

れを担保に供してはならない。本項１号の規定は、土地上の不動産の譲渡又は担保権設

定による土地使用権の譲渡又は担保権設定には適用しない。ただし、特別自然保護区内

にある不動産については、この限りではない（土地法典 39条）。 

 強制執行が許されない市民の財産など、特定の財産への担保権の設定については、法

令によりこれを禁止又は制限することができる。 

 執行文書による執行は、以下にあげる財産で、債務者が所有するもの又は共同所有の

持ち分としているもので、債務者及びその扶養者に必要なものにはかけられない： 

１．家財道具、衣料品： 

a) 使用している衣類、靴、下着、寝具、台所用品。ただし、毛皮その他の高価な

衣類（必要最低限の代替衣類が他にある場合）、貴金属製の食器類、芸術的価値を

持つものを除く。 

b) 債務者及びその家族に最低限必要な家具（各人に対しベッド１、椅子１、家族

あたり机１、棚１、衣装箱１） 

c）全ての子供用品 

２．債務者が農業従事者である場合、次の収穫までに債務者及び家族に必要な量の食

料、債務者及び家族に必要な農業用の建物及び家畜、家畜の飼料。それ以外の場合は、

食料及び最低賃金額以下の金銭。 

３．調理、住居の暖房に必要な燃料。 

４．債務者が職業を継続するために必要な道具（資料、本を含む）。ただし、債務者が

判決により特定の活動に従事する権利を剥奪されている場合、この道具が犯罪に使用

された場合はこの限りではない。 

５．身体障害者用の移動手段。 

６．債務者が受けた国際的な賞、国の賞、その他の賞 

 

 担保権設定契約は、必ず書面により締結しなければならず（民法 307 条２項）、これ

が守られない場合、契約は無効となる（民法 307 条３項）。抵当権設定契約は、書面で

締結し、これに抵当権設定者と抵当権者、抵当権設定者が債務者でない場合（物上保証
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人）は債務者が署名し、国家登記しなければならない（抵当法６条１項、２項）。抵当権

設定契約は、国家登記しなければならない。抵当権は、契約が国家登記された時点から

発生する（抵当法 10条２項）。抵当権設定契約の登記手続は、本法及び 2007年 7月 26

日付カザフスタン共和国法『不動産権利及び取引の国家登記について』が規定する。 

 不動産に対する担保権は、国家不動産権利登記簿に記載され、抵当制度の以下の原則

に従う。 

１． 特定原則：国家不動産権利登記簿の記載は、厳密に特定される具体的な不動産に関

するものである。 

２． 義務原則：抵当権は、国家不動産権利登記簿に相応の記載がなされて、はじめて全

ての第三者にとって法的意義を持つようになる。 

３． 公開原則：国家不動産権利登記簿の記載は、あらゆる利害関係者に対し公開される。 

４． 信憑性原則：国家不動産権利登記簿の記載は、原則、正しく合法的なものと推定さ

れ、これを覆すことができるのは裁判所のみである。 

５． 先着順原則：ある担保権より先に国家不動産権利登記簿に記載された担保権は、こ

れを先順位担保権とし、後に登記されたものを後順位担保権とする。先順位担保権者

の権利は、後順位担保権者の権利に優先して実現される。1 

 現行法は、不動産担保権（抵当権）の設定を、担保権設定契約以外の文書で手続する

ことを認めていない。 

 抵当権設定契約により抵当物とされた不動産が、担保権者の合意なしに譲渡された場

合、あるいはその他の法定要件若しくは契約条件に違反して譲渡された場合、担保権者

は、担保財産譲渡の無効認定か、被担保債務の期限前履行及び担保財産に対する権利の

実行を要求できる。この際、担保財産が誰に属しているかは問われない。抵当財産の取

得者は、財産取得の時点で、これが債権者の合意なしに譲渡された、あるいはその他の

法定要件若しくは契約条件に違反して譲渡されることを知り又は知り得べきであったこ

とが証明される場合、債務者と連帯して被担保債務不履行の責任を当該財産の価値の範

囲内で負う。被担保債務の債務者ではない担保権設定者が、法定要件若しくは契約条件

に違反して担保財産を譲渡した場合、財産取得者も元の担保権設定者も、債務者と共に

連帯責任を負う。 

 担保関係には、担保物の保険及び維持管理に関する当事者の権利及び義務が含まれる。

法律又は契約に別段の定めがない限り、担保権設定者又は担保権者は、担保物がいずれ

の占有下にあるかに応じて、以下の義務を負う。まず、担保物の滅失又は毀損に備え、

                                                  
1Плешанова О.П. Эта непонятная ипотека. Просто о сложном., M.,2001年, pp.85-87 
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その全価値について担保権設定者の負担で保険に加入する（担保物の価値が被担保債権

額を超える場合には、債権額を下回らない額で保険に加入する）。第二に、第三者からの

侵害及び請求に対し担保物を守るなど、担保物を維持するために必要な措置をとる。 

 抵当権の場合、担保物を回復又は交換する担保権設定者の権利は、この旨についての

書面による合意がある場合のみ発生する。担保物としての不動産の交換とは、要は、別

の不動産について新たに抵当権設定契約を締結することを意味する。不動産に対する担

保権は、国家登記をしなければならない。そのため、特定原則により、抵当権の登記に

ついての記載は、担保物である具体的な不動産に関するもののみ可能である。 

 抵当物である財産が、犯罪その他法違反の制裁として国により担保権設定者から徴収

（没収）される場合、抵当権はその効力を保ち、抵当権者は被担保債務の期限前履行と

没収された財産に対する抵当権の実行を要求できる。このアプローチは、民法上の関係

における国の優遇を排除する民法上の全主体の平等原則によりかなっていると言える。

したがって、担保物である不動産が没収によって国に移行した場合も、担保権が担保物

について動くという原則は維持される。2 

 

結論 

本稿のまとめとして、以下の結論を導くことができる。 

１． 債務の担保として、当事者は様々な手段を用いることができる。中でも最もよく使

われ、昔からある方法が担保権である。担保権は、古代ローマ時代から知られてお

り、今日も広く使われている。 

２． 担保権とは、被担保債務が履行されない場合に、被担保債務の債権者（担保権者）

に他の債権者より優先する権利を与え、（法に別段の定めがない限り）債務者がこ

の債務を履行しない場合に、担保財産の価値から債権の満足を受けられるようにす

るものである。 

３． 債務担保手段としての抵当権を検討してみると、以下の特徴が挙げられる。第一に、

不動産への担保権の設定は、生産の拡大に必要な資金を得るための手段として機能

する。第二に、抵当権は、具体的な状況において他の形態（例えば売買など）が不

適当である場合に、対象物に対する財産権の実現を保証することができる。第三に、

抵当権により有価証券（抵当証券）に基づく擬制資本が形成される。 

                                                  
2 Горбачева Л.Н. Гражданское право.（民法） – M.,2005年, pp.269-273 
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問題１、２の事例におけるカザフスタンでの運用について 

 

問題 1 建物を目的とする担保の設定 
株式会社 Aは、銀行 L より 3 年間を期限として、年 12％の利息で、30,000 米ドル相
当の金員を借り入れた（消費貸借契約）。銀行 Lは、元本及び利息の返還請求権を担保
するため、株式会社 A所有の建物（本社ビル）に担保権を設定した(担保権設定契約)。 
(1) 建物を担保の目的物とした場合、通常利用される担保権は、どのようなものか。 
(2) 消費貸借契約と担保権設定契約の当事者は、それぞれ誰か。 

また、仮に本件建物の所有者が株式会社 Aの代表者 B個人であった場合には、契
約の当事者は、それぞれ誰になるか。 

(3) 本件担保権設定契約について、契約を締結し、契約書の公証を受け、国家登記を
したが、担保権設定契約の効力が生じるのは、どの時点か。 

(4) 本件担保権設定契約後、本件建物を占有するのは、株式会社 Aか、銀行 Lか。 
(5) 本件建物の敷地に対する権利は、どうなるか。 
(6) 株式会社 Aが本件建物を第三者に売却する場合、どのような手続が必要か。 
(7) 本件建物を買い受けようとする第三者が、本件建物に担保権が設定されているか
否かを確認する方法としては、どのようなものがあるか。 

 

1.  建物を目的物として担保権を設定する場合は、不動産抵当権が利用される。 
 不動産抵当法（1995 年 12 月 23 日付）１条 4)号によると、不動産抵当権（抵当権）

とは、担保権の一種で、担保物である不動産又はその持分が担保権設定者又は第三者の

占有、使用下に残るものである。 

 理論的には、担保権設定者が担保財産を担保権者の占有に移す質権も利用できるが、

事実上、不動産を担保物とする場合、これは利用されない。 

 

2. 消費貸借契約の当事者は、債権者（貸付人）と債務者（借入人）である。 
（民法 715 条により、消費貸借契約の一方（貸付人）は他方（借入人）に金銭又は種類

的属性により特定される物を引き渡し、借入人は同額の金銭又は同種、同質の物を同量、

所定の時期に返す義務を負う。） 

設問の場合、債権者（貸付人）は銀行、債務者（借入人）は株式会社 Aである。 

 担保権設定契約の当事者は、担保権設定者である株式会社 Aと、担保権者である銀行

である。 
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 しかし、設問では、まず、担保物である不動産が株式会社 Aに属しているという条件

になっており、次に、建物の所有者が個人である場合はどうなるかと問うている。前者

の場合、つまり、建物が株式会社 Aに帰属する、株式会社 Aが所有者である場合は、担

保権者である銀行と担保権設定者である株式会社 A の二者を当事者とする契約が締結

される。後者の場合は、担保権設定者である個人 B、担保権者である銀行、債務者であ

る株式会社 Aの三者を当事者として契約が締結される。（不動産抵当法６条） 

 不動産抵当法６条は、抵当権設定契約は書面により締結し、担保権設定者と担保権者

が署名し、また、担保権設定者が債務者でない（物上代理人）、つまり、債務者の債務

担保のために自己の財産を提供する希望を表明した者である場合は、債務者もこれに署

名をすると定めている。 

 

3.  不動産抵当法６条により、抵当権設定契約は書面で作成され、担保権設定者と担
保権者が署名し、又、担保権設定者が債務者でない場合（物上保証人である場合）は債

務者も署名する。 

 抵当権設定契約は国家登記をしなければならない。抵当権は、抵当権設定契約の登記

の時点で発生する。このような登記の法的意味は、不動産に関する全ての物権について

同様に適用される。 

 抵当権設定契約の公証は、当事者の希望により行う。 

 担保権者の権利は、抵当証券の発行により証明（手続）される。 

 不動産抵当法 12 条は、以下のように規定している： 

 抵当証券とは、指図証券であり、その法的保有者の以下の権利を証明するものである。 

1) 主たる債務の履行を受ける権利 

2) 主たる債務の履行を受けるために、担保物たる不動産に対し担保権を

実行する権利 

 抵当証券は、一部作成され、担保権者に渡される。 

 同法 14 条は、以下のように定めている。主たる債務を履行した担保権設定者は、抵

当証券の引渡しを求めることができる。主たる債務の一部を履行した担保権設定者は、

抵当証券に債務の当該部分を履行した旨記載するよう求めることができる。この記載は、

担保権設定者の書面による申請に基づき担保権者（抵当証券の所持者）が行う。抵当証

券を新たな所持人に譲渡する際には、債務の一部履行に関する記載は必ず行うものとす

る。 

 抵当証券がその合法的な所持人の元に存在すること、又は、抵当証券上に債務の一部

履行に関する記載がないことは、反証がない限り、債務又はその一部が履行されていな

いことを証明する。 

 抵当証券が担保権設定者の元にあることは、反証がない限り、被担保債務が履行され

ていることを証明する。 
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4.  不動産抵当法１条 4)号により、不動産抵当権（抵当権）とは、担保権の一種で、
担保物である不動産又はその持分が担保権設定者又は第三者の占有、使用下に残るもの

である。 

 つまり、前者の場合、建物の所有者が株式会社 Aである場合は、建物は株式会社 Aが

占有、後者の所有者が個人 Bである場合は、Bが占有しつづける。 

 

5. 土地法典 77 条は、以下のように規定している。 
 分割可能な土地の全体若しくはその一部又はこれらの使用権を担保物とすることは、

担保物となる土地又はその部分上にある建物（構造物、施設）にも同時に担保権を設定

しない限り、許容されない。 

 不可分な土地又はその使用権への担保権の設定は、この上に立つ建物（構造物、施設）

にも同時に担保権を設定しない限り、許容されない。 

 建物（構造物、施設）への担保権の設定は、建物（構造物、施設）が占め、その使用

に必要である分離可能な土地の一部若しくはその使用権にも同時に担保権を設定しな

い限り、又は、建物（構造物、施設）が立つ不可分の土地全体若しくはその使用権にも

同時に担保権を設定しない限り、許容されない。 

 上記規定により、建物を担保物とする場合には、その敷地も同時に担保物とされるこ

とになる。 

 

6． 民法 315 条の要件により、法令又は契約に別段の定めがなく、担保権の内容から

別段の取り扱いが必要でない限り、担保権設定者は、担保権者の同意がある場合のみ、

担保物を他者の所有、経営管理、運用管理に譲渡し、賃貸、使用貸し又は他の方法で処

分できる。 

  

7．民法 118 条により、不動産に対する権利、不動産に関する法律行為の国家登記は公

開されている。登記機関は、あらゆる者に対し行われた登記及び登記された権利に関す

る情報を提供しなければならない。 

 不動産権利取引国家登記法第 17 条により、市民その他の権利者の個人情報は、権利

者を特定するための情報（氏名、個人の誕生日、法人の名称と登録番号）以外は開示し

てはならない。 

 権利登記簿の情報及び登記ファイルにある文書の謄本は、情報提供に関する申請が出

された日から３営業日以内に登記機関が提供しなければならない。 

 しかし、2007 年 8 月 24 日付司法大臣令 No.239 により承認された「権利登記簿情報

提供規則」によれば、このような情報は１営業日内に提供されることとなっている。こ

の情報提供期間の起算日は、申請日の翌営業日である。 



 
 

153 

 不動産権利・取引国家登記簿の情報提供は、無償で行われる。 

 

問題 2 工場の機械を目的とする担保の設定 
株式会社 Aは、銀行 L より 3 年間を期限として、年 12％の利息で、30,000 米ドル相
当の金員を借り入れた（消費貸借契約）。銀行 Lは、元本及び利息の返還請求権を担保
するため、株式会社 A所有の工場内にある機械に担保権を設定した(担保権設定契約)。 
(1) 機械を担保の目的物とした場合、通常利用される担保権は、どのようなものか。 
(2) 消費貸借契約と担保権設定契約の当事者は、それぞれ誰か。 

また、仮に本件機械の所有者が株式会社 Aの代表者 B個人であった場合には、契
約の当事者は、それぞれ誰になるか。 

(3) 本件担保権設定契約について、契約を締結し、契約書の公証を受け、国家登記を
したが、担保権設定契約の効力が生じるのは、どの時点か。 

(4) 本件担保権設定契約後、本件機械を占有するのは、株式会社 Aか、銀行 Lか。 
(5) 株式会社 Aが本件機械を第三者に売却する場合、どのような手続が必要か。 
(6) 本件機械を買い受けようとする第三者が、本件機械に担保権が設定されているか
否かを確認する方法としては、どのようなものがあるか。 

 

1． 民法 303 条により、担保財産が担保権設定者又は第三者の占有、使用下に残る担保
権である抵当権も、担保物が担保権者の占有に移る質権も利用できる。 

   担保権は、担保物となる財産の性質により、物を目的物とする担保権と財産権を

目的とする担保権に分類される。物を目的物とする担保権は、担保権設定契約の当事

者の権限範囲及び内容により質権と抵当権に分類される。 

  この基準に従えば、「抵当権」とは、多くの国の法制度におけるような不動産のみ

を対象とするものではなく、あらゆる財産（動産、財産権を含む）を対象とした担保

権であって、目的物を担保権設定者の使用、占有下に残すものを指すと理解される。

まさに、担保財産が担保権設定者の使用、占有下に残るという点が、カザフスタン民

法によれば、担保権の一種としての抵当権の分類上の特徴なのである。 

  質権とは、担保権設定者が担保財産を担保権者の占有に引き渡す担保権である。 

   質権（及びこれに類する種の担保権）の分類基準は、担保目的物が担保権者の占

有に引き渡されることである。 

 

2．  消費貸借の当事者は、いずれの場合も、債権者（貸付人）である銀行と債務者（借
入人）である株式会社 Aである。 

担保権設定の当事者は、財産所有者が株式会社 A であれば、担保権設定者である

株式会社 A と担保権者である銀行。後者の場合については、いくつかの可能性があ

り、担保権設定者である自然人 B、担保権者である銀行、債務者である株式会社 A
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の３者を当事者として契約することも、担保権設定者の自然人 B、担保権者の銀行の

二者で契約することもできる。また、財産所有者の合意に基づき当該財産につき経

営管理権を持つ株式会社 Aが担保権設定者になることもできる（民法 305 条）。 

 

3．  民法 310 条により、契約は、担保権設定契約の締結時点から発効する。これは、
抵当権設定契約についても、質権設定契約についても、動産が担保物であるので違

いはない。 

 

4．  利用される担保権の種類により、抵当権であれば株式会社 Aが占有、質権であれ
ば銀行が占有する。 

 

5．  民法 315 条の要件により、法令又は契約に別段の定めがなく、担保権の内容から
別段の取り扱いが必要でない限り、担保権設定者は、担保権者の同意がある場合の

み、担保物を他者の所有、経営管理、運用管理に譲渡し、賃貸、使用貸し又は他の

方法で処分できる。 

 

6．  カザフスタン共和国では、動産担保権の登記は義務ではなく任意であり、財産が
登記されている場合については、動産担保権登記法（1998 年６月 30 日付）18 条が

以下を定めている。 

 動産担保権の登記に関する情報は、法令に別段の定めがない限り、全ての法人、個

人に公開されている。 

 あらゆる者の申請により、登記機関は動産担保登記簿謄本の形で情報を提供しなけ

ればならない。この謄本は以下を含まなければならない： 

・ 担保権に関する情報が謄本発行日に先行する営業日終了時現在のものであ

る旨の記載 

・ 権限を持つ登記機関職員の署名と登記機関の印 

 ある動産について担保権に関する記載が何ら存在しない場合は、謄本にはその旨が

記載されていなければならない。 

 動産担保権の登記は、民法及び他法令に従い、同一財産に関する他の債権者に対す

る当該担保権者の弁済順位（日付）を決定する。 

 先に登記をしている担保権者は、債務履行担保において、当該財産について後で登

記をした全ての担保権者及び未登記の担保権者よりも優先される。 

 登記がない場合、第三者は、担保負担の存在については契約当事者から知ることが

できる。 
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MAULENKULOV Yerlan Zhenisbekovich 
カザフスタン共和国 

南カザフスタン特別広域経済裁判所 裁判官 

 

担保権に関する紛争事件の例 
 
 あらゆる債務の履行は、強制手続による履行を請求する、あるいは、債務違反から発生

した損害の賠償を請求する債権者の権利によって担保される。この際、あらゆる債務の履

行は、一般的には「自己の債務についてその全財産を持って責任を取る」という債務者の

財産的責任により担保される。同時に、法令又は契約が定める場合において、このような

債務履行担保における一般的な方法に加え、履行を促す特別な方法が使用される。これら

の手段は「債務履行担保手段」と呼ばれる。 
 担保権について裁判所で最もよく審理される事案は、担保権設定契約の有効性、合法性

に関するものであり、第三者が、ある財産が担保に供されたことで彼らの当該財産に対す

る権利が侵害されたとして、担保権設定契約について争うものである。 
 本来、権限を持っていないものが担保権を設定した場合、担保権設定契約は無効とされ

る。担保権設定契約については、裁判所に訴状を提出し、争うことができる。 
 例えば、原告 A の銀行に対する訴訟では、判決により不動産を目的物とする担保権設定
契約が無効とされたが、この契約は、担保物の所有者である原告の合意をとらずに締結さ

れたものであった。担保物は、原告と担保権設定者 Бの合有物であった。 
 事件の概要は以下の通りである。 
 Б は銀行から 100 万ドルの融資を受けた。この際、A と合有する不動産を担保とした。
この際、然るべく公証された Aの合意書が取られた。 
 その後、銀行と Бは新たに 200万ドルの融資契約を結んだ。この際、同じ財産を担保と
したが、この際、新たな融資契約については Aの合意を取っていなかった。 
 これにより、Aの訴えは認められた。 
 
 別の例では、有限会社 B が不動産とそれに付帯する土地を担保として銀行から融資を受
けた。 
 債務が履行されなかったので、銀行は取り立て請求を裁判所に申し立てた。 
 有限会社 Г は、争われている不動産が立つ土地の一部が同社に対する債務の履行を担保
する担保物であるとし、担保契約の無効認定を申し立てた。 
 審理において、争われている建物の一部が、確かに第三者に対する債務の担保物となっ

ている土地の上に位置しているということ、銀行が融資を決め、担保権設定契約を締結し

た際に、担保物に関する全ての文書をきちんと確認していなかったことが判明した。 
 このように、「建物への抵当権設定は、建物又は施設の敷地に対する権利にも同じ契約で
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同時に抵当権を設定する場合のみ許容される」とする民法 309条の要件に違反があった。 
 担保権者が担保物に対し一般債権者より優先する権利を持つことに関する例もあげてみ

たい。 
 判決の執行として裁判所執行官がある財産を売却して売得金を Д に渡したが、これに対
し、Е は執行官による財産売却行為の有効性について争った。当該財産は Е の受取勘定で
ある債務を担保する担保物であるというのが、その理由であった。担保権者以外の債権者

は、担保権が消滅した後でなければ担保物からの債務の弁済は受けられない。 
 これにより、担保権者の担保物に関する優先性により、執行官の行為は違法と認定され

た。 
 全体的に、担保権の問題はカザフスタン法令により完全に規定されており、発生する紛

争は、担保権設定契約締結時における義務の不適切履行や不適切な権利行使によるもので

ある。 
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TASHIBEKOV Talantbek Nurlanovich  

キルギス共和国 

国有資産管理省倒産部法律課 スペシャリスト 

 
キルギス共和国の担保制度 

 
 法は、担保権を、法人及び個人が企業活動に投資するために自己の財産を利用する上
での重要な手段とみている。担保権はその本質としては担保権設定者が債務履行を担保

するための一つの手段である。つまり、担保権設定者が債務を履行できない場合、担保

権者は、他の債権者に優先して担保物の価値から債権の満足を受ける権利を取得する。

この際、担保権は、消費貸借（銀行ローン）、賃貸借、売買、貨物輸送など法的に有効

なあらゆる債務の履行を担保し、そして、あらゆる主体間 — 市民、法人、国 — の債
務を担保することができる。担保権設定者及び担保権者には、キルギススタン及び外国

の市民及び法人がなることができる。 
 借入人の中には債務を返済しないのみならず、担保権の実行を妨げるような者もおり、

債権者は訴訟を起こすことを余儀なくされるが、その審理には何年もかかる。 
 ここでは、この問題を取り上げ、担保権の実行手続を定めるキルギス共和国担保法に

ついて、少々、分析してみることにする。 
 
担保権の実行 
 担保法 55条により、担保権者（債権者）の債権を満足させるための担保権の実行は、
債務者が被担保債務を履行しない又はその履行が不適切であった場合に可能である。つ

まり、次の場合である。 
1) 債務支払期限の違反 
2) 担保法 56条が定める場合において、債権者が被担保債務の期限前履行を要求
したが、債務者がこれを履行しなかった場合 

担保権は、担保権設定契約又はその他の法定抵当権を定める契約が定める手続によ

り実行される。 
全ての基本的な規定は民法にあるが、同時に民法には特定の担保権を規定する特別

法への参照規定も含まれている。 
不動産に対する担保権の実行に関する民法の通則では、担保権者の債権は裁判所決

定に基き、担保不動産の価値から満足を受けるとされている。 
同時に、担保権設定者が裁判所に訴訟提起しなくとも不動産に対する実行が可能で

ある場合が規定されている。裁判手続によらない不動産に対する実行は、実行事由の発

生後に担保権者と担保権設定者が締結し公証を受けた合意に基づき、これを行うことが
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認められている。 
これに関して、次の二点に注目する必要がある。 
第一に、合意締結の時点。この合意は、担保権設定者と担保権者が担保権実行事由

が発生した後で、つまり、契約が定める元本又は利息の返済期限が徒過してから締結し

た場合のみ、法的効力を持つ。ここから導かれる結論は一つ、「担保権者は裁判外手続

で担保権を実行できる」という条項を担保権設定契約に含めても、これは民法に抵触す

る、つまり無効ということである。これは、借入人が与信契約の条項に違反するより前

に同様の合意書を作成した場合と全く同じことある。 
第二に、合意の形式について、民法が公証を義務づけているという点。つまり、公

正証書形式の不備は契約の無効をもたらすので、これも絶対無効となる。 
裁判所への申立てなしで担保権を実行する旨の合意を締結することは、担保権者に

も担保権設定者にも利点があることは言うまでもない。担保権者は債権を早く回収でき

るし、担保権設定者は裁判費用を払わなくてすむ。 
裁判外手続による担保権実行の合意を締結することに担保権設定者が同意しない場

合、担保権者は難しい状況に置かれることになる。この場合、担保不動産から債権を回

収する唯一の手段は、裁判所決定になるからである。 
担保法では、当事者が、あらかじめ、担保権設定契約の締結時に裁判外手続による

担保権実行を取り決めることができるようにしている。第一に、担保法は、民法と異な

り、不動産担保についても動産担保についても統一の裁判外実行手続を定めている。こ

の際、担保法 60条は以下の二つの裁判外手続を定めている。 
・ 公証を受けた担保権者、担保権設定者間の合意書による 
・ 公証人の執行証書による 

 この他、民法は、裁判所決定に基づいてのみ担保権が実行される場合を定めているが、

以下の場合、担保権者が裁判所に申し立てを行う義務を免除している。 
・ 担保権設定契約の締結に第三者の同意が必要であった場合 
・ 担保権設定者が不在で所在不明となっている場合 
・ 当事者間に紛争がある場合  
いずれの規定も、一見、担保権者のすべきことをかなり単純化するように思える。

担保権設定契約の締結と同時に、裁判外手続による担保権実行の合意を締結しておく。

与信契約の条項が履行されなければ、合意した通りの簡単な手続で担保物を換価すれば

よい。 
しかしながら、矛盾もある。例えば、担保法は、一方で、裁判外実行手続を簡素化

し、担保権設定者と担保権者の合意関係をその後の裁判外手続による問題解決の根拠と

していながら、他方で、担保権設定者が裁判所へ申立てをせずに担保物を換価する可能

性を奪っている。これは、担保法 60条１項の規定が、「裁判外手続による担保権の実行
は、当事者間に紛争がない場合のみ可能」としていることによる。 
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担保権の実行は非常手段であり、必要にせまられやむを得ず行うものであるから、

その仕組みは、現在のように担保権設定者の利益だけでなく、債権者の利益も保護され

るような形で制定される必要がある。 
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KAZAKOV Bolsunbek Kumushbekovich 
キルギス共和国 

国有資産管理省監査法務部 副部長 

 
問題１、２の事例におけるキルギスでの運用について 

 
問題 1 建物を目的とする担保の設定 
株式会社 Aは、銀行 L より 3 年間を期限として、年 12％の利息で、30,000 米ドル相
当の金員を借り入れた（消費貸借契約）。銀行 Lは、元本及び利息の返還請求権を担保
するため、株式会社 A所有の建物（本社ビル）に担保権を設定した(担保権設定契約)。 
 
(1)  建物（不動産）を目的物として担保権を設定する場合、通常、『担保物を担保権
設定者の元に残す担保権』（民法 325条２項）の一種である『抵当権』（担保法 35条）
が適用される。担保法 35 条によると、抵当権とは、金銭債務又は金額で表される債
務の履行を、不動産に対する所有権又は他の物権を担保とし、又は、財産複合体とし

ての会社を担保とする担保権など、担保物の構成に不動産を含む担保権によって保証

する方法である。 
 しかし、法律は不動産について他の種類の担保権を設定することを禁じていない。

又、当事者間の裁量で、法により禁じられていないあらゆる条項を担保権設定契約で

取り決めることができる。 
    
(2) この場合： 
 消費貸借契約（与信契約）における当事者は、貸付人である銀行 L（債権者）と、
借入人である株式会社 A（民法 724条、734条）。 
 担保権設定契約における当事者は、担保権者である銀行 Lと、担保権設定者である
自然人 B（担保法３条）。 
 

 (3) 不動産に対する権利を担保物とする担保権設定契約は、不動産権利国家登記法が
定める手続により契約が国家登記された時点をもって締結されたとみなされ、発効

する（担保法 10条２項、民法 328条５項）。 
 
(4) 抵当権の形で担保権設定契約を締結した場合、抵当物である不動産は、担保権設
定者、つまり株式会社 Aの占有、使用下に残る。 

 
(5) 建物を担保物とした場合、担保権は、この建物が占める土地及び建物の使用に必
要な土地部分に及ぶ（民法 327条３項２号）。 
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(6) 株式会社 A が担保物を売却という形で処分することについては、担保権者の書面
による同意がある場合のみ、又、この権利が担保権設定契約若しくは担保権設定契

約と同時に締結した「担保権者債権の裁判外手続による満足に関する合意書」又は

担保権設定者と担保権者が後に締結した合意書に明文で定められていれば可能（担

保法 15条１項）。 
 
(7) あらゆる者は、不動産権利国家登記法が定める手続により、不動産権利統一国家
登記簿から情報を入手することができる（担保法 22条２項）。 

 

 

問題 2 工場の機械を目的とする担保の設定 
株式会社 Aは、銀行 L より 3 年間を期限として、年 12％の利息で、30,000 米ドル相
当の金員を借り入れた（消費貸借契約）。銀行 Lは、元本及び利息の返還請求権を担保
するため、株式会社 A所有の工場内にある機械に担保権を設定した(担保権設定契約)。 
 
(1) 機械を担保の目的物とした場合、通常、『担保物を担保権設定者の元に残す担保権』
（民法 325条２項、担保法 30条１項）が利用される。 
 しかし、法律は、動産について他の種類の担保権を設定することを禁じていない。

又、当事者間の裁量で、法により禁じられていないあらゆる条項を担保権設定契約

で取り決めることができる。 
 

(2)  この場合： 
 消費貸借契約（与信契約）における当事者は、貸付人（債権者）である銀行 Lと、
借入人である株式会社 A（民法 724条、734条）。 
 担保権設定契約における当事者は、担保権者である銀行 Lと、担保権設定者である
自然人 B（担保法３条）。 
 

 (3) 担保権は、担保権を登記しなければならない財産については、契約の登記時点か
ら発生する（民放 328条５項）。 

 
(4) 『担保物を担保権設定者の元に残す担保権』として担保権設定契約を締結した場
合、機械は担保権設定者、つまり株式会社 Aの占有、使用下に残る。 

 
(5)  株式会社 A が担保物を売却という形で処分することについては、担保権者の書
面による同意がある場合のみ、又、この権利が担保権設定契約若しくは担保権設定

契約と同時に締結した「担保権者債権の裁判外手続による満足に関する合意書」又
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は担保権設定者と担保権者が後に締結した合意書に明文で定められていれば可能

（担保法 15条１項）。 
 
(6) あらゆる者は、法令が定める手数料を払って、動産担保についての統一国家登記簿
から情報を入手できる（担保法 22条１項）。 
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KACHKYNALIEVA Dinara 
キルギス共和国 

チュイ州広域裁判所 裁判官 

 

不動産を目的物とする担保権設定契約に関連して争われる 
いくつかの問題について 

 
 最も典型的な紛争としては、株式会社と金融機関（銀行）が締結した担保権設定契約に

ついて、これを締結した会社代表者に担保権設定契約を締結する権限がなく、会社定款に

会社の機関が法律行為を締結する上での制限事項が規定されているという理由で、契約の

無効を求めるものがある。 
 例えば、株式会社の定款には、固定資産（株式会社が所有権を持つ財産）への担保権の

設定は株主総会の専権事項であると定められていたが、担保権設定契約の締結時に会社は

株主の合意を得ていなかった。裁判審理において、担保権設定契約の締結について株式会

社の執行機関の権限に制限があるという事実が確認された。このような事実が確定した場

合、担保権設定契約は株主の訴えにより無効認定される。 
 また、担保権実行に関しても、次のような場合、裁判に訴えるような紛争が起こること

がある。 
 法人の定款は、いわゆる「大規模取引」と呼ばれる法律行為をなすために法人の株主総

会又は社員の合意が必要という要件を定めることができる。このような場合、会社定款に

は、法人の執行機関は取引額がいくらまでならそれを実施できるかという条件が定められ

る。 
 もし、法人の代表者が、法人の財産について担保権設定契約を締結し、この財産の価額

が定款に定められる取引限度額を超えている場合、法人株主又は社員が訴えれば、このよ

うな法律行為は裁判所により無効認定される。 
 また、事例として、担保物が夫婦の合有物である場合などもあげられる。 
 夫婦の合有物である財産について担保権設定契約が締結された場合、他方の配偶者は、

担保権設定契約の契約時に合有物に担保権を設定することについて所定の手続による合意

をとっていないという理由により、裁判手続でこの契約について争うことができる。裁判

所がこの事実を確認すれば担保権設定契約は無効認定される。 



 
 

164 

  
SULTONOV Kadriddin Rushanovich 

タジキスタン共和国 

司法省立法局 チーフスペシャリスト 

 
タジキスタン共和国法制における担保制度 

 
 タジキスタン共和国の法制において初めて担保制度を規定したのは、1994 年７月 20 日
付タジキスタン共和国担保法である。しかし、この法律は、規定の分量も少なく、担保権

に関連し発生する全ての問題を十分に反映しているものではなかった。担保権に関する法

令の適用効果が向上したのは、1999 年６月 30 日付タジキスタン共和国民法の制定後であ
る。担保権に関する全ての基本原則は、直接、民法（359条乃至 387条）が規定している。
同時に、民法には特定種の担保権を規定する特別法への参照規定も含まれている。例えば、

抵当法などである。 
 タジキスタン共和国法制において、担保権は、債務履行担保手段の一種として位置づけ

られている。現代において、担保権は、民法上の債務の履行担保手段の中でも特に重要な

位置を占める。なぜなら、担保権は債務履行担保手段の中でも疑いなく利点を持つもので

あるからである。第一に、担保権設定契約の締結によって、債務者が債権者に対し精算を

行う時点で担保財産が存在し、保存されていることを確保できる。しかも、担保財産の価

値はインフレ率に比例して上昇する。第二に、債務者財産に担保権を設定することで、担

保権者たる債権者は、担保物の価値から他の債権者に優先して満足を受けることができる。

第三に、財産現物を失うかもしれないという現実的な恐れは（通常、担保物となるのは特

に価値が高く、すぐに換金できる財産である）、債務者が債務を然るべく履行するためのよ

い刺激となる。 
 タジキスタン共和国における担保権の法的調整の基礎をなすのは、タジキスタン共和国

民法（1999年６月 30日付）、動産担保法（2005年３月１日付）、抵当法（2008年３月 20
日付）、その他の下位法令である。 
 タジキスタン共和国の現行法では、担保関係の分類は、担保財産の所在という基準で行

われている。民法 362条は、担保権を以下の種類に分類している。 
・ 抵当権 
・ 質権 
・ 金銭担保権 
・ 流動動産担保権 
・ 質屋における質入れ 

 抵当権は、担保財産が担保権設定者及び第三者の占有、使用下に残る担保権である（362
条）。 
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 質権は、担保財産が担保権者の占有に移転する担保権である（362条）。 
 金銭担保権は、担保権設定者が金銭を担保権者の占有に移転させる形でのみ行われる。 
 流動動産担保権とは商品を担保物とするもので、これを担保権設定者の元に残し、担保

権設定者は、担保権設定契約に指定される商品総額を保った上で、その構成や形状（商品

在庫、原料、材料、半製品、製品など）を変更する権利を持つというものである（386条）。 
 質入れとは、短期融資の担保として、市民が所有し個人使用する動産に担保権を設定す

るものである。このような契約において担保権者となることができるのは、特別な組織、

つまり、質屋のみである。この種の企業活動に従事するためには、質屋は相応の免許を持

たなければならない。質入れ契約の締結は、質屋が質札を発行することで証明される。質

入れされた品物は、いずれの場合も、担保権者である質屋に引き渡されなければならない。 
 タジキスタンの法令上、担保物とすることができるのは、財産とされる民法上の全ての

対象物（140条）、つまり、物品、債権、その他の財産である。民法 360条により、担保物
とすることができるのは、物、財産権（債権）を含む全ての財産であるが、ただし、取引

禁止物は除く（360 条）。どのような財産を担保にできるかを判断する上で重要な意味を持
つのは、担保としての機能である。債権者にとっての担保権の意義は、債務者が債務違反

（融資の未返済、輸送費その他運輸費用の不払いなど）をした際に、担保物が売却され、

その売得金から優先的に債権の満足を受けられるということにある。 
 つまり、法律が売却を禁じていないものであれば、担保物とすることができる。これに

関する制限は、主として、民法 360 条に表れている。同条は、以下を担保物としてはなら
ないと規定している。 

・ 民事取引が禁じられている物 
・ 属人的債権 
・ 法律が担保権の設定を禁じている、又は制限している一定種の財産 
・ 他者への譲渡が法律で禁じられている財産上の請求権 

担保権は、法律に基づき、又は、タジキスタン共和国法令の規定に従い担保権設定者と担

保権者が締結した契約に基づき（約定担保権）発生する。 
 民法 370条により、担保権は、以下の条件が同時に存在する場合に発生する。 

・ 担保権設定契約 
・ 担保権設定者が、担保物に対し所有権若しくは他の物権又は他の財産権を持ってい

ること 
 担保権者に引き渡されるべき財産に担保権を設定する場合、担保権は、財産が引き渡さ

れた時点より発生する。ただし、担保権設定契約に別段の取り決めがある場合は、この限

りでない。 
 法定担保権の例としては、担保物が国の需要のために徴収、収用、国有化される場合が

あり、この際、担保権設定者には代わりの財産が与えられる。この場合、民法 383 条に従
い、代替財産に担保権が発生する。 
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 又、タジキスタン共和国の法令は、担保物価額の評価、担保物の占有、私用、保管、担

保権実行事由、担保財産の換価方法、権限を持たない者が担保権を設定した場合の無効認

定、第三者の担保権がついた担保物に対する実行といった概念を、明確に規定している。 
 
違約罰 
 違約罰とは、法令又は契約に定める金銭であって、履行遅延など債務不履行又は債務の

本旨にしたがわざる履行があったときに、債務者が債権者に支払わなければならないもの

をいう。違約罰の支払いを請求するときは、債権者は、損害を受けたことを証明する義務

を負わない（民法 355条１項）。 
 
手付け 
 手付けとは、契約交渉当事者の一方が他方当事者に交付する金銭で、前者が契約に従い

後者に支払うべき金額の内金であり、契約締結の証拠および契約履行の担保となるものを

いう（民法 409条１項）。 
 
担保権 
 担保権により、被担保債務の債権者（担保権者）は、債務者がこの債務を履行しない場

合、当該財産が帰属する者（担保権設定者）の他の債権者に優先して担保財産の価値から

満足を得る権利を持つ。ただし、法律が定める例外を除く（民法 359条１項）。 
 
銀行保証 
 銀行保証により、銀行その他の金融・保険機関（保証人）は、他人（本人）の債権者（受

益者）からの支払請求書に応じ、保証人のなした約束の条件にしたがった金額を受益者に

支払う旨を、本人の要請に基づき書面により約束する（民法 397条１項）。 
保証 
 保証契約に基づいて、保証人は、他人の全部又は一部の債務履行につき、その債権者に

対し責任を負わなければならない（民法 390条１項）。 
 
 民法 362 条により、担保権には、抵当権、質権、権利担保権、金銭担保権、質屋におけ
る質入れという形態がある。 
 
抵当権 
 担保財産が担保権設定者及び第三者の占有、使用下に残る担保権。抵当目的物とするこ

とができるのは、企業、構造物、建物、施設、集合住宅内住戸、宇宙物体、その他の民事

取引が禁止されていない財産。分離可能な果実は、これが分離の時点から第三者の権利の

対象とならない場合のみ、これを抵当物とすることができる。 
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担保物を担保権者に引き渡す担保権 
 担保権設定契約に従い担保財産が担保権者の占有に移転される担保権の種類（動産担保

法 28 条）。担保権者と担保権設定者の合意により、質権の対象物は、担保権者がこれに施
錠、封印した上で、担保権設定者の元に残すことができる（固定担保権）。個別に特定でき

る物にこれが担保物であることを示す標識を付して担保権設定者の元に残すことができる。 
 
権利担保権 
 権利担保権の目的物となるのは、譲渡可能な財産権、つまり、企業、構造物、建物、施

設などに対する賃借権、商事組合財産の持分に対する権利、貸金債権、著作者、発明者の

権利、その他の財産権である。 
 
金銭担保権 
 担保権設定者が持つ金銭債権を担保物とする場合、担保権設定者は、タジキスタン共和

国法令が別途定める場合を除き、第三債務者に対しその債務に担保権が設定されたことを

通知する義務を負わない。 
 
質入れ 
 市民が個人使用する動産を担保物として受入れることについては、相応の免許を持つ特

別な組織である質屋が、これを企業活動として行うことができる。 
ESHBOEV Jaloliddin Holbutaevich 

タジキスタン共和国 

大統領執行機関法務部 チーフスペシャリスト 
 

問題１、２の事例におけるタジキスタンでの運用について 

 
 課題１、２、つまり、「建物を目的物とする担保権」「工場の機械を目的物とする担保権」

の問題は、民法、担保法、動産担保法、不動産及び不動産権利登記法により解決される。 
  
課題「建物を目的物とする担保」には、担保の種類、担保権設定契約の当事者、占有者が

自然人である場合の所有権、契約の発効時期、担保物の占有権、担保物の敷地に対する権

利、担保物の第三者への売却、第三者に対する公示の形態といった問題が含まれる。 
 
1． 担保権の種類 
 民法 359 条、362 条により以下の通り。「企業、建物、施設、住戸、その他不動産を
目的とする担保権（抵当権）は、抵当法が規定する。本法の担保権に関する通則は、本
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法又は抵当法に別段の規定がない限り、抵当権にも適用する。」 
 
2． 消費貸借契約、担保権設定契約の当事者 
 この課題については、民法 839条により銀行 Lが債権者、株式会社 Aが債務者。 
 担保権設定契約の当事者は、民法 359条により銀行 Lが担保権者、株式会社 Aが担
保権設定者。 
 

3． 株式会社 Aの代表者である自然人 Bが建物の所有者である場合 
 消費貸借契約の当事者は、民法 839条により銀行 Lが債権者、株式会社 Aが債務者。 
 担保権設定契約の当事者は、民法 359 条乃至 364 条により、権利担保権の設定者と
なれるのは、担保物となる権利を持つ者であり、この場合、銀行 Lが担保権者、自然人
Bが担保権設定者。 

 
4． 担保権設定契約の発効時期 
 民法 457条により、契約は、締結の時点から発効し、当事者に対する拘束力を持つ。
また、民法 465 条３項により、国家登記対象である契約は、法律に別段の定めがない
限り、登記の時点より締結されたものとみなされる。 

 
5． 担保物の占有 
 民法 362 条及び抵当法２条により、抵当権が設定された財産は、担保権設定者の占
有、使用下に残る。 

 
6． 担保物の敷地に対する権利 
 財団としての企業に抵当権を設定する場合、民法 144 条により、担保権はそれを構
成する全ての財産に及ぶ。 

 
7． 第三者への担保物の売却 
 抵当権設定契約により抵当権を設定した財産は、担保権者の合意がある場合のみ担

保権設定者（株式会社 A）により他者に譲渡できる。ただし、抵当権設定契約に別段の
定めがある場合はこの限りではない。 

 
8． 第三者に対する公示（第三者が担保権の存在を知る手段） 
 第三者が担保権の負担を知る手段としては、不動産及び不動産権利国家登記法 29条、
民法 143条により、不動産の登記である。 

 
課題２「工場の機械を目的物とする担保権」の解決には、課題１と同様の方法を用いる。 
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1. 担保権の種類 

まず、確認する必要があるのは、工場の機械は、動産担保法に基づく動産であり、

この場合の担保権の種類は、同法４条により動産担保であるということである。 
 この場合、担保権の種類としては、担保財産を担保権者に移転させるのであれば、

質権ということもあり得る。 
 
 契約の当事者、建物の所有者、契約の発効時点に関する質問については、課題１の

回答（2，3）に同じ。 
 
４．担保権設定契約の発効時点 
   民法 457 条により、契約は締結の時点より発効し、当事者に対し拘束力を持つよう
になる。 

 
5．担保物の占有 
   この場合、担保物は株式会社 Aの占有下にある。 
 
6．担保物の第三者への売却 
   動産担保法 16条により、担保権設定者は、担保権者の書面による同意がある場合の

み、担保物を売却処分できる。 
 
7．第三者に対する公示（第三者が担保権の存在を知る手段） 

動産担保法 21 条により、動産担保権の登記は司法省が行う。同法 27 条により、統
一国家登記簿の情報は公開されており、誰でも所轄機関に謄本の発行を請求すること

ができる。 
 
結論： 
 課題１、２を通じて言えることは、タジキスタンの法令においては動産及び不動産担保

に関し全ての規定が明確に定められているという点である。設問の２，３，４については

同様の回答になったが、他の設問については解答に明確な区別が現れている。これは、タ

ジキスタンの法令が担保目的物としての動産、不動産の概念を明確に区別しており、それ

ぞれについて別途の法律を制定していることによる。 
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 MIRMAKHSUMOV Ismoilbek Murdobekovich 
タジキスタン共和国 

ドゥシャンベ市経済裁判所 裁判官 
 

問題１、２の事例に関連する事例とそこで争われた問題点について 
 
担保権は最も好まれ、広く使用される債務履行担保手段である。債権者の担保権に対す

る関心は、債務者財産の特定の一部が区別され、債務が履行されなかった場合には担保物

が換価され、売得金から債権を全額回収できるという点にある。担保権は、債務が履行さ

れれば手にできたはずの金額を債権者が受け取れるようにするためのものである。つまり、

担保権の適用は債権者にとって実際の債務履行と同じ財産上の結果をもたらす。違約金の

場合とは違い、被担保債権の満足は債務者の財政状態には影響されず、また、保証人によ

る債務履行保証とも違い、保証人の事業がうまくいっているか否かに左右されることもな

い。1964年の民法では、担保権の適用はかなり制限されていた。実務上、企業の債務は、
通常、流動動産担保権によってのみ担保されていたし、個人は、自己所有家財、私用物し

か担保にできなかった。担保権の役割は市場経済化によって大きくなり、1994年に制定さ
れた担保法は根本的に担保権の適用範囲を広げ、企業、施設、その他財産、財産権を担保

とする可能性を広げた。2000年 1月 1日以降、担保権設定契約から発生する諸関係は、タ
ジキスタン共和国民法及び民法に抵触しないその他の法律により規定されている。 
不動産を目的物とする担保権は、抵当法が規定している。 
民法の担保権に関する通則は、民法又は抵当法に別段の定めがない限り、抵当権にも適

用する。 
担保権の本質及び目的は、他の債権者に優先して担保物から債権の弁済を受ける権利が

担保権者に保証されるという点にある。 
担保権を実行する形での担保権者の債権の満足は、担保権設定者（債務者）の債務不履

行如何による。しかし、債務の不履行又は不適切履行自体は担保権実行の事由とはならず、

この際、不履行又は不適切履行が債務者自身に関する事情によるものであることが必要と

なる。 
担保権設定者（債務者）の債務不履行又は不適切履行が債務者の責めに帰することがで

きない理由による場合、担保権者に担保権を実行する権利は発生しない。たとえば、不可

抗力による場合などがこれにあたる。 
民法 377 条２項により、担保権の実行は、債務者の債務不履行の程度があまりに軽微で
あり、担保財産の額に対しあまりに均衡を欠く場合にもこれが認められないことがある。

たとえば、銀行融資契約で融資を受けた担保権設定者が、この融資を利用して家を建て、

融資契約の期間が終了する時点で 0.1パーセントの未返済額が残ったという場合は、債務額
が過少であるため、家に対する担保権の実行は認められないということになる。 
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民法は、不動産担保物に対する様々な実行手続を定めている。通則では、不動産（建物、

住戸など）により債務履行が担保される場合、債権者たる担保権者の債権は、裁判所決定

により担保財産の価値から満足を受ける。 
裁判所は、主たる債務の不履行の事実を確認すると、担保物の換価及びこの価値による

債権満足の許可を出す。 
不動産担保物に対する担保権の実行を公証人の執行文によって行うことは禁じられてい

る。 
民法は、この通則の例外を規定している。裁判外手続による担保不動産の換価は、債務

不履行の時点が到来した後に、当事者間で裁判外手続による換価について合意を締結し、

この合意が公証されている場合に認められる。このような合意は、担保権実行事由が発生

する前に締結されたものは法的効力を持たず、裁判所への申し立てをせずに担保物を換価

する権利を発生させない。裁判外手続による担保権実行の合意が当事者の一方の権利や利

益を侵害する場合（たとえば、競売開始価格の決め方が正しくなかったなど）、利害関係を

持つ当事者は、裁判手続でこれに対する不服を申し立てることができる。 
担保財産の換価は公的競売による売却のみで行われ、それ以外の換価方法はタジキスタ

ン民法には規定されていない。 
民法 379 条２項により、担保権設定者には、裁判手続で財産を売却する場合について、
売却時期の延期を請求する権利が与えられている。裁判所は、担保財産の売却を１年まで

延期することができる。しかし、この延期は、主たる債務における当事者の権利、義務に

は影響を与えず、延期期間内に担保権者に主たる債務の不履行により損害が発生した場合、

又は、これに関する違約金の額が増加した場合、延期期間の終了時に、担保権設定者は、

この間に発生した全損分を担保物の売得金から賠償しなければならない。 
私の実務で次のような裁判があった。銀行の一人企業に対する訴訟で、担保財産から

51,445ドルの借金を取り立てるものだったが、うち、45,000ドルが債務元本、3,745ドル
が利息、2,700ドルが担保財産による遅延利息であった。裁判審理において原告、被告人代
表の意見を聞き、裁判資料を検討した結果、裁判所はこの訴えを全額について認めた。た

だし、担保権設定者の要請によって担保権の実行は延期され、公的競売による売却は６ヶ

月延期された。 
裁判所判決によって担保権を実行する場合は、競売の開始価格は裁判所が決める。財産

換価がその他の方法で行われる場合、たとえば、公証を受けた当事者間の合意による場合

などは、開始価格は担保権設定者と担保権者が合意して決める。担保権設定契約の締結時

に当事者間で担保物の財産評価をしていても、担保権を実行する段階で、当事者は、それ

と異なる競売開始価格を定めることができるが、いずれにしても、開始価格は被担保債務

額を下回ってはならないものと想定される。 
この際、公的競売においては、最高値を提示した者に担保財産が売却されるという規則

が働かなくてはならない。 
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担保物換価の競売が成立しなかった場合、担保権者は、担保権設定者との合意に基づき、

担保物を取得し、その代金を自己の被担保債権と相殺できる。このような担保権設定者と

担保権者の合意は、売買契約の手続について定められた規則にしたがって締結される。 
民法 379 条の趣旨より、担保権者は競売に参加する権利を持たない。競売を実施せずに
担保権者が担保財産を取得することは、最初の競売が不成立となった場合には可能である。

しかし、担保権者がこの権利を行使しなかった場合は、再度、競売が実施され、これが不

成立となった場合は、担保権者には、再競売の開始価格から最大 10パーセント引きで担保
物を取得する権利が与えられる。 
競売の売得金が担保権者の合法的債権を全額弁済するのに不足する事態も十分ありえる

が、この場合、担保権者は債務者の一般財産から満足を受けることができる。 
売得金が被担保債務額を上回る場合は、差額は、全ての換価費用を差し引いた上で担保

権設定者に返却されなければならない。 
担保権設定者には、主たる債務の債務者本人がなることも、この債務の当事者以外の第

三者がなることもできる。このような第三者には、債務者の債務履行の担保として自己の

財産を提供することを希望するあらゆる者がなることができる。この際、債権者と担保権

設定契約を締結するのは、債務者本人ではなく、この第三者となる。これらの者は、担保

物が売却されるより前に被担保債務を履行した場合は、裁判所に担保権実行の中止を申し

立てることができる。担保権実行の中止は、担保権設定者が裁判所に申し立てて行うこと

ができる。 
担保財産換価の中止は、競売においても、財産の売却が宣言される前に担保権設定者が

申し立てて行うことができる。 
いずれの場合においても、担保権設定者は、被担保債務を履行した証拠を上記の機関に

提出しなければならない。 
担保権上の法関係における当事者は、その合意において、担保権設定者の上記の権利を

制限することはできない。このような制限事項が契約に記載されていたとしても、それは

絶対無効である。 
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QURBONOV Ramzbek Manatkarimovich 
ウズベキスタン共和国 

タシュケント市経済裁判所 裁判官 
 

ウズベキスタンにおける担保制度 

 

担保権（及び債務履行担保手段）の定義 
 担保権とは、ある者が、その財産又は権利を債務の担保として他者に引き渡すことで

ある。 
 担保権により、被担保債権の債権者（担保権者）は、債務者（担保権設定者）が債務

を履行しない場合、又は不適切に履行した場合に、法が定める例外を除き、他の債権者

に優先して、担保物の価値から弁済を受ける権利を持つことになる。 
 あらゆる法主体（自然人、法人、国家）間における、法が有効と認めるあらゆる債務

（消費貸借、銀行貸し付け、賃貸借、売買、運送など）の履行が、担保権により担保さ

れ得る。 
 債務は金額（自国通貨又は外貨）により表されなければならない。 
 法の趣旨により、担保権は、法的に有効なあらゆる債務の履行を担保できる。 
 
担保権（及び債務履行担保手段）に関連する法令 
 ウズベキスタン共和国民法、担保法、抵当法、倒産法、裁判所及び他機関決定執行法

（民事執行法）。 
 

担保権（及び債務履行担保手段）の種類 
 担保権の種類には、質権、抵当権、権利担保権がある。 
 契約又は法令に別段の定めがない限り、担保権は、利息、違約罰、履行遅滞による損

害の賠償、担保権者が担保物の管理に支出した費用及び取立費用を含めた、実際の弁済

時点での債権額を担保する。 
 担保権は、将来発生する債権の履行担保として設定することもできるが、ただし、被

担保債権の額について当事者同士が合意し、決めておくことを条件とする。 
 抵当権とは、不動産を担保物とする担保権のことである。 
 抵当権が設定された不動産は、抵当権者に占有を移転しない。 
 民法 272 条４項により、建物又は施設を目的とする抵当権は、当該建物もしくは施
設が定着する土地の全部、定着物の機能を確保する土地の一部又はこの土地の全部若し

くは一部に対して担保権設定者が有する賃借権を同一の契約により抵当権の目的とし

た場合に限り、認められる。 
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担保物：担保物となる物権、財産権にはどのようなものがあるか 
 物品及び財産権（債権）を含め、あらゆる財産は担保物とできる。ただし、取引禁止

物や、生命、健康に生じた損害賠償の請求権、養育費請求権といった法律で譲渡が禁じ

られている属人的債権を除く。 
 担保権設定契約により、又、法定担保権については法律により、担保権設定者が将来

において取得する物及び財産権を担保物とすることができる。 
 契約又は法に別段の定めがない限り、財産に対する担保権はその従物、不可分な果実

に及ぶ。 
 契約に定めがある場合、担保権は、担保物を使用して得た果実、生産物および収益に

及ぶ。 
 歴史的価値、文化的価値、その他の価値により、又は国家安全保障上の観点から担保

権を設定できない対象物の一覧は、ウズベキスタン共和国内閣が定める。 
 強制執行の対象とすることが認められない市民の財産に対し担保権を設定すること

は、法が定める手続きにより禁止又は制限できる。 
 物に対して担保権を設定できるのは、当該物の所有者、権利に対して担保権を設定で

きるのは、その権利者である。 
 物権に対する担保権設定は、法律または契約に別段の定めがない限り、所有者の同意

がなければ認めれらない。 
 抵当権の目的物が、その譲渡につき他者又は他機関の合意又は許可を要するものであ

る場合は、抵当権の設定についても同様に合意又は許可をとらなければならない。 
 
担保物の価値の評価。いつ、誰が、どのように担保物の価値を評価するのか。 
 担保物の評価は、担保権設定者と担保権者の合意に従い、又は、評価業務関連法令が

要求する評価の実施という形で行う。 
 
権利担保権の種類。どのような権利に担保権を設定できるのか。又、担保権を設定でき

ない権利はどのようなものか？ 
 民法 16５条によれば、物権には、所有権のほかに、経営管理権及び運用管理権、土
地の相続可能な終身保有権、土地の永久占有使用権、地役権がある。 
 国家所有であって経営管理権に依拠しない不動産に対する担保権の設定は、内閣がこ

れを決定する。 
 完全経営管理権に基づき財産を持つ企業は、企業全体、企業を構成する部門等を財産

複合体として、又、個々の建物や設備を、財産所有者又はその受任機関の合意を得て、

担保物とすることができる。 
 運用管理権により財産を保有する施設（組織）は、当該施設（組織）に許されている

経済活動から得た収入により取得した物又は権利に担保権を設定できる。 
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 財産の所有権が他の所有者に移転しても、完全経営管理権又は運用管理権を持つ財産

に対する担保権には影響しない。 
 賃借人は、賃貸借契約により認められている場合のみ、賃貸人の許可を取らずに賃借

権を担保に供することができる。 
 財産権に関して指摘しておく必要があるのは、土地法典 24条により、土地の賃借権
を借入の担保にできるという点である。 
 賃借人は、法又は賃貸借契約により認められている場合のみ、賃貸人の許可なく土地

の賃借権を担保にできる。 
 土地法典 39条は、「土地を占有する市民は、オークションで取得したものも含め、土
地の相続可能終身占有権を、デフカン農業（個人農業）経営や個人住宅建設のための借

入の担保にできる」と規定している。 
 
担保物の占有、使用及びその維持管理。担保権が設定された後、担保物を占有、使用す

る権利は誰にあるのか。担保物の種類により扱いが異なる場合は、それぞれの場合につ

いて説明せよ。 
 担保物の占有、使用及び維持管理の条件は、契約により定める。 
 担保権設定契約には、担保物とその評価額、担保される債務の内容、額および履行期

が記載されなければならない。 
 又、契約には、担保物をいずれの当事者の占有下に置くかを記載しなければならない

（民法 271条１項）。 
 担保権設定者が主たる債務の債務者である場合、担保権設定契約が主たる債務を取り

決めた契約を参照する形になっており、そちらの契約に債務の内容、額、履行期といっ

た条項が含まれている場合は、これらの項目については合意済みであるとみなされる。 
 担保権設定契約に担保物を特定できる情報が含まれていない場合、このような契約は

締結されたものとはみなされない。 
 抵当権とは、不動産を担保物とする担保権である。 
 抵当権を設定した財産は、担保権者に占有を移転しない。 
 抵当権設定契約において、一方の当事者である担保権者（抵当権者）は、抵当により

担保される債権の債権者であり、法に別段の定めがない限り、債務者に対する金銭債権

の満足を、契約の他方の当事者である担保権設定者（抵当権設定者）の担保不動産の価

値から、他の債権者に優先して受ける権利を持つ。 
 抵当物となるのは、不動産、つまり建物、建造物、集合住宅内の住戸、企業、その他

の財産複合体、サービス業・商業施設、法人及び自然人が所有する住居及びその敷地、

その他法律が不動産としている物で、権利が法定の手続きにより登記されているもの、

個人住宅建設又は自営農を目的とした土地の相続可能終身保有権、（法律又は契約に別

段の定めがない限り）不動産賃貸借契約に基づく賃借人の権利（賃借権）、（法律又は契
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約に別段の定めがない限り）土地に対する賃借権などである。 
 取引が禁止されている不動産、譲渡が認められない不動産には、抵当権を設定できな

い。 
 又、法令により義務的民営化の対象となっている、又は民営化が禁止、制限されてい

る種別、範疇の企業及び財産は、抵当目的物とすることができない。 
 一方、質権とは、担保権設定者から担保権者へ担保物が移転する担保権のことを指す。 
 
担保権の発生事由：当事者間の契約ではなく、法定事由により担保権が発生する場合は

あるか。もし、そのような場合があるのであれば、根拠法令を挙げよ。 
 担保権は、契約又は法令に基づき発生する。担保権の発生を規定する法令は、いかな

る債務に基づき、いかなる財産が担保物とされるのかを、規定しなければならない。例

として、民法 421 条の規定（最終項）をあげることができる。同条は、買主に商品を
引き渡した以降、商品代金の全額が支払われるまでは、信用販売された 商品には、商

品代金支払義務を買主が履行することを保証するための売主の担保権が設定されたも

のとみなす、と定めている。 
 
当事者間に成立している法的関係を第三者に対して適用するための要件（第三者対抗要

件）：設定された担保権関係を債務者、その他債権者に認めさせるためには、どのよう

な条件を満たすことが必要とされるか。 
 有償もしくは無償の譲渡の結果又は権利の包括承継により、担保物に対する所有権又

は経営管理権が担保権設定者から第三者に移転した場合、担保権は、その効力を失わな

い（民法 284条）。 
 この際、権利承継者は、担保権者との合意による別段の取り決めがない限り、担保権

設定者の義務を負う。 
 担保権設定者の財産が複数の者に移転する場合、各権利承継者は、それぞれが承継し

た担保物の範囲内で被担保債務について責任を負う。 
 
担保権実行の事由： 
 担保権を実行し、担保物を換価する権利は、いかなる状況で発生するか。担保権によ

り、債権者（担保権者）は、債務者が被担保債務を履行しない場合、他の債権者に優先

し、担保物の価値から債権の満足を受けることができる。 
 担保物を担保権者の所有に移すことを可能とする全ての合意は、無効である。ただし、

法に別途規定される場合と、解約料や被担保債権の更改にあたる合意を除く（民法 342
条、347条）。 
 担保権の実行は、不動産担保を除き、担保権者の請求に基づき裁判所決定で、又は、

裁判手続によらず、担保権設定者と担保権者が担保権実行事由の発生後に締結し公証を
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受けた合意書に基づき行われ、公証人の執行文によって行うことはできない。 
 抵当権者は、裁判手続きにより、又は、抵当権設定契約にその旨の定めがある場合は

裁判外手続きにより、あるいは、抵当権設定者との間で抵当権実行事由の発生後に締結

して公証を受けた合意書に基づき、その債権を満足させることができる。ただし、抵当

権者の債権の満足が裁判手続きによってのみ認められる場合を除く。 
 
担保物の換価方法：担保物を換価する際は、どのような方法によらなければならないか。 
 担保物に対する強制執行は、債務者が、その責めに帰すべき事情により、被担保債務

を履行しなかった場合、又は履行が不適切であった場合に行われる。 
 法人である担保権設定者が組織変更又は清算される場合、担保権者は、被担保債務の

履行期に関係なく、担保権を実行する権利を持つ。 
 担保権の実行は、債務者の履行違反があまりに軽微なものであり、そのために担保権

者の請求額が担保物の価額に対して明らかに釣り合いを欠く場合は、拒絶されることが

ある。 
 債務者が被担保債務の一部を履行している場合でも、担保権者は、契約又は法令に別

段の定めがない限り、担保物全部に対する権利を保持する。 
 担保物がいくつかの物又は権利からなる場合、担保権者は、その全てにより全債権の

満足を受けるか、その中のいずれかの物（権利）で一部の満足を受け、残りの担保物（権

利）による弁済を後で受ける権利を残しておくかを選択できる。 
 担保物による担保権者（債権者）の債権の満足は、裁判所決定に基づいて行われる。 
 裁判手続によらない不動産担保物からの債権の満足は、担保権設定契約にその旨の定

めがある場合、又は、担保権者と担保権設定者が担保権実行事由の発生後に締結して公

証を受けた合意書に基づく場合、可能である。 
 このような合意書は、これにより権利の侵害を受ける者の請求に基づき、裁判所によ

って無効認定され得る。 
 動産担保物による担保権者の債権の満足は、担保権設定者・担保権者間の合意に別段

の取り決めがない限り、裁判所決定に基づいて行われる。 
 担保権者に引き渡されている担保物への執行は、法令に別段の手続きが規定されてい

ない限り、担保権設定契約が定める手続きにより行われる。 
 担保権の実行は、次の場合、裁判所決定に基づいて行われなければならない：１）担

保権設定契約の締結に、他者又は他機関の同意又は許可を要した場合；２）担保物が歴

史的価値、芸術的価値といった文化的価値を持つものである場合；３）担保権設定者が

所在不明で、その居場所が確定できない場合。 
 担保法 26条により担保権が実行される場合、担保物は、法令が定める手続により公
の競売で換価（売却）される。 
 担保権設定者の申請に基づき、裁判所は、担保物に対する執行の決定において、公の
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競売による担保物の売却を１年までの期間で延期することができる。 
 この延期は、当該の財産が担保する債務関係の当事者の権利、義務には何ら影響せず、

延長期間中に増加する債権者の損害に対する賠償や違約罰を債務者から免除するもの

ではない。 
 担保物の競売における開始価格は、裁判手続きによる執行の場合は裁判所決定におい

て決め、その他の場合は担保権設定者と担保権者の合意により決める。 
 担保物は、競売で一番高い値をつけた者に売却される。 
 担保物の売却で得られた金額が、担保権者の全債権を満足させるのに足りない場合、

担保権者は、法律又は契約に別段の定めがない限り、債務者の一般財産から不足分の弁

済を受ける権利を持つが、この際、担保権による優先権は持たないものとする。 
 競売の売得金が被担保債権額を上回る場合、差額は担保権設定者に返却される。 
 又、担保権の消滅事由は、次の通りである：被担保債権の消滅；民法 274 条３項に
規定する事由があり、担保権設定者が担保権の消滅を請求した場合；担保物が滅失、又

は担保目的物であった権利が消滅した場合で、担保権設定者が民法 276 条２項に規定
する権利を行使しなかったとき；担保物が競売で売却された場合、及び担保物の換価が

不可能であると判明した場合（民法 283条１項４号）。 
 又、担保権は、これ以外の事由によっても消滅する。例えば：担保権設定契約の解除；

担保物が、犯罪その他の法違反に使用されたものとして、担保権者から没収された場

合；被担保債務を他者が引受け、この際、担保権設定者が、融資機関に対し、引受によ

り新たな借入人となった者に関する責任を負うことについて同意しなかった場合；裁判

外手続きによる担保物の換価手続きが終了した場合など。 



 
 

179 

KASIMOV Muzaffar Abdumutallievich 
ウズベキスタン共和国 

国家財産委員会契約法務局 チーフスペシャリスト 
 

問題１、２の事例におけるウズベキスタンでの運用について 
 
 銀行はその業務において様々なリスクに遭遇するが、これらが発生する場面、時期、

その程度や、ひいては分析、記述方法に影響を及ぼす内的及び外的ファクターは、それ

ぞれ異なっている。あらゆる種類のリスクは相互に関連し、銀行業務に影響を与える。 

 銀行の主たる収入源となるのが貸付業務であることから、銀行・顧客間の相互関係に

おいて信用リスク、つまり、貸付金の回収に関わるリスクを最低限に押さえることが重

要なのは明らかである。通常、銀行に大きな損失を与え、信用機関の主たる倒産原因の

一つとなるのが、ローンの未返済なのである。 

 世界的な金融危機にあり、契約履行水準が低く、取引相手の不確実性が高い現在、各

種の債務履行担保手段を発展させ、検討し、実務で利用することがますます必要となっ

ている。 

 貸付金の回収の確保は、複雑な、そして明確な目的を持つ銀行業務であり、これには

貸付方法、資金源、期間、返済方法、返済保証文書などを決定する特別な仕組みを形成

する組織的、経済的、法的措置が含まれる。 

 返済能力の主たる指標となるのは、提供される担保である。全ての債務履行担保手段

は、仮に、約定的手段、金融保証的手段、物的手段に分類できる。 

 約定的手段に属するのは、違約罰である。これは、債務不履行（不適切履行）の際に

債務者が債権者に支払わなければならない金銭であるが、しかし、主たる債務を返済す

る資金がない借入人であれば、違約罰も支払わないであろうことは明らかである。 

 金融保証的な債務履行担保手段としては、銀行保証及び保証がある。この場合、債務

者の保証人となる第三者は、債務者が債務を履行しない場合、これにかわって債権者に

支払をする義務を負う。この方法の欠点は、保証人自体に支払能力がないことがあり得

ることである。 

 最も確実なのは物的な債務保証手段であり、担保権もこれに属する。これは、債務者

又は第三者の特定財産を債務の担保のために取り置いて、この財産に対する一定の権利

を設定するというものである。 

 さて、担保権は、市場経済における最も重要な制度の一つであり、債権者の利益を守

る確実な法的保護手段である。 

 一方、国内で様々な所有形態が発達してきている中で、担保権に関する法的諸関係は

社会生活においても大きな意味を持っている。とりわけ、企業活動、生産、建設、近代

的設備、機器の購入、各種サービスの拡大を目的として法人や個人に対し融資が行われ
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ることは、銀行、公証人役場、登記機関において担保権、抵当権設定契約に関する業務

が拡大することにもつながる。 

 このレポートでは、以下に挙げる問題１、２を通じて、債務履行担保手段の一種であ

る担保権を検討する。レポートの検討対象は、債権者としての銀行と借入人である顧客

（担保権設定者）の契約関係における法的及び経済的関係である。 

 レポートの目的は、問題１、２の事例、つまり建物を目的物とする担保権設定（不動

産担保）と機械を目的物とする担保権設定（動産担保）の事例が、ウズベキスタンにお

いてどのように解決されるかを明らかにすることである。 

 このレポートは、ウズベキスタン共和国法令の分析に基づいて作成されている。 

 以下、問題１、２の事例がどのように扱われるかを検討する。 

 

問題 1 建物を目的とする担保の設定 
株式会社 Aは、銀行 Lより 3年間を期限として、年 12％の利息で、30,000米ドル相当
の金員を借り入れた（消費貸借契約）。銀行 Lは、元本及び利息の返還請求権を担保す
るため、株式会社 A所有の建物（本社ビル）に担保権を設定した(担保権設定契約)。 
(1) 建物を担保の目的物とした場合、通常利用される担保権は、どのようなものか。 
(2) 消費貸借契約と担保権設定契約の当事者は、それぞれ誰か。 

また、仮に本件建物の所有者が株式会社 Aの代表者 B個人であった場合には、契
約の当事者は、それぞれ誰になるか。 

(3) 本件担保権設定契約について、契約を締結し、契約書の公証を受け、国家登記を
したが、担保権設定契約の効力が生じるのは、どの時点か。 

(4) 本件担保権設定契約後、本件建物を占有するのは、株式会社 Aか、銀行 Lか。 
(5) 本件建物の敷地に対する権利は、どうなるか。 
(6) 株式会社 Aが本件建物を第三者に売却する場合、どのような手続が必要か。 
(7) 本件建物を買い受けようとする第三者が、本件建物に担保権が設定されているか
否かを確認する方法としては、どのようなものがあるか。 

 

1. 銀行に必要書類、つまり借入書類が提出された後、株式会社 Aと銀行 Lは、民法 41 章

に従い、3年間を期限とし年利 12％の条件で 30,000米ドル相当の金員について消費貸借
契約を締結した。 

 消費貸借契約による融資返済の担保として、株式会社 A と銀行 L は、不動産を担保物

とする担保権設定契約を締結した。つまり、株式会社 A が有する同社本社ビルに担保権

が設定された。 

 民法 265 条３項及び抵当法 57 条により、担保物として不動産が供されるのは抵当権で

あり、株式会社 A と銀行 L が締結した契約は、抵当権設定契約である。この場合、当事

者は、法令に従い抵当権という担保権を設定したことになる。 
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 抵当権は、抵当権者に対し、主たる被担保債務の全額又は抵当権設定契約に定められ

る部分の支払いを担保する。 

 与信契約又は利息支払条件のついた消費貸借契約による債務の担保として設定された

抵当権は、融資（貸付金）の使用につき発生する利息の支払も担保する。 

2. 株式会社 A は消費貸借契約（与信契約）による債務者で借入人、銀行 L は同契約によ

る債権者で貸付人、また、抵当権設定契約においては、それぞれ、抵当権設定者、抵当

権者である。 

担保権設定者には、消費貸借契約の債務者及び任意の第三者がなることができる（担

保法８条２項）。建物の所有者が A 社代表者である自然人 B である場合、B は抵当権（担

保権）設定者、A社は債務者、L銀行は抵当権設定契約の抵当権者である。 

いずれの場合も、担保権（抵当権）設定者は、担保目的物に対する合法的権利（所有

権、経営管理権、賃借権）を持たなければならない。あらゆる担保権設定契約において

重要、つまり必須である条項は、担保目的物とその評価額、被担保債務の内容、額及び

履行期である。また、この契約には担保財産をいずれの当事者の占有下に置くかも記載

しなければならない。 

この場合について、注意する必要があるのは、担保物とされる不動産は自然人 B の私

有物であって、株式会社の財産ではない、つまり、株式会社に出資されたものではない

という点である。これにより、株式会社代表である B は、担保財産の所有者として、独

立して担保権設定者とならなければならない。 

民法 58 条により、商事組合及び商事会社とは、設立者（社員）の持分（出資）または

株式により構成される定款基金（定款資本）を有する営利団体をいう。設立者（社員）

の出資により創出された財産及び商事組合・会社がその事業の過程で生産し取得した財

産は、所有権に基づいて商事組合・会社に帰属する。 
担保権設定者が主たる債務の債務者である場合、担保権設定条約が主たる債務を取り

決めた契約を参照するようになっており、当該契約に相応の条項が含まれる場合、被担

保債務の内容、額、履行期に関する条項については合意済みであるとみなされる。契約

に担保財産を個別に特定するための情報がない場合、このような契約は締結されたもの

とはみなされない。 

3. 民法 84 条、111 条、366 条、抵当法 12 条２項により、抵当権設定契約は、契約の国家

登記の時点から発効する。1998 年 1 月 7日付司法省登録 No.387 の「建物、施設の国家登

記に関する指示書」によれば、建物、施設の登記及びこれらの取引のうち担保権設定契

約の登記は、司法省機関が行う。 

 1997 年 6 月 2 日付内閣令 No.278 の２項により、不動産取引国家登記簿の管理は、不

動産所在地の土地資源局及び国家地籍登記局が行う。 

担保権設定契約は書面で作成され、公証を受ける。一連の場合において、担保権に関

する法律行為を有効にするためには、担保物が国家登記を要するものである場合は、担
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保権設定契約の登記を行う必要がある。担保権設定契約の登記は、担保物を登記した機

関で行う。 

 担保権設定契約の登記は、後順位担保権者や担保権のついた財産を取得する者の権利

を保護するという観点から大きな意味を持つ。国家登記は、財産についている負担に関

して最大限漏れのない情報を提示するために必要である。 

4. 民法 269 条１項及び抵当法４条２項により、抵当権を設定した財産は、抵当権設定契

約に別段の定めがない限り、これを抵当権設定者の占有、使用下に残す。 

 抵当権設定者は、抵当目的物を占有し、用途に従ってこれを使用する権利を持つ。 

 抵当権設定契約又は法令に別段の定めがない限り、抵当権設定者は、自らの負担で、

抵当物の然るべき保全に必要なあらゆる方策をとらなければならない。これには、適時、

修理を行う、適切に使用する、第三者からの不法な侵害から抵当目的物を守るというこ

とが含まれる。 

 抵当権設定者は、抵当物の破壊、毀損、損傷、状態悪化の恐れが発生したとき、又は、

抵当権設定契約に基づく抵当権者の権利に否定的な影響を与えうるあらゆる状況が発生

した際は、抵当権者に遅滞なく書面で通知しなければならない。 

 抵当権者は、抵当権設定契約の有効期間中、抵当物の存否、状態、保管状態、使用状

況などを確認する権利を持つ。抵当権者によるこのような確認行為は、抵当権設定者及

び抵当物を一時的に使用する他の者がこれを用途に従い使用することや、これらの者の

その他の権利を妨げるものであってはならない。 

5. 土地法典 22 条により、企業、施設、その他不動産に対する所有権、経営管理権又は運

用管理権が移行する際には、これら対象物と同時に、これらが建ち、その使用に必要な

土地の占有権及び永久使用権も移行する。 

 企業、施設、その他不動産の敷地に対する占有権及び永久使用権の移行は、当該契約、

土地所有者又はその授権機関・授権者の決定と、これらに対する永久占有権、永久使用

権又は終身相続可能占有権に関する国家決定の発令に基づき、地区、市の土地台帳に新

たな土地占有者又は土地使用者を記載することで手続される。 

 また、民法 272 条４項により、建物、施設類に対する抵当権の設定は、抵当権設定契

約によりその敷地、その機能に必要な敷地の部分又は抵当権設定者がこの土地若しくは

その部分に対して持つ賃借権にも同時に抵当権を設定する場合のみ許容される。 

 財産権については、土地法典 24 条により、融資を受けるために土地の賃借権を担保に

することができる。賃借者は、法律又は賃貸借契約が認める場合のみ、賃貸者の合意を

とらずに土地の賃借権を担保にしてもよい。 

6. 担保法 21 条３項３段により、担保財産を担保権設定者の元に残す形で担保権を設定す

る際、つまり、抵当権の場合、担保権設定者は、担保権者の同意がある場合のみ、目的

物を譲渡、賃貸し、あるいは無償で他者に使用させ、又は他の方法で処分できる。 

 担保権設定者の独断による担保不動産の売却について抵当権法には規定がないことを
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指摘しておかなければならない。このような売却は、法律が禁じているわけではないが、

しかし、通常の実務では、このような場合、他方当事者にその旨の通知を行う義務があ

るということを担保権設定契約に記載する。 

 担保権設定者が売買契約を締結して担保を設定した建物を有償で第三者に移転させる

ためには、担保権者の同意が必要である。担保権者は、担保権設定者及び財産を取得し

ようとする第三者に対し、財産譲渡契約を締結するための要件を指定することができる。 

7． この建物を購入しようとする第三者は、次の方法で担保負担を確認できる。抵当法 13

条により、あらゆる者は、登記機関において、当該物件に抵当権の登記があるかどうか

の情報や、抵当権についての記載がある登記簿謄本を入手する権利を持つ。実務では、

通常、不動産の担保負担に関する情報は、国家土地登記委員会の登記局により無償で提

供される。 

また、購入希望者は、定期刊行物に掲載される建物の公的競売の公告を見れば、これ

に担保の負担がついているどうかを知ることができる。 

 

問題 2 工場の機械を目的とする担保の設定 
株式会社 Aは、銀行 Lより 3年間を期限として、年 12％の利息で、30,000米ドル相当の
金員を借り入れた（消費貸借契約）。銀行 Lは、元本及び利息の返還請求権を担保するため、
株式会社 A所有の工場内にある機械に担保権を設定した(担保権設定契約)。 
 

1. 機械を目的物とする担保権は、通常の動産担保権であり、この契約には、この種のあ

らゆる契約と同様の情報が記載されなければならない。契約には、担保物となる機械の

番号、型番、その他の識別的特徴が記載されなければならない。このような記載がない

契約は、無効とされる。 

  工場機械を担保とする場合、実務では、通常、担保権の一種である動産担保権が使用

される。この場合、工場機械を目的とする担保権は、ウズベキスタン法令が規定する担

保権の種類（抵当権、質権、権利担保権）には該当しない。この法律行為が担保権の種

類として挙げられるものに該当しないことから、この場合は、担保法 36 条「担保権設定

者が担保物の占有を保持する担保権」の規定に従う。 

2. 機械を目的物とする担保権設定契約は、書面で締結される。株式会社 A は消費貸借契

約（与信契約）における債務者であり借入人、銀行 L は同契約における債権者であり貸

付人、また、担保権設定契約においては、それぞれ、担保権設定者、担保権者である。 

  担保権設定者には、被担保債務の債務者がなることも、任意の第三者がなることもで

きる（担保法 8条 2項）。設問の場合、留意する必要があるのは、担保物とされる財産は

自然人 B の私有物であって、株式会社の財産ではない、つまり、株式会社に出資された

ものではないという点である。これにより、株式会社代表である B は、担保財産の所有

者として、独立して担保権設定者とならなければならない。 
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3. 担保権設定契約は書面で作成し、公証を受ける。担保法 11 条により、公証が義務付け

られる契約により発生した債務を担保する担保権設定契約は、これも公証を受けなけれ

ばならず、この契約は公証の時点より発効し、また、契約の登記が義務づけられている

場合は登記の時点から発効する。 

 民法 357 条により、契約は締結の時点より発効し、当事者に対し拘束力を持つ。 

 契約の書式としては、私署証書と公正証書の二つが知られているが、契約の公証の他、

国家登記が義務づけられている場合がある。主たる被担保債務が公証を要する契約によ

って取り決められている場合は、担保権設定契約も公証を受けなければならない。 

4. 担保物である機械は、通常の実務では、担保権設定契約に別段の取り決めがない限り、

担保権設定者、つまり株式会社 Aが占有し、使用する。 

5. ウズベキスタンの担保法は、担保権設定者の独断による第三者への担保物の売却を規

定していない。ビジネス慣習上、第三者への担保物の売却は、担保権者の同意がある場

合のみ可能である。売却が法律で禁じられているわけではないが、実務では、通常、担

保権設定契約に他方当事者への通知義務が記載される。 

担保法 21 条 3 項３段により、担保物を担保権設定者の元に残す担保権、抵当権の場合、

担保権設定者は、担保権者の同意がある場合のみ、担保物を譲渡、賃貸、使用貸し、そ

の他の方法で処分できる。 

実務上、このような売却を法令は禁止していないが、通常は、担保権設定契約に他方

当事者への通知義務が記載される。 

担保権設定者が売買契約を締結して担保を設定した機械を有償で第三者に移転させる

ためには、担保権者の同意が必要である。担保権者は、担保権設定者及び財産を取得し

ようとする第三者に対し、財産譲渡契約を締結するための要件を指定することができる。 

6. 機械を購入しようとする者は、売買契約書の文案を読めば、これに、売買対象物に担

保権が設定されていないことを売り主が保証する旨か、あるいは、これを売却すること

について担保権者の同意を得ている旨の記載があるので、これにより担保権が設定され

ていることがわかる。もし、これらの条項が売買契約案に含まれていない場合、又は、

これに記載されている保証事項が現実と一致していない場合は、担保権者の権利が侵害

されていることになるので、この法律行為は無効となる。同時に、機械を目的物とする

担保権設定契約の登録、機械に対する所有権の国家登記は、法令では規定されていない。

したがって、機械を目的物とする担保権設定契約は国家登記対象ではなく、担保負担に

ついての情報は、担保権設定者本人に聞くしかない。 

民法 114 条により、無効の法律行為は、その無効性によるもの以外の法的効果をもた

らさず、行為の時点から無効である。 

法律行為が無効である場合、当事者は、法律行為により得た全てのものを、それぞれ

相手方に返還しなければならない。現物が返還できない場合（給付が財産の使用、労務

の遂行又は役務の提供であった場合など）は、その価額を金銭で返還する。ただし、法



 
 

185 

令がその他の無効効果を規定している場合は、この限りではない。 

加えて、民法 116 条により、その内容が法定要件に一致しない法律行為、法秩序又は

道徳に明らかに反する目的を持って行われた法律行為は、絶対無効である。このような

法律行為には、民法 114 条２項の規定を適用する。 

 

 最後に、債務履行担保の問題は、現在、大変に重要な意味を持っていることを指摘して

おきたい。とりわけ、担保権は、債務が適切に履行されれば回収できたはずの金額を債権

者が得られるようにすることを目的としている。担保権の適用は、債権者にとって実際の

債務履行と同等の財産上の結果をもたらす。したがって、担保権の適用は、債務履行の現

実性を向上させる。 

 抵当権設定契約は、担保権設定契約と違い、常に法定手続により登記しなければならな

い点を指摘しておきたい。 

 担保権は、あらゆる民事法上の債務を担保できるものであるが、主として貸付金の返済

保証として利用されるのが常であった。 

 機械を担保物とする際、主に問題となるのは、情報がないということではなく、担保権

設定契約の登記がない点である。一部の非良心的な借主（担保権設定者）がこれを悪用し、

担保物である機械を売却したり、同じ機械を複数の銀行で数度、担保にしたりといったこ

とがあった。この結果、買い手が誠実に代金を支払ってしまった後で、裁判所決定又は裁

判外手続により、銀行が法的事由に基づいて担保物を回収するということが起こった。こ

の場合、被害を受けるのは、もちろん、善意の買主、つまり、機械を担保権設定者から購

入した者である。そして、このような悪意ある行為により発生した紛争は、最終的には裁

判により解決されてきた。 

 経済活動において担保権が利用されだした当初、主に使われていたのは質権であった。

しかし、この制度が発達した現在、担保物が担保権設定者の元に留置されることがますま

す多くなっている。これは、一つには、現在、担保を巡る法的関係が、徐々にその物権的

本質から離れ、債務法寄りになってきている結果ということであり、また、別の理由とし

ては、財産の中には簡単に担保権者に引き渡せないもの ― 抵当権の目的物である不動産

や、流動動産など ― があるためでもある。
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RAKHIMOV Abdullo Abralovich 
ウズベキスタン共和国 

タシュケント州経済裁判所 裁判官 
 

問題１、２の事例と関連する事例とそこで争われた問題点について 
 
 法的関係における担保制度は、民事上の教義において最も古いものの一つである。様々

な法律行為の締結において、当事者はその然るべき履行を確実に担保しようとし、また、

当事者間が最も信頼しあえる環境を築こうとする。 
 現代の世界における与信、消費貸借の必要性の高さ、契約債務を真に保証する仕組みの

必要性は、担保制度の今日性、重要性を高めている。 
 今回の研修プログラムの内容に従い、このテーマに関して裁判実務で最もよくある事例

として、以下の例を挙げることにする。 
 
例１ 
銀行 A（原告）は、被告人である有限会社 B（被告人１）及び共同被告人である有限会社

C（被告人２）に対し、担保権を実行し、連帯して 335,933,853 スム、うち主たる債務
275,670,300 スム、利息 60,263,553 スムを徴収することを求める訴訟を経済裁判所に提起
した。 
裁判審理で明らかになったことは以下である。2005 年 9 月 30 日、原告と被告人１との
間で融資契約が締結された。この契約により、原告は、年利 20％、2008年 9月 30日まで
の期間で被告人 1 に 275,670,300 スムを融資、被告人は融資額を所定の期限内に返済する
義務を負った。 
債務履行担保として、2005年 10月 1日、当事者間（原告、被告人 1、被告人 2）で担保
権設定契約が締結された。この契約により被告人２（担保権設定者）は被告人１（債務者）

の債務履行担保として原告（担保権者）にスレート製造機を提供、この機械の価額は、2005
年 9月 25日付鑑定書によれば 350,000,000スムと評価されている。 
法廷審理において、被告人２は、事件手続の中止を申立て、また、司法筆跡鑑定の実施

を要請、この際、2005 年 10 月 1 日の担保権設定契約の署名は、被告人２の代表者のもの
ではないと説明した。 
鑑定の結果、契約書の署名が偽造されたものであることがわかり、これにより当契約は

無効と認定され、被告人２は民法 113条により責任を免除された。 
被告人１に 335,933,853 スムの支払を求める銀行 Aの請求は、全額につき認められ、主
たる債務額 275,670,300 スム、利息 60,263,553.43 スム、国家手数料及び郵便費用を B社
から取り立てる判決が出た。 
加えて、裁判所は、刑法 228 条の文書偽造の事実につき刑事事件手続き開始に関する特
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別決定（経済訴訟法 152条）を出し、事件資料が送検された。 
この際、裁判所は、いずれの事件参加者も自らの主張、反論の根拠となる状況を説明し

なくてはならないという経済訴訟法 55 条と、「法令が定める一定の証拠により証明されな
ければならない事件状況は、それ以外の証拠によって証明することができない」という経

済訴訟法 59条を根拠としている。 
 
 
例 2 
銀行 D は、有限会社 E 社に対し、担保権を実行し、736,596.60 スム、うち主たる債務

415,000スム、利息 114,096.60スム、利息額についての遅延利息 207,500スムを取り立て
る訴訟を経済裁判所に提起した。 
 法定審理において、以下が明らかにされた。融資は 12 ヶ月の期間で提供された（年利
72％）。債務履行担保として当事者間で担保権設定契約（2006年 6月 22日付）が締結され
た。この契約により、担保物として CEL社のコンピューター2台、総額 1,256,000スムが
提供された。 
 被告人は契約債務を然るべく履行せず、これにより、被告人には 2008年 2月 28日現在
で 736,596.60スムの負債があった。 
 民法 236 条により、債務はその本旨にしたがい、債務の要件及び法令の規定に基づき、
また、その要件及び規定が存在しない場合は取引慣習その他通常遵守すべき基準に基づい

て、これを履行しなければならない。 
 この事例の場合、債務は消費貸借契約に基づき発生している。 
 民法 732 条により、消費貸借契約とは、当事者の一方（貸主）が相手方（借主）に金銭
または種類的属性によって特定される他の物の所有権を移転し、借主が一時に又は分割で

同量の金銭または借りた分と同量の同種同質の物（元本）を返還しなければならないもの

をいう。 
消費貸借契約は、金銭又は物品の引渡しをもって締結されたものとされる。 
民法 735 条により、借主は、消費貸借契約が定める時期と手続において、受け取った元
本を貸主に返還しなければならない。 
契約に元本返還時期についての定めがないときは、借主は、貸主が返還を請求した日か

ら 30日以内に元本を返還しなければならない。 
利息の定めのない消費貸借の元本は、借主は履行期到来前にこれを返還することができ

る。 
民法 736 条により、貸主は、借主が主たる債務及び／又は利息の支払い期限を違反した
場合、元本及び利息の期限前返済を要求できる。 
民法 279 条により、担保権者（債権者）の債権を満足させるため、担保権は、債務者が

主たる債務を自己の責に帰すべき事由により履行せず、またはその履行が債務の本旨にし
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たがっていない場合には、これを実行することができる。 
民法 280 条により、担保権者（債権者）は、裁判に基づき、担保不動産の価額から債権
の満足を受ける。 
民法 333 条により、債務を履行せず、または債務の本旨にしたがわざる履行をなした債
務者は、法律または契約に別段の定めがない限り、責に帰すべき事由がある場合は、責任

を負う。 
短期貸付による消費貸借の事実及び被告人の借入金返済と利子支払いの負債の存在につ

いては、事件記録資料にあるに一次会計書類、2006 年 7 月 22 日付インヴォイス、被告人
の捺印がある証明書によって証明される。 
上記により、裁判所は以下を決定した。 
― 原告の訴えを全額につき認める。 
 ― 有限会社E社より、B銀行を受取人として、主たる債務 415,000スム、利息 114,096.60
スム、利息額についての遅延利息 207,500スム及び国家手数料、郵便料金を、2006年 6月
22 日付担保権設定契約により担保物となったコンピューターCEL2.4（2 台）、各 628,000
スム、及び債務者の他の換金性のある財産から取り立てる。 

 
例３ 
銀行 Fは、同銀行 G支店の利益を代表し、被告人である合弁有限会社 H社及び共同被告
人である公開株式会社 I社から 96,659,593.32スムを取り立てるための訴訟を経済裁判所に
提起した。 
裁判所は以下の事実を明らかにした。2004年 12月 20日付により、K銀行支店（現 F銀
行 G支店）は、H社に対し、優遇貸付基金から家具製造設備、原料購入を目的とした融資
を行った。融資額は 89,700,000スム、年利９％であった。 
融資契約の 4.2項によると、この貸付は 2004年 12月 23日から 2007年 12月 23日の期
間で、返済据え置き期間が 12ヶ月設定されていた。 
契約とその付属文書である返済スケジュールによると、借入人は 89,700,000 スムの借入
金を 24 ヶ月間、毎月等分割りで返済することになっていたが、債務者はこの債務に反し、
元本を返済しなかった。 
これにより、2007年 6月 25日現在で、借入債務額は 46,913,330.09スム、内訳元本 46,

490,000スム、利息 256,263.23スムとなっていた。 
融資返済の担保として当事者間で 2005年 12月 20日付担保権設定契約が締結されており、
借入人は融資により購入した設備を担保物にしていた。この設備は、2004年 12月 13日付
契約及び 2005年 5月 8日付追加合意書により納品され、その一覧及び評価額については、
2005年 12月 13日付鑑定調書により当事者間で合意していた。 
２）2005年 10月 4日付与信契約により、K銀行支店（現 F銀行 G支店）は、H社に対
し、優遇貸付基金から家具製造設備の購入を目的とした融資を行った。融資額は 130,000,
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000スム、年利９％で 2年間、据え置き期間 12ヶ月であった。 
2006年 10月 3日付追加合意書 No.175/1により融資期間が延長され、これにより借入人
は債務の残額 52,000,000スムを 12ヶ月で、つまり 2007 年 10月 11 日までに返済するこ
とになった。 

2004年 9月 2日付保証契約により、株式会社 L社が、162,500,000スムにつき銀行に対
する保証人となった。 
与信契約の 2005年 11月７日付追加合意書により、保証人が L社から I社に交代した。 
2005年 11月 7日、I社との間で 160,000,000スムの保証契約が締結された。 
これにより、2006年 6月 25日現在、借入人の銀行に対する負債額は 9,659,593.32スム
となった。 
被告人及び共同被告人が債務を履行しなかったため、F銀行は経済裁判所に、被告人及び
共同被告より連帯で 96,659,593.32スムを取り立てる訴えを提起した。 
民法 234 条により、債務は契約、損害の発生、その他民法に規定される理由により発生
する。 
 民法 236 条により、債務は、その本旨にしたがい、債務の要件および法令の規定、なら
びにその要件及び規定が存在しない場合は、取引慣習その他通常遵守すべき基準に基づい

て、これを履行しなければならない。 
 この事例の場合、債務は、与信契約に基づき発生している。 
民法 744条により、与信契約とは、当事者の一方である銀行その他の信用機関（与信者）
が契約に定められた額と条件で相手方（借主）に資金を供与する義務を負い、借主が受領

した元本を返還し、元本に対する利息を支払う義務を負うものをいう。 
民法 333 条により、債務を履行しなかった債務者は、法律又は契約に別段の定めがない
限り、責に帰すべき事由がある場合は、責任を負う。 
与信による債務及び利息の存在は、事件記録資料により証明されており、この点につい

ては、事件当事者は争っていない。 
民法 280 条により、担保権者（債権者）は、裁判に基づき、担保不動産の価額から債権
の満足を受ける。 
民法 281 条により、担保物の競売開始価格は、裁判手続による執行の場合は、裁判所決
定により定める。 
その他、2006年 12月 22日付最高裁判所・最高経済裁判所総会決定 No.13/150「与信契

約債務の履行担保に関する民法規定の適用に関する諸問題について」の 23項により、裁判
手続で担保権を実行する場合は、裁判所決定には、担保物の名称と所在地、契約に記載さ

れる価格による競売開始価格を記載されなければならない。 
この場合のように、担保財産の評価額について争いが発生している場合は、当事者の申

し立てにより任命される専門家の鑑定調書に基づいてこれを決定する。 
民法 252 条により、連帯債務においては、債権者は、同時に総債務者に対して、または
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個別に任意の１人の債務者に対して全部または一部の履行を請求することができる。 
 上記により裁判所は以下を決定した：H社及び I社に対する F銀行の訴え（96,659,593.
32スムの取立て）を全面的に認める。 
 合弁有限会社 H 社及び公開株式会社 I 社より、F 銀行を受取人とし、連帯で、元本

96,659,593.32スム、国家手数料 966,596スム、郵便費用 5,000スム、総額 97,631,189.32
スムを取り立てる。 
合弁有限会社 H 社からの取立てについては、2005 年 12 月 20 日付担保権設定契約によ
る担保財産に対し担保権を実行して行う。開始価格は 45,440,000スムである。 

 
当該分野の法制において、法令に重複的な要件がない点は注目に値する。つまり、ウズ

ベキスタンの担保法制は、十分に当該分野の法的関係を調整しており、明らかな欠点とい

うものはないといえるが、しかしながら、他国の実務及び法基盤を学ぶことは、ウズベキ

スタンの法制度の改善、発達を促すことになろ 
 

 


